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本冊子は、農業協同組合法第54条の3にもとづいて作成したディスクロージャー誌です。
金額は、原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。また、「農業振興への取組み」
および「地域貢献への取組み」のページにおいては、該当する“ＳＤＧｓ１７の目標”のアイコン
を表示しています。
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ごあいさつ

代表理事理事長
内 藤　真 毅

経営管理委員会会長
谷 口　俊 二

　皆さまには、平素より三重県信用農業協同組合連合会（JA三重信連）をご利用、お引き
立ていただき誠にありがとうございます。
　さて、令和４年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染症が収束へと向かい、経済活動
の正常化が進みましたが、急速な円安進行や海外紛争の長期化にともなうエネルギーや原材
料価格等の高騰によって、広範な品目において値上げの動きが強まり、緩やかな景気回復に
留まりました。
　国内農業においては、生産者の減少や高齢化、耕地面積の減少など生産基盤の縮小が続く
なか、「みどりの食料システム法」が施行され、スマート農業や環境負荷低減を促進する取
組みが本格化しました。また、肥料・燃料・飼料等の価格急騰により、農業経営の厳しさが
増すとともに、食料安全保障強化への気運は一層の高まりをみました。
　このような情勢のもと当会は、食農分野での金融仲介機能のさらなる発揮に向けた取組み、
農業・くらし・地域の各分野での JAバンクの存在感発揮に向けた指導支援等を重点取組事
項に掲げた中期経営計画（令和４年度～令和６年度）の初年度として、JAバンクが地域農
業や地域振興に貢献できるよう、また地域の皆さまからのご信頼にお応えできるよう金融商
品・サービスの提供に注力してまいりました。
　この小冊子は、私どもの経営方針や最近の業績・経営内容などを、地域の皆さまにご案内
するために作成したものです。ご高覧いただき、当会に対するご理解を一層深めていただけ
れば幸いに存じます。
　今後も、県内各地域の JAとともにお客さまの利便性の向上に取り組みながら、県内農業
をはじめとする地域産業発展に向けて全力を傾ける所存でございますので、皆さまの一層の
ご支援・お引き立てを賜りますよう心よりお願い申し上げます。

令和５年７月
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JA
市
町
段
階

経済事業
農畜産物の販売
農業用生産資材
生活用品購買 ほか

共済事業
生 命 共 済
建物更生共済
火 災 共 済 ほか

指導事業
農業経営
農業生産 ほか

信用事業
貯　　金
融　　資
為　　替 ほか

厚生事業
健 康 管 理
高齢者福祉
医 療 事 業※

※医療事業は厚生連が対応

県
段
階

全
国
段
階

JA
三重中央会

JA
三重信連

JA
三重厚生連

農林中金 全厚連

組合員・地域の皆さま

JAバンク

JAバンク三重

全　中

全　農
三重県本部

全共連
三重県本部

全　農 全共連

　JAグループは、農産のूՙ・ൢച生産資ࡐなͲのڅڙを行う「経ࡁ事業」、ࡁڞ（保険）業務を
行う「ࡁڞ事業」、貯金貸出等の業務を行う「信用事業」、各地域で農業者のօさまに対する農業経
営の改善なͲの指ಋを行う「指ಋ事業」なͲさま͟まな事業を総合తに取り扱うJA（農業協同組合）と、
それͧれの事業をઐతに取り扱うݝஈ֊組織とશࠃஈ֊組織により、構成しています。
　このうͪ、JAの信用事業෦とಓݝஈ֊の「信用農業協同組合連合会（ʹ信連）」およびશࠃஈ
֊の「農ྛ中ԝ金ݿ（ʹ農ྛ中金）」とで構成するグループの総称を「JAバンク」といいます。

˙ç+"όϯΫࡾॏͷωοτϫʔΫ

˙ç+"㴇㵂㱟㴮㳊ۀࣄ㲦㳤㳏৫ߏ

JA名 管地域

み え き た 、ીິொ、ࢢࢢ࢛、ࢢいな、ࢢ名܂
౦員ொ、ӽொ、ேொ、ފொ

ླ ࣛ 、ࢢࢁُ、ࢢࣛླ
ொ・和ແాொؒࣛࢢࢢ࢛

 ҆ ܳ چ）ࢢ҆چ、ࢢೱொ、ܳچೱொ、
（ඒཬଜچ、Տܳொچ

み え な か چ、ࢢډٱچ）ࢢҰࢤொ、چനࢁொ、
ࢢࡕඒਿଜ）、দچ、ऱொྑ߳چ

ଟ ؾ ܊ ໌和ொ、ଟؾொ、େொ

ҏ 
ҏࢢ、ௗӋࢤ、ࢢຎࢢ、ඌࢢ、
、ொ、度会ொ、�ೆҏொۄ、ࢢ۽
େلொ、لொ、ޚொ、لๅொ

いが;るさと ҏլࢢ、名ுࢢ

三 ॏ 信 連 三ॏݝશ域

（令和５年４月ݱ在）
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　組合員・利用者からҰ信པされ利用される信用事業を確ཱするために、「JAバンクج本方針」にも
とづき、JA・信連・農ྛ中金がҰ体తに取り組Ή組みを「JAバンクγステϜ」といいます。
　この「JAバンクγステϜ」は、JAバンクの信པ性を確保する「破未વࢭγステϜ」と、スέー
ルϝリοτときめࡉかい٬ސを活かした金融αーϏスఏڙの充実・ڧ化を目指す「Ұ体త事業運営」
の2つのபで成りཱͬています。

　JAバンクの݈શ性を確保し、JA等の
経営破を未વにࢭするための制度
です。۩体తには、JAの経営状況につ
いてνΣοク（Ϟχλリング）を行い、
をૣ期にൃݟ、経営破にࢸら
ないよう、ૣめૣめに経営改善等を実
施、「JAバンクࢧԉج金」等を活用し、
JAの経営݈શ性ҡ࣋のためにඞ要な資
本ೖなͲのࢧԉを行います。

　貯金保険制度とは、農ਫ産業協同組
合が貯金等の出しができな͘なͬた
合なͲに、貯金者等を保ޢし、また、
資金決ࡁの確保を図ることによͬて、
信用டংのҡ࣋に資することを目తと
する制度です。この制度は、ۜ 行・信金・
信組・࿑金等がՃೖする「༬金保険制度」
と同༷の内容になͬています。

ഁະવࢭγεςϜ ஷۚอ੍ݥ

ϓϥε

　JAバンクでは、օさまのେ切な貯金をお守りするため、JAバンクಠ自の制度である「破未વࢭ
γステϜ」とެత制度である「貯金保険制度」により「JAバンク・ηーϑティーωοτ」を構ஙして
います。この組みにより、組合員・利用者のօさまに、҆৺をおಧけします。

˙ç+"όϯΫɾηʔϑςΟʔωοτ

˙ç+"㴧㵊㴆㴎㴐㴝㴷

JAバンクシステム

便利
金融αーϏスのఏڙの充実

農林中金への指導権限の付与など

再編強化法…（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律）

行　政 ࿈ܞ

安心
JAバンク会員の経営݈શ性確保

一体的事業運営
・実࣭తにҰつの金融機関として機
　するような運営γステϜの確ཱ
同運営γステϜの利用ڞ・
・શࠃͲこでも౷Ұされたྑ࣭で高度
　な金融αーϏスのఏڙ

破綻未然防止システム

・JA等の経営状況のϞχλリング
・JA等に対する経営改善指ಋ
・JAバンクࢧԉج金等による
　資本ೖなͲのαϙーτ等

JA 信連
（JAバンク県本部）

農林中金
（JAバンク中央本部）

JAバンク基本方針

組合員・利用者

JA中央会 ܞɾ࿈ྗڠ

貯金保険機構 ഁ࣌ͷࢧԉ

JAバンク支援協会 ഁະવࢭͷࢧԉ

系統債権管理
回収機構

ෆྑݖ࠴ͷ
ཧɾճऩ
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　JAグループは、利५のٻを第Ұٛとするࣜג会ࣾではな͘、人ʑが�“ឺ”�により連ଳしॿけ合う「૬
、ැॿ」のਫ਼ਆのもと、農Ոをは͡めとする地域の組合員がҰॹに協同して事業活ಈをすることでޓ
Ұ人ͻとりの活ಈでは得られない充実した経ࡁత・จ化త利益を得ることを第Ұの目తとする“協同組
合”組織です。
　当会は、JAグループのҰ員として、ݝ内各地域にあるJAの信用事業をαϙーτするݝ本෦機を୲
うとともに、自らも農業・地域金融機関としてݝ内શ域にΘたͬて金融αーϏスをఏڙする事業を行ͬ
ています。

　当会は、次の「経営理念」を掲͛て、ʑの経営・業務に取り組Μでいます。

当会は、
１ɽ「農と৯」を࣠جとするJAグループのҰ員として、ݝ内農業をしͬかりとࢧえるとともに、
地域の活性化に貢献します。

２ɽݝ下JAの信用事業の҆定తかつޮ率తな運営にけてྗをਚ͘し、ݝ下JAの地域における
ଘ在ײ上に貢献します。

３ɽ自らのࣾ会తとެڞత໋をೝࣝし、経営の自己原則のもと、݈શかつ適切な事業
運営にపします。

４ɽ職員がྗをे分にൃشできるಇきがいのある職をつ͘ります。

˙çܦӦཧ೦
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ʲॏ取組事項ʳ
１．食農分野での金融仲介機能のさらなる発揮に向けた取組み
人農業者が減গするҰ方でେ規農Ո農業法人が増ՃするなͲ農業構のม化がਐΉなか、農業者の成ݸ　
をࢧԉできるよう、農ச産のՃ価上農業者の所得上にけて、農業金融機関としてこれまで以上の
金融հ機のൃشに取り組みます。
２．農業・くらし・地域の各分野での存在感発揮に向けた指導支援
൫のॖ小、人口減গ・গ子高ྸ化によるϚーέοτのॖ小がਐج者ෆによる生産ܧޙ人農業者の高ྸ化ݸ　
Ήなか、農業・͘らし・地域の各分でのJAバンクのଘ在ײを高める͘、組合員等が有するχーζをత確に
ଊえた対Ԡ実ફにかかる指ಋࢧԉに取り組みます。
３．持続可能なJA経営基盤の確立に向けた指導支援
ԉࢧにかかるٻਾえ、店ฮ運営の合理化・ޮ率化とコスτϚωジϝンτのపఈݟの期化をڥしい収益ݫ　
にՃえ、JA経営における࣋ଓՄな収益性・݈શ性の確保にけた指ಋࢧԉに取り組みます。
４．収益力の強化に向けた取組み
　金融機関を取り͘ר収益ڥはޙࠓもݫしい状況がଓ͘ものと定されることから、ݝ下JAへの҆定ؐ元を
は͡めとした本会機をेશにൃشす͘、運用ྗのڧ化と業務運営の合理化に取り組みます。
５．人材育成および内部管理態勢等の強化に向けた取組み
のඋに取りڥ化、職ڧの出事務運営体制のࡐ活用す͘、ઐ性ある人ݶେ࠷をݯりある経営資ݶ　
組みます。また、経営の݈શ性・適切性確保の؍から、内෦管理ଶ等のڧ化に取り組みます。

　当会は、次の事項をॏ取組事項とする「中期経営計ը（令和４年度～令和６年度）」をࡦ定し、そ
の実ݱ・実ફに取り組Μでいます。

˙çதܦظӦܭը

　JAバンク三ॏは、次の事項をج本方針および実ફ事項とする「JAバンク三ॏ中期ઓུ（令和４年度～
令和６年度）」をࡦ定し、その実ݱ・実ફに取り組Μでいます。

˙ç+"όϯΫࡾॏதظઓུ

ʲج本方針ʳ
　૬ஊ業務資金څڙによる金融հ機をेશにൃشし、࣋ଓՄなج٬ސ൫・経営ج൫を確ཱ
するとともに、農業・͘らし・地域の各分でଘ在ײを高める。

ʲॏ実ફ事項ʳ
■৯農バリϡーνΣーンの֦େと高࣭な農業金融機のൃشによる農業者の成ࢧԉ
■େ口高ྸ者に対する資産૬ஊ機のेશൃشと次ੈ代のғいࠐみ

ʲ実ફ事項ʳ
■ϝイン利用ੈଳの֦充にけたライϑプランαϙーτの実ફ
■店ฮ運営の合理化・ޮ率化とコスτϚωジϝンτのపఈٻ
■ઐ人ࡐのҭ成とব֎・૭口の٬ސ対Ԡྗఈ上͛
■経営管理ଶのڧ化

5 6

ܦ
Ӧ
ཧ
೦
ɾ
ܦ
Ӧ
ํ


ܦ

Ӧ



（単位：億円）〈貯金残高の推移〉

19,838 20,05120,26019,959

R1年度H30年度 R2年度 R3年度 R4年度

19,507

10,000

15,000

20,000

25,000

〈貸出金残高の推移〉

2,200

2,6732,626
2,382

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（単位：億円）

2,647

（単位：億円）〈有価証券残高の推移〉

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

7,349
8,231

7,6328,037
6,829

　JAの自己運用残高の増Ճにともないલ期
比544ԯԁ減গし、１ஹ9,507ԯԁとなり
ました。

　資金運用ޮ率の上と金利リスクྔの
減を図るため、利ճりの高いࣾ債等への
資を行うҰ方、年ݶのいࠃ債のച却を行ͬ
た݁Ռ、લ期比803ԯԁ減গの6,829ԯԁ
となりました。

内֎のҰݝ内の農業・৯品関連企業ݝ　
ൠ企業等への資金ఏҊおよび取引֦େに
めたҰ方で、金融機関に対する貸が減গ
した݁Ռ、લ期比25ԯԁ減গし、2,647ԯ
ԁとなりました。

˙çஷۚߴ

˙ç༗Ձূ݊ߴ

˙çିग़ۚߴ
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（単位：億円）〈損益の推移〉
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当期剰余金経営利益
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（単位：億円、％）〈自己資本額・自己資本比率の推移〉
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自己資本比率
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1,241 1,259 1,272 1,292

12.71

1,288

12.96

　自己資本額がલ期比で増Ճし、1,292ԯ
ԁとなͬたことにՃえ、運用資産残高の減
গによりリスクアηοτが減গした݁Ռ、
自己資本比率はલ期比0�25ϙインτ上ঢの
12�96ˋとなりました。
　なお、同比率は、҆શج準とされるࠃ内
準の８ˋを上ճͬておجࡍࠃ、ˋ準の４ج
り、高い҆શ性・݈શ性をҡ࣋しています。

　有価証券運用利ճり上ঢ等により、経常
利益はલ期比３ԯԁ増Ճし、30ԯԁとなり
ました。また、当期剰余金はલ期比６ԯԁ
増Ճし、31ԯԁとなりました。

˙çࣗࢿݾຊֹɾࣗࢿݾຊൺ

˙çଛӹ
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　JAバンク三ॏでは、৽ܕコロφイルスײછࣂ料・ං料等の高ಅによるӨڹをडけた୲いखの
օさまが҆৺して事業をܧଓできるよう、“୲いख金融リーμー ”を中৺に、農業資金の融௨はもとより、
ެతࢧԉ制度ൢ࿏֦େઌのごհ、事業ঝܧ
法人化への૬ஊ対ԠなͲの୲いखの経営χーζに
あΘͤた各छࢧԉࡦにੵۃతに取り組Μでいます。
　また、農業者の՝解決にけた૬ஊ対Ԡྗを
化するため、“JAバンク農業金融プランφーڧ ”
“農業経営アυバイβー ”の資֨取得をਐめており、
令和４年度末時での有資֨者数は204名となり
ました。

　JAバンクでは、農業経営を資金໘でαϙーτできるよう農業資金をご利用いたͩいているお٬さま
に対して「JAバンク利子補څ事業」を実施しており、࠷５年ؒ、࠷େ年1�0ˋの利子補څを行ͬて
います。本ݝでは令和４年度において、1,899件、6,870ສԁの利子補څを行いました。
　この΄か、農業法人等の規֦େ財務҆定化をαϙーτするため、アグリϏジωス資ҭ成ࣜג
会ࣾと連ܞし、資本ڙ༩の組みとしてઃけた「アグリγーυϑΝンυ」の利用ఏҊを行いました。

　JAバンク三ॏは、JAグループのҰ員として、「農業生産の֦େ」「農業者の所得増େ」の実ݱにけて、
金融・ඇ金融の྆໘から、地域農業の振興に資する取組みを行ͬています。

˔ç୲͍खͷχʔζʹԠ͑ΔͨΊͷମ੍උ

˔çརڅิࢠʹΑΔܦۀӦͷࢧԉ

ҬۀͷൃలͷऔΈ

τϞロコγാへの๚ への๚ࣷڇ

τϚτഓϋスへの๚
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　当会は、ݝ内農ச産そのՃ品のফඅ֦େ
を目తに、「৯のେ商ஊ会JOみえ」（三ॏݝ等と࠵ڞ）
を、令和４年11月に開࠵しました。当商ஊ会では、
生産者Ճ業者とバイϠーがҰಊに会し、190
件のݸผ商ஊが行Θれました。
　この΄か、当会がお取引ઌ企業と系౷ஂ体、お
取引ઌ企業同࢜のհ役となり、ݝ産৯ࡐのൢ࿏
֦େ同৯ࡐを活かした商品開ൃ等にかかるϚο
νングࢧԉを160件実施しました。

˔çϏδωεϚονϯάʹΑΔச࢈ͷൢ࿏։ࢧԉ

　JAバンク三ॏでは、農業経営資金をは͡めとしたプロύー資金、各छ制度資金、本ࡦ金融ެݿ
資金等のత確な資金څڙ対ԠにՃえ、੫理࢜なͲの֎෦ઐՈと連ܞしたコンαルティング機のఏ
म会の実施なͲ、お٬さݚഓٕज़けのਫҴしたお取引ઌ企業୲当者ܞ、̟̖の営農෦と連ڙ
まの経営χーζにԠ͡たࢧԉに取り組Μでいます。また、農業経営者Ԡԉαイτ「アグリΣブ」では、
農業経営にඞ要なૅجࣝ、ઌਐ事ྫなͲを配信しています。

˔çܦӦχʔζʹԠ͓ͨ͡څڙۚࢿΑͼίϯαϧςΟϯάػఏڙ

　JAバンクでは、農業者の所得上地域農業の活性化を図るため、ݝ内24か所をは͡めશࠃのJA
が運営する農ச産直ച所で「JAΧーυ利用代金ׂ引αーϏス」を実施しています。
　このαーϏスは、JAΧーυでおࢧいされた方を対として、Χーυ利用代金ٻ時に、５ˋのׂ
引を行うものです。

　JAバンク三ॏでは、৽ܕコロφイルスײછおよび価高ಅによりӨڹをडけられたお٬さまを
対に、資金૬ஊ૭口を௨͡てฦࡁ条件の緩和等に取り組Ήとともに、農業者のօさまに対しては、
実࣭ແ利子化措置等を͡ߨた৽ܕコロφイルスおよび価高ಅ対ࡦ資金による資金܁りࢧԉに取り
組Μでいます。なお、ݝ下JAにおける当資金の令和４年度貸出実績は128件、５ԯ900ສԁとなり、
当資金をൃಈした令和２年３月からのྦྷ計では320件、13ԯ2,200ສԁとなりました。
　この΄か、JAグループ三ॏでは、価高ಅにかかるࢧԉࡦとして農業者のօさまがߪೖする生産資
けѺટなͲを௨産農ச産のফඅଅਐ運ಈのల開役職員ݝ、等の価֨制に取り組Ήとともにࡐ
͡た地元農ச産のԠԉফඅに取り組みました。

˔çச࢈ചॴͷར༻ଅਐʹ͚ͨऔΈ

˔ç৽ܕίϩφΠϧεײછ͓ΑͼՁߴಅͷରԠ

ϏジωスϚονングイϕンτの開࠵෩ܠ
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　JAバンク三ॏは、金融機のఏڙにとͲまらず、産業・ڥ・スϙーπ・จ化といͬた໘でも地域
ࣾ会の活性化にد༩できるようさま͟まな取組みをੵۃతに行ͬています。

Ҭۀ࢈ͷੑ׆ԽɾܦӦࢧԉͷऔΈ

Ҭۚ༥ؔػͱͯ͠ͷऔΈ

　当会は、JAグループのωοτϫークを活用したϏジωスϚονングによるൢ࿏֦େのαϙーτなͲ
に取り組Ήとともに、ห࢜ޢެೝ会計࢜等の֎෦ઐՈとの連ܞによるコンαルティング機のఏ
「経営「本方針ج化にかかる金融ԁ」、ԉにめています。またࢧなͲにより、地域企業の経営ڙ
者保証に関するΨイυライン」に則り、҆қに୲保・保証にґଘすることな͘、資金のԁなڅڙに
めています。

　当会では、“JAグループ4%(T取組方針”にもとづき、そのୡ成貢献にけた事業活ಈのҰとして、
グリーンϘンυαステφϏリティ・リンク・ローンへの融資を௨͡、&4(に関する՝解決に取
り組Ή企業を金融໘からࢧԉしています。

˔çίϯαϧςΟϯάػͷൃشʹΑΔҬۀاͷܦӦࢧԉ

˔çαεςφϒϧɾϑΝΠφϯεΛ௨ͨ͡ڥɾࣾձ՝ղܾͷݙߩ

　当会は、お取引ઌのଠཅޫൃి事業バイΦϚスൃి事業を資金໘からαϙーτし、地域における
。ԉを行ͬていますࢧけたにٴ生ՄΤωルΪーී࠶

　当会では、お取引ઌ企業・ஂ 体のօさまを会員とする「三
ॏݝ信連໖会」を௨͡て、ஶ名人ઐՈをটいての
のϏジωޓなͲ、૬࠵会の開の情報ަ࢜ԋ会会員同ߨ
スνャンスをൃ۷するのఏڙ等をੵۃతに行ͬている΄
か、νャリティーΦークγϣン等を開࠵し、ࣾ会ஂࢱ体
等に収益金をدするなͲ、ࣾ会貢献活ಈにも取り組Μで
います。
　令和４年度においては、/),େ૬解આ者ののւलฏ
氏経ࡁ評Ոの࢙و氏をটいたߨԋ会を開࠵すると
ともに、情報ަ会およびνャリティーަྲྀ会を開࠵しま
した。なお、νャリティーΦークγϣン等による収益金はೝ定/10法人ϑリースクール三ॏγϡーϨ
にશ額دしました。

˔ç࠶ੜՄΤωϧΪʔීࢧ͚ͨʹٴԉɹ

˔çऔ引ઌؒͷަྲྀͷͷఏڙͱࣾձ׆ݙߩಈ

収益金のଃఄ
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　JAバンク三ॏのΩャογϡΧーυは、શࠃ約10,700のJAバンクA5.はもͪΖΜのこと、A5.
ఏܞにより、「ඦۜޒ行」、「三े三ۜ行」、「ݝ内４信金」、「三ඛ6'Jۜ行」なͲのA5.がご利用ख数料“ແ
料˞”でご利用いたͩけます。
　また、ゆうͪΐۜ行およびコンϏχA5.（ηブンۜ行・ローιンۜ行・イーωοτ）においても、
ศ利にご利用いたͩけるよう、お٬さまの取引内容にԠ͡、ຖ月４ճまでೖ出金ख数料ແ料にする「JA
バンク三ॏ༏۰プログラϜ」を実施しております。
˞ご利用時ؒଳによͬては、時ؒ֎ख数料がඞ要となる合があります。
　ৄし͘は、「̟̖バンク三ॏ」のϗーϜページ（IUUQT���XXX�KBNJF�PS�KQ�KBCBOLJOH�）等でご確ೝͩ͘さい。

˔çརศੑͷ͍ߴΩϟογϡΧʔυαʔϏεͷఏڙ

˔çεϚʔτϑΥϯΞϓϦΛ׆༻ͨ͠ඇର໘ۚ༥αʔϏεͷఏڙ

　JAバンクでは、ΩャογϡϨス決ࡁαーϏス「1BZ1BZ」、「ϝルペイ」と口࠲連ܞすることができます。
各ΩャογϡϨス決ࡁαーϏスにてJAバンクの口࠲をొすることにより残高へଈ時でνャージ（ೖ
金）いたͩ͘ことができます。

　JAバンク三ॏでは、よりଟ͘のお٬さまに҆৺してご利用いたͩけるよう、店ฮにܞଳॿௌث、؆
қචஊث、ϗルμーなͲを配උするとともに、A5.コーφーには、ंいすのお٬さまがA5.本体
に近づきすいπイングリοプ（खֻけ）、目のෆ自༝なお٬さまもૢ作できる“ԻҊ内γステϜ”
をಋೖしています。

˔çΩϟογϡϨεܾࡁαʔϏεͱͷ࠲ޱ࿈ܞ

˔ç୭͕͝ར༻͍͢͠ళฮͮ͘Γ

　JAバンクでは、お٬さまが店ฮにདྷ店いたͩ͘ことな͘、各छαー
Ϗスのご利用がՄとなるඇ対໘金融αーϏス「JAバンクアプリ」、
「JAωοτバンク」をఏڙしております。
　「JAバンクアプリ」では、貯金残高資信託残高、ೖ出金໌ࡉ
等をखܰに確ೝいたͩける΄か、੫金・ެڞ料金等のおࢧいの
いができるࢧΉことで؆単におࠐථのバーコーυをಡみࠐ、ࡍ
「1BZ#（ペイϏー）」機、௨ாをൃ行しない「௨ாϨス口࠲」機
もඋえています。

JAバンクアプリ
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　JAバンク三ॏでは、શࠃతに特घٗがൃ生している状況を౿まえて、૭口A5.におけるお٬さ
まへのҙىשの΄か、70ࡀ以上でҰ定期ؒA5.のご利用のないお٬さまのA5.のご利用制ݶを実
施し、ඃࢭにめています。また、ωοτバンクをෆ正利用した特घٗに対しては、γステϜ
ηΩϡリティڧ化といͬたඃࢭにけた取組みを実施しています。

　JAバンク三ॏでは、“三ॏの”ೝ証ࡐを用したݐஙॅにかかるॅローンの金利༏۰「三ॏ
ফஂ員Χー」、「ԠԉΧーυ߁三ॏとこΘか݈」、௨҆શ協会会員証」、「4%（4A'&�%3*7&3）Χーυ」ަݝ
υ」保有者に対するϚイΧーローンの金利༏۰を௨͡、ݝ内の各ஂ体におけるڥ保શަ௨҆શの
。ԉしていますࢧけた活ಈをづ͘り等に߁ຽの݈ݝ、ܒ

　JAバンク三ॏでは、#$1ଶඋのҰとして、େ規ࡂ等のൃ生時での信用事業の業務ܧଓに
かかる実ޮ性を高める؍から、JAؒでの૬ޓ連ܞ等を定した܇࿅をຖ年実施しています。
　また、業務ܧଓଶの充実を図るため、େ規ൃࡂ生時のωοτϫーク保શを目తとしたӌճ中
。ճઢをඋしていますܧ

　JAバンクでは、େ規ࡂ等のൃ生によりJAの店ฮ
A5.がඃࡂしたࡍに、貯金のೖ出金なͲの金融業務を
取り扱うことができ、また௨常時にはお٬さまの利ศ性
を高めるため店ฮのない地域にも金融インϑラをఏڙで
きるҠಈ店ฮं྆のಋೖをਐめており、当ݝではݱ在５
のҠಈ店ฮं྆が運行しています。

　JAバンク三ॏでは、Ո۩・Ոిྔൢ店引ӽし業者等と業務ఏܞを行い、ॅローンの৽規ご利用
者が当該ఏܞઌで利用できるׂ引༏の特యをఏڙすることで、お٬さまの৽生活をαϙーτしてい
ます。

˔çಛघٗඃ͚ͨʹࢭऔΈ

˔ç༏۰ۚརϩʔϯͷऔѻ͍ʹΑΓ͞·͟·ͳऔΈΛαϙʔτ

˔çେنൃࡂੜʹඋ͑ͯͷ#$1	ܧۀࣄଓܭըʣଶͷඋ

˔çۚ༥Ҡಈళฮं྆ͷඋ

˔ç+"ॅϩʔϯͷ৽نར༻ऀʹର͢Δ৽ੜ׆ͷαϙʔτ

ಋೖしているҠಈ店ฮं྆
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˔ç૬ଓ૬ஊଶͷඋɾ֤छແྉ૬ஊձͷ։࠵

　JAバンク三ॏは、ࢢொؒのަྲྀଅਐならびにスϙーπ
に対するݝຽҙࣝの高༲を目తとしてݝ内行を͛ڍて開
に、第１ճେ会から特「Ӻ߅ொ対ࢢ三ॏࠃඒし」する࠵
ผ協ࢍしています。このେ会は、各ࢢொの小ֶ生からࣾ会
人までஉঁ10人が１νーϜとなり、ڷのތりをかけて
となͬ࠵うスϙーπイϕンτです。３年Ϳりの開ڝを٭݈
た令和４年度も開࠵にけて࿅शをॏͶる出બख関
者をܹྭするため、地元JAが管内のࢢொを๚れ、スϙー
πυリンク等をଃఄしました。
　この΄か、地域のスϙーπ振興をࢧԉするため、ҏլ
を置͘ঁ子αοΧークラブ「ҏլ'$͘ϊҰ三ॏ」ڌにࢢ
をΦϑィγャルスϙンαーとしてԠԉしています。

　JAバンク三ॏでは、「JAバンク৯農ڭҭԠԉ事業」として、子Ͳも
たͪに“৯”と“農業”への理解をਂめてもらうことを目తに、三ॏݝ内の
小ֶߍ特ผࢧԉֶߍなͲ364ߍに対して、ࡐڭ本17,710冊をدଃし
ました。

˔çʮඒ͠ࡾࠃॏࢢொର߅Ӻʯͷࢍڠ

˔çখֶੜ͚৯ڭҭࡐڭຊͷଃఄ

ࣾձత׆ݙߩಈʹؔ͢ΔऔΈ

　JAバンク三ॏでは、お٬さまの૬ଓ対ࡦに関するおみをしͬかりαϙーτするため、JAに૬ଓ૬
ஊ員を配置するとともに、当会では、'1資֨を有するઐ人ࡐで構成する「૬ଓ૬ஊηンλー」をઃ置し、
ห࢜ޢ੫理࢜なͲのઐՈとも連ܞしながら運営を行ͬています。
　また、֎෦'1等による૬ଓ૬ஊ会ηϛφー、ࣾ会保険࿑務࢜による年金૬ஊ会をແ料開࠵してい
ます。

ҏլ'$͘ϊҰ三ॏのબखたͪ

目のଃఄ

ඒしࠃ三ॏࢢொ対߅Ӻ（ࣸਅఏڙʹ中৽ฉࣾ）
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　JAバンク三ॏでは、三ॏݝのจ化ܳज़のൃలに資するため、「第72ճみえݝల」に協ࢍし、令和４
年５月に開࠵された表জࣜにおいて、本ը・༸ը・ூܳ・ࠁ・ࣸਅ・書の６෦の༏ल作品に対し、
「GPS�ZPVS�%SFBN」をଃఄしました。

　当会は、上ه以֎にも以下の活ಈを行ͬています。

��ඒ化活ಈの実施؍֎
JA三ॏϏルपลにおいて、クリーンアοプ活ಈՖの
छまきを行いました。

ʻެ益財ஂ法人三ॏϘランティアج金へدଃʼ
　ࣾ会ࢱに役ཱてていたͩこうと、役職員からͤدられた用ࡁみ
　切ख・はがき等を、ެ益財ஂ法人三ॏϘランティアج金へدଃしました。

ʻࣾ会ࢱ法人三ॏࣾݝ会ࢱ協ٞ会へدଃʼ
　役職員からͤدられた৯料品（ถ・٧؈・Ϩτルτ৯品等）を、ځࠔ者
。ଃしましたد協ٞ会へࢱ会ࣾݝ法人三ॏࢱԉ事業を行うࣾ会ࢧ　

ʻೝ定/10法人ੈքの子Ͳもにϫクνンを�本委員会へدଃʼ
　役職員からͤدられたペοτϘτルΩャοプを、Τコ・ϫクνン協ྗ会を経༝し、
　ೝ定/10法人「ੈքの子Ͳもにϫクνンを�本委員会」へدଃしました。

ʻࣾ会ࢱ法人三ॏڞݝ同ื金会へدଃʼ
　当ஂ体がืͬているいӋࠜื金、/),ࡀ末たすけあいื金について、
　役職員からืりدଃしました。

ʻ各छ地域ωοτϫークへのՃೖʼ
　ࣾ会ࢱならびに地域貢献のҰとして、次のωοτϫークに
　正会員・ࢍॿ会員としてࢀՃしています。
　・ೝ定/10法人三ॏいのͪのి協会
　・みえ次ੈ代ҭ成Ԡԉωοτϫーク
　・/10法人スペγャルΦリンϐοクス本・三ॏ
　・/10法人νャイルυϔルプライン̢̞̚ωοτϫーク

˔çʮୈ��ճΈ͑ݝలʯͷࢍڠ

˔çͦͷଞͷ׆ݙߩಈ

ඒ化活ಈの༷子
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Ҭ͔Βͷۚࢿௐୡঢ়گ

Ҭͷڅڙۚࢿঢ়گ

　当会がお༬かりしている資金のେは、地域のօさまがݝ内のJAにお༬けいたͩいたେ切な貯金で
す。そしてこれらの資金は、農業関連法人をは͡めとする地域の企業・ஂ体地方ެஂڞ体にご利用
いたͩいています。

˗༬りઌผ貯金残高 （単位ɿඦສԁ）

預り先 令和３年度 令和４年度

会員
J　A 1,936,043 1,884,216
そのଞ 31,771 32,043

会員以֎ 37,383 34,495
合��　計 2,005,198 1,950,755

（）会員JAとは、総合JAをいいます。

˗貸出ઌผ貸出金残高 （単位ɿඦສԁ）

貸出先 令和３年度 令和４年度
会　ç員ç　等 11,289 11,052
地方ެஂڞ体 25,938 22,922
そのଞ事業者 230,147 230,806
合　　計 267,375 264,780

（）会員等とは、JAおよびJAの組合員等をいいます。

˗農業関の貸出金残高（資金छྨผ） （単位ɿඦສԁ）

種　　類 令和３年度 令和４年度
プロύー資金 7,473 7,556
農業制度資金 1,269 1,698
うͪ農業近代化資金 1,030 1,460
うͪそのଞ制度資金 239 238
合　　計 8,743 9,254

（）１ɽ農業関の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連ஂ体等に対する農業生産・農業経営にඞ要な資
金、農産の生産・Ճ・ྲྀ௨に関する事業にඞ要な資金等が該当します。

２ɽプロύー資金とは、当会原資の資金を融資しているもののうͪ、制度資金以֎のものをいいます。
３ɽ農業制度資金には、①地方ެஂڞ体が直తまたはؒతに融資するもの、②地方ެஂڞ体が利子補څ等
を行うことで当会が利で融資するもの、③本ࡦ金融ެݿが直融資するものがあり、ここでは①の
స貸資金と②を対としています。

４ɽそのଞ制度資金には、農業経営改善ଅਐ資金（スーύー 4資金）農業経営ෛ୲ܰ減ࢧԉ資金なͲが該当
します。

˙çҬͷڅڙۚࢿͷঢ়گ
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　当会は、農業者の協同組織をج൫とした金融機関としてのج本త໋とࣾ会తをՌたしてい͘
ために、経営管理ଶの構ஙを経営の࠷ॏ要՝として位置けるとともに、企業ྙ理および法令等
の遵守、適切なリスク管理そのଞ業務ࣥ行の適正性を確保するための内෦౷制に関するج本方針をࡦ
定しています。内෦౷制に関するج本方針および運用状況の概要は、以下のとおりです。

内部統制基本方針
１ɽ役職員の職務のࣥ行が法令および定に適合することを確保
するための体制

（１）法令等の遵守による経営の݈શ性を確保するため、ྙ理規
ఔ、コンプライアンス・Ϛχϡアル等を定め、役職員が法
令等を֨ݫに遵守し実かつެ正な業務運営を行するこ
とのॏ要性をपపఈする。

（２）理事の法令等遵守状況については、ଞの理事および監事に
よる監ಜをडける。また、契約క݁等छʑの業務行ҝの適
法性の確ೝ・ݕ証を行うため、事લにリーΨルνΣοクを
行う。

（３）コンプライアンスに関して、職員が連བྷ・૬ஊできるコン
プライアンス૬ஊ૭口を各෦にઃ置する。また、職員がෆ
正行ҝ等に関する情報を理事、常ۈ監事等当会所定の૭口
および֎෦の法事務所に௨報できる内෦௨報制度をઃ置
する。

（４）「コンプライアンス・プログラϜŉ を年度ごとにࡦ定し、
コンプライアンスਪਐ・ڭҭݚम活ಈなͲを計ըతに実施
する。

（５）ࣾ会のடং҆શにڴҖを༩えるࣾ会తྗに対しては、
確ݻたる信念をもͬて、ഉআの࢟を࣋ݎする。

２ɽ理事の職務のࣥ行にかかる情報の保ଘおよび管理に関する体制
（１）理事会そのଞのॏ要な会ٞのٞ事、ٞ書等職務のࣥ行

にかかるॏ要なจ書等は、保ଘ期ؒおよび管理ج準を定め
て適切に管理する。

（２）業務の୲当෦ॺは、理事または監事のٻめにԠ͡職務のࣥ
行にかかる情報をӾཡにڙする。

３ɽ損失の危険の管理に関する規ఔそのଞの体制
（１）経営の݈શ性҆શ性をҡ࣋すると同時に҆定తな収益構

を確ཱするために、適切にリスク管理を行うことをॏ要
な経営՝ととらえ、経営としてೝࣝするリスクのछྨ・
定ٛ、リスク管理の組織体制と組み等を定めたリスク管
理のج本方針を制定する。

（２）管理すきリスクを、収益ൃ生をҙ図しಈతに取得する
リスク（信用リスク、ࢢリスク、ྲྀಈ性リスク）とΦペ
Ϩーγϣφル・リスクに分ྨし、各リスクの特性を౿まえ
たリスク管理の方針およびプロηスを定めて管理する。こ
うしたリスクϚωジϝンτを適切に実行するために、リス
ク管理にかかるҙࢥ決定機関、୲当෦ॺをઃ置し、それͧ
れの役ׂを໌確に定ٛして、実施体制をඋする。

（３）छʑのリスクを計ྔ化したうえで、その合計額が自己資本
額のൣғ内に収まるよう、あらか͡め෦ผにリスクΩャ
ϐλルを配ොし、これを上ݶとした運用を行うΤコϊϛο
クΩャϐλルϚωジϝンτの実施により、経営શ体での౷
合తなリスク管理をਐめ、Ұの高度化に取り組Ή。

（４）農協法で規定される経営の݈શ性確保を遵守するため、法
令で定められていた要件にجづき規制資本に関するϚωジ
ϝンτを実施する。

（５）େ規なࡂによるඃࡂ等にࡍし、業務のҡ࣋を図るため
にඞ要なଶを確保する。

４ɽ理事の職務のࣥ行がޮ率తに行Θれることを確保するための
体制

（１）事業計ըを定め、そのਐ状況を定期తに評価する。
（２）理事会のҙࢥ決定をޮ率తに行うため、企ը会ٞ等におい

て常ྫまたはਵ時の経営՝等の理事会のٞ決事項にかか
る原Ҋのݕ౼等を行う。

（３）役職員の職務のࣥ行をޮ率తに行うため、組織体制のඋ
を行い、機構・職制・業務分ঠ等を໌確に定める。

５ɽ当会およびその子法人等における業務の適正を確保するため
の体制

（１）当会の業務の適正を確保するため、子会ࣾ管理規ఔを定める。

（２）当会および子法人等（子会ࣾ管理規ఔに定める子会ࣾおよ
び関連法人等ならびにݝ域の系౷保証機関をいう。以下同
͡。）のԁな業務運営を図るため、当会と子法人等のؒ
において協ٞまたは報ࠂすき事項を定め、子法人等の経
営・業務のࣥ行状況等をѲし、適ٓ指ಋ・ॿݴ・管理・
実績ݕ౼を行う。

６ɽ内෦監査体制
（１）当会の適正な業務運営のࣥ行に資するため、業務ࣥ行෦

からಠཱした内෦監査෦として監査෦をઃ置し、業務運
営શൠにΘたる内෦監査が実ޮతに行Θれることを確保す
るためのଶをඋする。

（２）内෦監査は、当会のશ業務および子会ࣾを対とし、理事
会がঝೝする内෦監査計ըにجづき実施する。

（３）監査෦は、内෦監査ऴྃޙ、内෦監査݁Ռを理事会に報
するとともに、୲当理事は年度内෦監査実施状況を取りࠂ
まとめ経営管理委員会へ報ࠂする。

（４）監査෦は、監事および会計監査人と定期తおよびඞ要に
Ԡ͡てҙݟ・情報ަを行い、連ܞをڧ化する。

７ɽ監事の職務を補ॿすき職員に関する事項および当該職員の
理事からのಠཱ性に関する事項
監事監査業務において、監査෦職員は監事の職務ࣥ行を補ॿ
し、監事の指໋ش令にैい業務を行する。

８ɽ理事および職員が監事に報ࠂするための体制そのଞの監事へ
の報ࠂに関する体制

（１）理事は、当会にஶしい損をٴ΅すおそれのある事実があ
ることをൃݟしたときは、たͩͪに当該事実を監事会に報
。するࠂ

（２）コンプライアンス所管෦は、コンプライアンスの؍から
ॏ要な事実をѲした合またはコンプライアンスଶશ
ൠに関してॏ要な事項がある合には、監事にそのࢫを報
。するࠂ

（３）監査෦は、内෦監査݁Ռを監事に報ࠂし、定期తにҙަݟ
。を行う

（４）主要なٞ書そのଞ業務ࣥ行に関するॏ要な書ྨは、監事
のӾཡにڙする。

９ɽ監事に報ࠂしたものが当該報ࠂをしたことを理༝としてෆ利
な取扱いをडけないことを確保するための体制
適正な目తにより監事へ報ࠂを行ͬた当会の役職員に対し、
当該報ࠂを行ͬたことを理༝としてෆ利な取扱いをडけない
ことを確保することとし、そのࢫをपపఈする。

10ɽ監事の職務ࣥ行について生ずるඅ用にる方針
監事がその職務ࣥ行について生ずるඅ用等をࢧหするため
に、適切な༧算をઃけるとともに、監事がٻするඅ用に
ついて、監事の職務ࣥ行にඞ要でないとೝめられた合をআ
き、そのඅ用をすてෛ୲するものとする。

11ɽそのଞ監事の監査が実ޮతに行Θれることを確保するための
体制
監事監査のॏ要性・有用性をे分ೝࣝし、次のとおり、監事
の監査が実ޮతに行Θれることを確保するための体制をඋ
する。

（１）監事は、理事会および経営管理委員会に出੮する΄か、ॏ要
な会ٞに出੮して、ҙݟをड़ることができるものとする。

（２）代表理事は、監事と定期తにҙަݟを行う。
（３）理事および職員は、監事からのௐ査またはώアリングґཔ

に対して協ྗする。
（４）そのଞ、理事および職員は、監事監査ج準および監事監査

規ఔに定めのある事項をଚॏする。
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گͷదਖ਼Λ֬อ͢ΔͨΊͷମ੍ͷӡ༻ঢ়ۀ
　当会は、法令遵守、リスク管理、子会ࣾ管理、内෦監査の各管理体制について、コンプライアンス委員会、リス
ク管理委員会等の会ٞ体においてਐ管理を行い、適切な内෦౷制の構ங・運用にめており、令和４年度の運用
状況は以下のとおりです。

１．役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　法令等遵守体制については、役職員の行ಈ規ൣ、ྙ理規ఔを定めるとともに、コンプライアンスプログラϜの
ः化に取り組Μでいます。また、ࣾ会తྗとの関ڧम等を行いコンプライアンスଶのݚ定役職員のࡦ
அについては、ࣾ会తྗへの対Ԡ規ఔを定め、ࣾ会తྗのഉআにかかるଶをඋし、その運用状況を
定期తに理事会等へ報ࠂしています。

２．理事の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
　当会は、ॏ要な会ٞ体についてはٞ事の作成保管に対する体制をඋするとともに、จ書管理規ఔをは͡め
とする諸規定を制定のうえ役職員に対しपし情報の管理を確実なものとしています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当会は、リスク管理ج本方針を定め、業務行から生ずる༷ʑなリスクをѲし、リスク管理委員会、理事会
等で定期తに協ٞ・ݕ౼を行ͬています。また、ࡂ等がൃ生した合でも利用者にج本తαーϏスをܧଓతに
ఏڙできるようJAバンク三ॏ業務ܧଓ要ྖを定めています。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　事業計ըのਐ状況を理事会等において定期తにݕ౼・協ٞし実ޮ性の上を図ͬています。また、常ۈ理事・
෦により構成される企ը会ٞを、月１ճのස度で開࠵し、ॏ要Ҋ件の報ࠂ等を行い理事のਝな経営அがで
きるような協ٞのとしています。

５．当会およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制
　各業務にかかる諸規定を適時適切にݟ直し、業務ϑロー等の管理体制の改善を行い、ޮ率తな業務運営ができ
るようめています。また、子会ࣾ管理規ఔをࡦ定し、子法人等における業務管理体制リスクのѲにめて
います。

６．内部監査体制
　内෦監査規ఔを定め、当会のશ業務にΘたる管理、運営の制度および業務の行状況を内෦౷制の適切性と有
ޮ性の؍からݕ౼・評価しており、その݁Ռについては理事会等へ報ࠂしています。

７．監事の職務を補助すべき職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性に関する事項
　監事の職務ࣥ行を補ॿするため、監事監査業務において、監査෦職員は監事の指໋ش令のもと、業務を行ͬて
います。

８．理事および職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制
　理事会理事等により構成される会ٞ体において、監事が出੮し報ࠂをडける体制をえています。また、主
要なٞ書そのଞ業務ࣥ行に関するॏ要な書ྨは、監事のӾཡにڙしています。

９．監事に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　内෦௨報制度規ఔに、報ࠂしたことを理༝としてෆ利な取扱いをडけないことを໌هしており、役職員にप
しています。

10．監事の職務執行について生ずる費用にかかる方針
　監事の職務ࣥ行について生ずるඅ用については、年度ごとに༧算化する΄か、ݸผにൃ生するՃඅ用につい
てもࢧうこととしています。

11．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　理事と監事は、業務の運営՝等について定期తにҙަݟを行ͬており、内෦監査෦ॺには監事との連ܞ
を指示し、監事監査が実ޮతに行Θれるための体制をඋのうえ運営しています。

17 18

ܦ

Ӧ

ۀ

ͷ
ద
ਖ਼
Λ
֬
อ
͢
Δ
ͨ
Ί
ͷ
ମ
੍



　当会は、コンプライアンスॏࢹの組織෩を確ཱするため、理事会の下にコンプライアンス委員会
をઃ置するなͲ、下図の体制を構ஙしています。

　当会では、コンプライアンスを経営上の࠷ॏ要՝として位置け、地域金融機関としてのެڞత
にもとづき、コンプラ「本方針جコンプライアンス」とࣾ会తをՌたすため、以下に掲͛る໋
イアンスଶの充実・ڧ化に取り組Μでいます。

˙çίϯϓϥΠΞϯεͷऔΈ
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経営管理委員会

理事会・理事

コンプライアンス委員会
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各෦ॺ
コンプライアンス者 職員等
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ࠪ
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ʢʣ各෦ॺʹはܦӦاը෦・ࠪ෦をؚΉ。

コンプライアンス基本方針
１ɽج本త໋とࣾ会త
本会は、農業ઐかつ協同組織の地域金融機関として、
農業の݈શなൃల地域経ࡁ・ࣾ会のൟӫへの貢献を
໋とするとともに、「̟̖バンクγステϜ」におけるݝ域
の指ಋ機関として、ݝ内信用டংのҡ࣋にをෛͬて
います。こうしたج本త໋とࣾ会తのॏみを常に
ೝࣝし、݈શな業務運営を௨͡てそれらをՌたしてい͘
ことで、ࣾ会からのҰのゆる͗ない信པを確ཱします。

２ɽ࣭の高いαーϏスのఏڙ
お٬さま本位のαーϏスఏڙにより、お٬さまのχーζ
にԠえるとともに、ࢢຽ生活業務運営にڴҖを༩える
αイバーܸ߈、自વࡂ等にඋえたηΩϡリティϨϕル
の上ࡂ時の業務ܧଓ確保により࣭の高いαーϏス
のఏڙを行い、経ࣾࡁ会のൃలに貢献します。

３ɽ法令等の֨ݫな遵守
関連する法令等を֨ݫに遵守するとともに、ࣾ会からの
要に適Ԡし、実かつެ正な業務運営を行します。

４ɽࣾ会తྗのഉআ、テロ等のڴҖへの対Ԡ�
ࣾ会のடং҆શにڴҖを༩えるࣾ会తྗに対して、
、ःஅをపఈします。またવとしたଶ度で対Ԡし、関ؽ
・Җに直໘しているなか、Ϛωーڴ会がテロ等のࣾࡍࠃ
ローンμリング対ࡦおよびテロ資金ڙ༩対ࡦの高度化に
めます。
５ɽಁ໌性の高い組織෩の構ங
経営情報のੵۃతかつެ正な開示をは͡めとして、系౷
内֎とのコϛϡχέーγϣンの充実を図り、ྑな関
ҡ࣋にめつつ、職員のݸ性をଚॏし、݈߁と҆શに配
ྀしたಇきすい職ڥを確保するなͲ、ಁ໌性の高
い組織෩を構ஙします。
６ɽ࣋ଓՄなࣾ会への貢献
ࣾ会のҰ員として、地域ࣾ会等と連ܞし、すての人ʑ
の人権をଚॏしつつ、ڥ等のࣾ会త՝への対Ԡ
にめ、࣋ଓՄなࣾ会の実ݱに貢献します。
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　当会は、お٬さまの利益がෆ当にされることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法およ
び関するΨイυラインにもとづき、利益૬するおそれのある取引を適切に管理するため、以下に
掲͛る「利益૬管理方針」により体制をඋしています。

　当会は、農業協同組合法そのଞ関連法令等により営Ή事業の利用者の正当な利益の保ޢと利ศの確
保のため、以下に掲͛る「利用者保ޢ等管理方針」にもとづき、利用者の保ޢと利ศの上にけて
。ଓతな取組みを行ͬていますܧ

˙çར༻ऀอޢͷऔΈ

˙çརӹ૬ཧͷऔΈ

利用者保護等管理方針
１ɽ利用者に対する取引または金融商品のઆ໌（経営૬ஊ
等をは͡めとした金融ԁ化の؍からのઆ໌をؚ
Ή。）および情報ఏڙを適切にかつे分に行います。

２ɽ利用者からの૬ஊ・苦情等については、ެ正・ਝ・
実に対Ԡ（経営૬ஊ等をは͡めとした金融ԁ化の
からの対ԠをؚΉ。）し、利用者の理解と信པが得؍
られるよう適切かつे分に対Ԡします。

３ɽ利用者に関する情報については、法令等にجづ͘適正
かつ適法なखஈによる取得ならびに情報の紛失、࿙Ӯ
およびෆ正利用等のࢭのためのඞ要かつ適切な措置
を͡ߨます。

４ɽ当会が行う事業を֎෦に委託するにあたͬては、利用
者情報の管理利用者への対Ԡが適切に行Θれるよう
めます。

５ɽ当会との取引にい、当会の利用者の利益がෆ当に
されることのないよう、利益૬管理のためのଶ
උにめます。

利益相反管理方針の概要
１ɽ対取引のൣғ
　本方針の対となる「利益૬のおそれのある取引」は、
当会の行う信用事業関連業務または金融商品関連業務に
かかるお٬さまとの取引であͬて、お٬༷の利益をෆ当
にするおそれのある取引をいいます。

２ɽ利益૬のおそれのある取引のྨܕ
　「利益૬のおそれのある取引」のྨܕとしては、以下
に掲͛るものがߟえられます。

　（１）お٬さまと当会のؒの利益が૬するྨܕ
　（２）当会の「お٬さまとଞのお٬さま」とのؒの利益が

૬するྨܕ
３ɽ利益૬の管理の方法
　当会は、利益૬のおそれのある取引を特定した合
について、次に掲͛る方法により当該お٬さまの保ޢを
適正に確保いたします。

　（１）対取引を行う෦と当該お٬さまとの取引を行う
෦を分する方法

　（２）対取引または当該お٬さまとの取引の条件もし͘
は方法をม更し、または中ࢭする方法

　（３）対取引にい、当該お٬さまの利益がෆ当にさ
れるおそれがあることについて、当該お٬さまに適

切に開示する方法（たͩし、当会がෛう守ൿٛ務に
ҧしない合にݶります。）

　（４）そのଞ対取引を適切に管理するための方法
４ɽ利益૬管理体制
　（１）当会は、利益૬のおそれのある取引の特定および

利益૬管理に関する当会શ体の管理体制を౷ׅす
るための利益૬管理౷ׅ෦ॺおよびその౷ׅ者を
定めます。この౷ׅ෦ॺは、営業෦からのӨڹを
डけないものとします。また、当会の役職員に対し、
本方針および本方針を౿まえた内෦規則等に関する
मを実施し、利益૬管理についてのपపఈにݚ
めます。

　（２）利益૬管理౷ׅ者は、本方針にそͬて、利益૬
のおそれのある取引の特定および利益૬管理を実
施するとともに、その有ޮ性を定期తに適切にݕ証
し、改善いたします。

５ɽ利益૬管理体制のݕ証等
　当会は、本方針にجづ͘利益૬管理体制について、
その適切性および有ޮ性を定期తにݕ証し、ඞ要にԠ͡
てݟ直しを行います。

　当会では、お٬さまからのご૬ஊおよび苦情等に適切に対Ԡするため、業務運営体制・内෦規則等
をඋのうえ、苦情処理措置として、その内容（JAバンク૬ஊ所との連ܞをؚΉ）をϗーϜページで
ެ表しています。また、֎෦の紛争解決機関として、次のห࢜ޢ会を利用しています。

˙çۚ༥"%3੍ͷରԠ

ड૭ޱ ձͷ૬ஊɾۤड૭ޱʢ૯෦ʣ +"όϯΫ૬ஊॴ
ి൪߸ 059�229�9023 03�6837�1359
ड時ؒ （業をআ͘ٳ金融機関の）５時ޙޕ～લ９時ޕ （業をআ͘ٳ金融機関の）５時ޙޕ～લ９時ޕ

ห࢜ޢձ໊ ి൪߸
Ѫݝห࢜ޢ会紛争解決㴒㵊㴖㱟 052�203�1777
ຽؒ総合ௐఀηンλー（େࡕ） JAバンク૬ஊ所を௨͡てのご利用となります。

。内の各JAの信用事業に関するご૬ஊ・苦情は、JAバンク૬ஊ所でおडけしますݝ˞
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˙ç͓٬͞·ຊҐͷۀӡӦʹ͔͔ΔऔΈ
　当会では、ݝ下JAがお٬さまの҆定తな資産ܗ成に貢献できるよう、その取組みを指ಋࢧԉするݝ
域組織として、以下に掲͛る「お٬さま本位の業務運営に関する取組方針」を制定し、当該方針にも
とづ͘業務運営を行ͬています。

　当会は、貯金、資信託そのଞの金融商品のൢച等のק༠にあたͬては、以下に掲͛る「金融商品
のק༠方針」にもとづき、お٬さまに対して適正なק༠を行います。

˙çۚ༥ͷק༠

金融商品の勧誘方針

１ɽお٬さまの資目త、ࣝ、経ݧ、財産の状況およびҙをྀߟのうえ、適切な金融商品のק༠と情報のఏڙを行います。

２ɽお٬さまに対し、商品内容当該商品のリスク内容なͲॏ要な事項をे分に理解していたͩ͘ようめます。

３ɽෆ確実な事項についてஅ定తなஅを示したり、事実でない情報をఏڙするなͲ、お٬さまのޡ解をট͘ようなઆ໌は
行いまͤΜ。

４ɽి๚によるק༠は、お٬さまのご合に合Θͤて行うようめます。

５ɽお٬さまに対し、適切なק༠が行えるよう役職員のݚमの充実にめます。

６ɽൢച・ק༠に関するお٬さまからのご࣭ご照会については、適切な対Ԡにめます。

お客さま本位の業務運営に関する取組方針
１ɽお٬さまへの࠷適な商品ఏڙ
する金融商品は、特定の資運用会ࣾにภることな͘、ࣾ会情を౿まえたうえで、お٬さまڙ下JAが、お٬さまにఏݝ
のଟ༷なχーζにおԠえできるものをબ定しごఏҊするよう、指ಋࢧԉいたします。なお当会は、金融商品の組成にܞΘͬ
ておりまͤΜ。̡ 原則２本จおよび（）、原則３（）、原則６本จおよび（２、３）r

２ɽお٬さま本位のごఏҊと情報ఏڙ
下JAが、お٬さまの金融ݝ（１）　 ・ࣝ経ݧ・財産、χーζ目తに合Θͤて、お٬さまに;さΘしい商品をごఏҊできるよう、

指ಋࢧԉいたします。̡ 原則２本จおよび（）、原則５本จおよび（１～５）、原則６本จおよび（１、２、４、５）r
等ࡐ下JAが、お٬さまの資அに資するよう、商品のリスク特性・ख数料等のॏ要な事項について、適切な資ݝ（２）　

を活用し、お٬さまに分かりす͘ごઆ໌するとともに、ඞ要な情報をे分にごఏڙできるよう、指ಋࢧԉいたしま
す。̡ 原則４、原則５本จおよび（１～５）、原則６本จおよび（１、２、４、５）r

３ɽ利益૬の適切な管理
することがないよう、各JAの「利益にあたり、お٬さまの利益をෆ当にڙ下JAが、お٬さまへの商品ఏҊ情報ఏݝ
૬管理方針」にجづき適切に管理するよう、指ಋࢧԉいたします。̡ 原則３本จおよび（）r

４ɽお٬さま本位の業務運営を実ݱするための人ࡐのҭ成とଶの構ங
、なͲを௨͡てקの取得（等࢜1ٕ'）関連資֨ڙम機会のఏݚ成・運用に資するܗ下JAに対し、お٬さまの資産ݝ
高度なઐ性を有し実・ެ正な業務を行うことができる人ࡐҭ成のࢧԉを行い、お٬さま本位の業務運営を実ݱするた
めのݻݎなଶを構ஙするよう、指ಋࢧԉいたします。̡ 原則２本จおよび（）、原則６（５）、原則７本จおよび（）r

　（˞）上هの原則および൪߸は、金融ிがެ表している「٬ސ本位の業務運営に関する原則」（令和３年１月改గ）との
対Ԡを示しています。
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˙ç�ϚωʔɾϩʔϯμϦϯά͓ΑͼࣾձతྗͷରԠʹ͔͔ΔऔΈ

　当会は、利用者のݸ人情報およびݸ人൪߸等（以下「ݸ人情報等」といいます。）を正し͘取り扱う
ことが当会の事業活ಈのج本でありࣾ会త務であることをೝࣝし、以下に掲͛る「ݸ人情報保ޢ方針」
にもとづき、適切な保ޢと利用にめています。

༩等の金融αーϏスのཞ用ڙ情を౿まえ、Ϛωー・ローンμリングおよびテロ資金ࡍࠃのࠓࡢ　
をॏ要՝のͻとつとࡦのॏ要性はこれまでにな͘高まͬています。当会では、Ϛωロン等対ࡦ対ࢭ
して位置け、以下のとおり「Ϛωー・ローンμリング等およびࣾ会తྗ等への対Ԡに関するج
本方針」にもとづき、適切な対Ԡに取り組Μでいます。

˙çݸਓใอޢͷऔΈ

個人情報保護方針

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針
１ɽ当会は、実ޮతなϚωー・ローンμリング等ࢭを実施するため、自らが直໘しているリスクを適時・適切に特定・評価し、
リスクにݟ合ͬた減措置を͡ߨます。

２ɽ当会は、ࣾ会తྗ等には取引関をؚめてഉআの࢟をもͬて対Ԡし、そのෆ当要ٻはஅݻとしてڋઈします。
３ɽ当会は、ࣾ会తྗ等に対しては、役職員の҆શを確保しつつ組織తに対Ԡします。
４ɽ当会は、ܯ、ެ益財ஂ法人ྗ์三ॏݝຽηンλー、ห࢜ޢなͲ、ࣾ会తྗ等をഉআするための各छ活ಈを行ͬ
ている֎෦ઐ機関等とີな連ܞをもͬて、ࣾ会తྗ等と対決します。

５ɽ当会は、金融機のෆ正利用による٬ސへのඃがൃ生した合は、ඃ者ࡁٹなͲඞ要な対Ԡを͡ߨます。

１ɽ関法令等の遵守
当会は、利用者のݸ人情報等を適正に取り扱うために、「ݸ
人情報の保ޢに関する法」（以下「ݸ人情報保ޢ法」とい
います。）および「行खଓにおける特定のݸ人をࣝผする
ための൪߸の利用等に関する法」（以下「൪߸法」といい
ます。）をは͡めとする関法令・Ψイυライン等にՃえ、本
保ޢ方針に定めた事項および当会の諸規ఔを実に遵守しま
す。

２ɽ利用目త
当会は、利用者のݸ人情報等の取扱いにおいて、利用目త
をできるݶり特定したうえで、ご本人のݸ人情報等を取得す
るに当たͬては、その利用目తを௨、ެ表または໌示する
とともに、その利用目తのୡ成にඞ要なൣғ内において、こ
れを取り扱います。なお、൪߸法におけるݸ人൪߸等の利用
等、特定のݸ人情報等の利用目తが法令等にجづきผ్ݶ
定されている合には、当該利用目త以֎での取扱いはいた
しまͤΜ。また、当会は、ҧ法またはෆ当な行ҝをॿし、
または༠ൃするおそれがある方法によるݸ人情報の利用はい
たしまͤΜ。当会のݸ人情報等の利用目తは、当会に掲示
するとともに、ϗーϜページ等に掲載しております。

３ɽ適正な取得
当会は、ݸ人情報等を取得するࡍには、適正かつ適法なख
ஈで取得いたします。

４ɽ҆શ管理措置
当会は、取り扱うݸ人情報等を利用目తのൣғ内で正確かつ
するࢭ৽の内容に保つようめるとともに、࿙えい等を࠷
ため、҆શ管理に関するඞ要かつ適切な措置を͡ߨ、ै業者
および委託ઌ（࠶委託ઌ等もؚみます。）を適正に監ಜします。

５ɽ第三者へのఏڙ
当会は、法令によりྫ֎として扱Θれるき合をআき、あ
らか͡ めご本人の同ҙを得ることな͘、ݸ人情報を第三者（֎
人ݸ、しまͤΜ。なおڙにある第三者をؚみます。）にఏࠃ
൪߸等につきましては、൪߸法にݶ定తに໌هされた合を
আき、第三者にఏڙいたしまͤΜ。

６ɽ機ඍ（ηンγティブ）情報の取扱い
当会は、ご本人の機ඍ（ηンγティブ）情報（金融分にお
けるݸ人情報保ޢに関するΨイυラインで定める情報をいい

ます。）につきましては、法令等にجづ͘合業務行上
ඞ要なൣғにおいてご本人の同ҙをいたͩいた合なͲの同
Ψイυラインに掲͛る合をআき、取得・利用・第三者ఏڙ
はいたしまͤΜ。

７ɽԾ名Ճ情報の取扱い
当会は、Ծ名Ճ情報（ݸ人情報をݸ人情報の۠分にԠ͡
て定められた措置を͡ߨてଞの情報と照合しないݶり特定の
人ݸして得られる人をࣝผすることができないようにՃݸ
に関する情報をいいます。）の取扱いにつきましては、関
法令・Ψイυライン等に則して、҆શ管理に関するඞ要かつ
適切な措置を͡ߨます。

８ɽಗ名Ճ情報の取扱い
当会は、ಗ名Ճ情報（ݸ人情報をݸ人情報の۠分にԠ͡
て定められた措置を͡ߨて特定のݸ人をࣝผすることができ
ないようにՃして得られるݸ人に関する情報であͬて、当
該ݸ人情報を෮元して特定のݸ人をࣝ࠶ผすることができな
いようにしたものをいいます。）の取扱いにつきましては、関
法令・Ψイυライン等に則して、҆શ管理に関するඞ要か
つ適切な措置を͡ߨます。

９ɽ開示、గ正・利用ఀࢭ等
当会は、保有ݸ人デーλにつき、法令にجづきご本人からの
開示、గ正等および利用ఀࢭ等ならびに第三者ఏڙのఀࢭ
のおਃし出につきましては、ਝかつ適切にԠ͡ます。また、
第三者ఏهڙにつきましても、ご本人からの開示のおਃし
出につきましては、ਝかつ適切にԠ͡ます。
10ɽܧଓతな改善
当会は、取り扱うݸ人情報等の保ޢのための取組みをܧଓత
にݟ直し、その改善にめます。
11ɽ苦情・ごҙݟ・ご要のおਃし出
当会のݸ人情報等の取扱いに関する苦情・ごҙݟ・ご要に
つきましては、実かつਝに対Ԡします。当会のݸ人情報
等の取扱いに関する苦情・ごҙݟ・ご要につきましては、
次の૭口までおਃし出ͩ͘さい。

　　˟ 514ɻ 0004　三ॏݝࢢӫொҰஸ目９６̌ ൪地
　　三ॏݝ信用農業協同組合連合会　総務෦
　　5&-　059�229�9023
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　リスク管理事項の協ٞ・決定を行う会ٞ体として、経営管理委員会・理事会はもとより、リスク管
理委員会、A-.委員会をઃ置するとともに、その決定事項にもとづき各෦が業務ࣥ行にあたͬてい
ます。
　また、融資取引およびࢢ関連取引に関しては、ݗ制機を確保するため、取引ࣥ行を行うϑロン
τΦϑィスと事務処理を行うバοクΦϑィスを分するとともに、リスク管理౷ׅ෦がϛυルΦϑィ
スとして信用・ࢢリスク関の業務ࣥ行等をϞχλリングしています。
　さらに、内෦監査෦をඃ監査෦からಠཱしてઃ置し、経営શൠにΘたる管理および各෦の業
務の行状況を内෦管理ଶの適切性と有ޮ性の؍からݕ証・評価し、その݁Ռにもとづ͘制度お
よび業務の改善・合理化へのॿݴ・ఏݴ等を行い、業務運営の適切性のҡ࣋・改善にめています。

　当会では、より݈શ性の高い経営を確保しօさまからのご信པを得るために、直໘するさま͟まな
リスクに適切に対Ԡできるよう「リスク管理ج本方針」をࡦ定しています。このج本方針にもとづき、
収益とリスクの適切な管理なͲを௨͡て、リスク管理ଶの充実・ڧ化にめています。
　また、情報の管理については「情報資産管理方針（ηΩϡリティϙリγー）」において、紛失、改͟Μ、
࿙Ӯ等をࢭするためのج本తなߟえ方を໌らかにするとともに、これにもとづき۩体తな҆શ対ࡦ
と管理体制を定め、このルールの下で֨ݫに管理を行ͬています。

˙çϦεΫཧͷऔΈ

ϦεΫཧମ੍

監事会

監査෦

ٞ・報ࠂ
指示・連བྷ

ٞ・報ࠂ

経営管理委員会

各෦

融資ŋࢢ関連取引

理事会

ϛυルΦϑィス

ϑロンτΦϑィス

バοクΦϑィス

リスク管理委員会 ̡̖ ̢委員会

協 ・ٞ決定
の会ٞ体

リスク管理
౷ׅ෦

内෦監査෦

経営企ը෦
（リスクશൠ）

業務ࣥ行
෦ 制ݗ

融資ŋࢢ関連取引

ϦεΫཧମ੍
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ϦεΫཧํ๏
　当会では、業務ࣥ行上でൃ生するリスクについて、その特性にԠ͡た管理方法を定めています。

ʲ主要リスクの管理方法ʳ

ϦεΫಛੑ ओཁϦεΫ ϦεΫ༰ ཧํ๏

収益ൃ生をҙ図
しಈతに取得
するリスク

リスクࢢ

金利・ג価・ҝସ等の
มಈにより保有資産・
ෛ債の価֨がมಈし損
失をඃるリスク

金利ײԠ度分ੳ等のA-.ख法にもとづき、資産・ෛ債
྆໘での総合管理を行う。

有価証券運用では、運用目తとそれにԠ͡た運用ݶ度
額を定めるとともに、ロスΧοτルールをઃ定し遵守
する。

信用リスク

信用ڙ༩ઌの財務状況
ѱ化なͲにより、元金
利ଉのճ収がࠔと
なるリスク

༩信ઌの経営状況証券の֎෦֨けをࢹする。
内෦֨制度にもとづ͘༩信ݶ度額貸出ج準金利を
ઃ定し適正なϙーτϑΥリΦ管理を行う。

業छ、༩信額、金利条件等のภ在によるリスクू中の
有ແを管理し分ࢄを図る。

ྲྀಈ性
リスク

資金ௐୡがࠔとなり
取引の決ࡁにࢧোをき
たしたり、ࢢࠞཚな
Ͳにより正常な有価証
券取引ができな͘なる
等により損失をඃるリ
スク

会員JAなͲの資金ಈをత確にѲするとともに、資
金ෆ時の事લ対Ԡࡦをઃ定する。

有価証券の金にあたͬては、時価ചങϨーτがۃ
にෆ利な状況となͬていないかࢢಈのϞχλリ
ングを行う。

業務ࣥ行にい
डಈతにൃ生す
るリスク
	ΦペϨーγϣ
φルリスク


事務リスク

当会の役職員が実な
事務をଵる、あるいは
事ނ・ෆ正をىこすこ
とにより損失をඃるリ
スク

定期తな自己ݕの実施はもとより、γステϜख当・
要ྖ・Ϛχϡアル等のඋにめるとともに、ݚम充
実により処理方法・खॱのపఈを図る。

事務ϛスがൃ生した合は、ൃ生原Ҽを໌ڀし改善を
図る。

γステϜ
リスク

コンϐϡーλγステϜ
のμンまたはޡ作ಈ
等、γステϜのෆඋ・
ෆ正用等により損失
をඃるリスク

ηΩϡリティϙリγー等にैい、コンϐϡーλγステ
Ϝの҆શ対ࡦを͡ߨる。

γステϜোにඋえた対Ԡ計ըをࡦ定し、業務のܧଓ
とਝな෮چがՄとなるよう対Ԡする。

情報࿙Ӯ
リスク

ηΩϡリティϙリγー
が遵守されずに情報が
࿙Ӯすることにうリ
スク

役職員に対するコンプライアンス情報ηΩϡリティ
ҭを実施するとともに、෩評等のൃ生も༧しながڭ
らૣٸに対ࡦを͡ߨる。

情報࿙Ӯ等がൃ生した合および࿙Ӯのݒ念がある
合、ਝかつ適切に対Ԡする。

෩評リスク
（Ϩϐϡテー
γϣンリスク）

ੈ評・評等から組織
の信པ性が損なΘれ、
損失をඃるまたは得ら
れる利益を失うリスク

当会に関する෩આ・෩評のૣ期ൃݟにめるとともに、
。にもとづ͘適切な対Ԡを行うࢹ度等のڹ度・Өٸۓ

ϝディアへのత確な情報開示関ஂ体との連བྷをີ
に行い、事ଶのૣ期収रを図る。
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　当会は、農業およびその関連産業をは͡めとする地域産業の振興ならびに地域ࣾ会の活性化・ൃల
等にد༩することを࠷もॏ要な役ׂのͻとつとして位置け、貸出をは͡めશての༩信に関する規ൣ
として、「༩信に関するج本方針（クϨジοτϙリγー）」にもとづき、貸出ઌの財務໘・ٕज़ྗおよ
び成性なͲの総合తなࢹのもと、҆қに୲保・保証にґଘすることな͘、資金のԁなڅڙに取
り組ΉなͲ、貸出業務の適正な行にめています。また、営業෦からಠཱした৹査෦をઃ置し
内෦ݗ制機を確保するとともに、貸出ઌの業況・財務内容等の状況を常にѲするなͲによͬて、
貸倒れなͲのリスクを管理・制しお٬さまの信པにԠえるようめています。

　当会は、経営者保証に関するΨイυラインڀݚ会（શۜࠃ行協会および本商会ٞ所が事務ہ）
がެ表した「経営者保証に関するΨイυライン」を౿まえ、本Ψイυラインをଚॏし、遵守するため
のଶඋを実施しています。
　引きଓき、お٬さまと保証契約をక݁する合、また、保証人のお٬さまが本Ψイυラインに則し
た保証債務の理をਃしཱてられた合は、本Ψイυラインにもとづき、実な対Ԡにめていきます。

˙çʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯͷରԠ

　当会は、農業者の協同組織金融機関のҰ員として、「݈શな事業を営Ή農業者をは͡めとする地域の
お٬さまに対してඞ要な資金をԁにڅڙしてい͘こと」を࠷もॏ要な役ׂのͻとつとして位置け、
当会の୲うެڞ性とࣾ会తを͘ڧೝࣝし、以下に掲͛る「金融ԁ化にかかるج本方針」にもと
づき、その適切な業務の行にけ取り組Μでいます。

˙çۚ༥ԁԽͷऔΈ

˙çିग़جຊํ

金融円滑化にかかる基本方針
１ɽ当会は、お٬さまからの৽規貸貸条件のม更等
のਃࠐみがあͬた合には、お٬さまの特性および事
業の状況をצҊしつつ、できるݶりॊೈに対Ԡするよ
うめます。

２ɽ当会は、上هのおਃࠐがあͬた合、お٬さまの経ݧ
等にԠ͡たઆ໌および情報ఏڙを適切かつे分に行う
ようにめるとともに、おஅりさͤていたͩ͘合に
は、その理༝をՄなݶり۩体తかつஸೡにઆ໌する
ようめます。

３ɽ当会は、上１ه�および２�の対Ԡ等を行うにあたり、ଞ
の金融機関本ࡦ金融ެݿ、ॅ金融ࢧԉ機構、
三ॏݝ農業信用ج金協会、三ॏݝ農協信用保証ηン
λー、地域経ࡁ活性化ࢧԉ機構、特定ೝ証紛争解決事
業者等とのີۓな連ܞを図るようめます。また、こ
れらの関機関等から照会をडけた合は、守ൿٛ務
にཹҙしつつ、お٬さまの同ҙをલఏに情報ަしつ
つ連ܞにめます。

４ɽ当会は、事業を営Ήお٬さまからの経営૬ஊにੵۃత
かつきめࡉか͘取り組み、お٬さまの経営改善にけ
た取組みをごࢧԉできるようめます。
またݚम等により、上ه取組みの対Ԡྗの上に
めます。

５ɽ当会は、お٬さまからの、৽規融資貸条件のม更
等のご૬ஊ・おਃࠐに対する合ͤ、૬ஊ、要およ
び苦情については、ެ正・ਝ・実に対Ԡし、お٬
さまの理解と信པが得られるようめます。

６ɽ当会は、お٬さまからのલ掲のご૬ஊ・おਃࠐみに対し、
ԁに措置をとることが出དྷるよう、次の体制をඋ
いたしております。

（１）理事以下、理事・෦等で構成する「企ը会ٞ」にて、
金融ԁ化にかかる対ԠをҰ元తに管理し、組織ԣஅ
తに協ٞします。

（２）貸出୲当理事を「管理者」とし、当会શ体におけ
る金融ԁ化の方針施ࡦのపఈにめます。

（３）貸出関連෦である৯農営業෦の෦を「管理୲当者」
とし、当該෦内における金融ԁ化の方針施ࡦの
పఈにめます。

７ɽ当会は、本方針にもとづ͘金融ԁ化管理ଶについて、
その適切性および有ޮ性を定期తにݕ証し、ඞ要にԠ
͡てݟ直しを行います。
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⁃ ஷۚ૭ۀޱ
　�　当࠲貯金ී௨貯金、各छ定期貯金なͲさま͟まな貯金商品を取り扱ͬています。
　�　また、本ۜ行ࡀೖ෮代理店をは͡め、三ॏݝの収ೲ代理金融機関として、各छ੫金等の収ೲ事
務も行ͬています。

⁃ ିग़ۀ
　�　三ॏݝ内に事務所（事業所・営業所・なͲ）を有する農業法人・企業等のօさまの経営χー
ζにԠ͡た資金をご融資しています。とりΘけ農業໘では、経営規の֦େ生産ޮ率の上、６
次産業化へのࢀೖなͲのଟ༷な経営χーζにおԠえできるよう、農業近代化資金、農業経営改善ଅ
ਐ資金（スーύーＳ資金）なͲの制度資金をは͡め๛な資金ϝχϡーを取りଗえています。

⁃ ۀ༺ӡۚࢿ
　�　貸出金として運用している以֎の資金については、҆શ性・収益性をॏࢹし、農ྛ中ԝ金ݿへの
༬金ࠃ内֎の債券、ࣜג等への分ࢄ資により҆શかつޮ率運用にめています。

⁃ ҝସɾܾۀࡁ
　�　શۜࠃ行内ࠃҝସ制度（શۜデーλ௨信γステϜ）Ճໍの金融機関として、શࠃのJA・ۜ行・信
用金ݿ等への振ࠐ・ૹ金代金取ཱなͲを取り扱ͬています。

　�　また、څ༩振ࠐ・年金振ࠐ等の口࠲振ڞެ、ࠐ料金等の口࠲振ସ、各छクϨジοτΧーυの代金
決ࡁ等の取扱いも行ͬています。

⁃ +"ͷࢦಋɾࢧԉۀ
　�　農業者・地域のօさまへ、JAバンクならではの金融հ機をൃشできるよう、ݝ下JAへ金融・
ඇ金融の྆໘で指ಋࢧԉを行ͬています。さらに、ݚम会の実施等を௨͡て、農業経営に関するコ
ンαルティング、お٬さまの生活ઃ計・資産ܗ成に関するご૬ஊにత確に対Ԡし得る人ࡐのҭ成
に取り組Μでいます。

　�　また、JAバンクݝ本෦として、ݝ下JAにおける内෦管理ଶのڧ化経営݈શ性の確保にけた
指ಋࢧԉを行ͬています。
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■貯金 （令和５年４月ݱ在）

छɹɹྨ ɹɹؒظ ༬͚ೖΕֹ ΈɾಛͳͲ

当 ࠲ 貯 金

定めなし １ԁ以上

小切खखܗのおࢧいのための貯金です。お利ଉは
つきまͤΜ。

ී ௨ 貯 金
出しೖれ自༝の貯金で、څ料年金の自ಈडけ取り、
用いたͩけとしてご࠲い口ࢧ料金なͲの自ಈڞެ
ます。

ී ௨ 貯 金
（ 決　 　ࡁ 用 ）

上ීه௨貯金と同༷ですが、お利ଉはつきまͤΜ。（貯
金保険制度においてશ額保ޢの対となͬています。）

௨  貯 金
定めなし

たͩし、７以上の
ਾ置期ؒがඞ要

５ສԁ以上 期ؒの運用に適しています。

スーύー定期貯金
１か月以上５年以内

1,000ԁ以上
自༝に༬ೖ期ؒをઃ定いたͩけます。

େ 口 定 期 貯 金 1,000ສԁ以上

期指定定期貯金 １年以上３年以内 1,000ԁ以上
300ສԁ未満 １年ෳ利で、１年経աޙはいつでもお引出しできます。

ੵ ཱ 定 期 貯 金 ６か月以上 1,000ԁ以上 期ؒを定めてੵみཱてる方ࣜと期ؒを定めずにੵみཱ
てる方ࣜの２छྨがあり、్ 中でお引出しもできます。

Ұ ൠ 財 ܗ 貯 金 ３年以上

１ԁ以上 ຖ月のڅ料Ϙーφスからఱ引きしてੵみཱてます。
財ܗ年金と財ॅܗは合計550ສԁまでඇ՝੫です。財 ܗ 年 金 貯 金

５年以上
財 ܗ ॅ  貯 金

ৡ  性 貯 金 ７以上５年以内 1,000ສԁ以上 େ口資金の運用に適しており、満期લにৡするこ
とができます。

■貸出
छɹɹྨ ్ۚࢿ ରɹɹऀ ༥ࢿɾฦؒظࡁ ୲อɾอূ



ۀ

資

ۚ

農 業 経 営 資 金 農業経営にඞ要なઃඋ資金なͲ
内に事務所ݝ
事業所を有する
農業法人・農業者

ご૬ஊにԠ͡て
決定しております。

農業近代化資金 農業経営にඞ要なઃඋ資金

農業経営改善資金
（スーύーＳ資金） 農業経営にඞ要な運స資金

事 業 資 金 運స資金・ઃඋ資金なͲ 内に事業所等をݝ
有する法人なͲ

ड

ୗ

資

ۚ

本ࡦ金融ެݿ
（ 農 業 資 金 ） 農業経営にඞ要なઃඋ資金なͲ 各制度により対

者がҟなりますの
で、ご利用のࡍは
当会までおい合
Θͤͩ͘さい。

本ࡦ金融ެݿ
（ ڭ ҭ 資 金 ）

େֶ、高ߍ等へのਐֶにうೖֶ金
なͲ

ॅ金融ࢧԉ機構 貸ॅの৽ஙにඞ要な資金なͲ
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■その他のサービス
छɹɹɹྨ ಛɹɹɹ

JAΩ ャ ο γ ϡ α ー Ϗ ス JAバンクのΩャογϡΧーυで、શࠃの΄とΜͲの金融機関のA5.・$%また
はコンϏχA5.でݱ金のお引出し、残高照会等がご利用いたͩけるαーϏスで
す。JAバンクA5.では、༵・時ؒをΘずೖ出金ख数料がແ料で、よりศ
利にご利用いたͩけます。

J A Χ ー υ
JAバンクのクϨジοτΧーυです。年会අはॳ年度がແ料、次年度以߱も年ؒ
12ສԁ以上のご利用、またはిؾ料金、ܞଳి料金いずれかのΧーυࢧい
利用で年会අແ料（1）となります。また、「ローυアγスλンスαーϏスΧー
υ」「*$ΩャογϡΧーυとのҰ体ܕΧーυ」なͲଟ࠼なΧーυラインφο
プを取りଗえております。

デϏοτΧーυαーϏス J�デϏοτのՃໍ店でのおങい等の利用代金をJAバンクのΩャογϡΧーυ
にてごਫ਼算いたͩけます。またΩャογϡアτՃໍ店では、ݱ金のお引出し
αーϏスもご利用いたͩけます。

JAバ ン ク ア プ リ スϚーτϑΥンを利用して、ී௨貯金・定期貯金等の残高照会資信託の残
高照会、ೖ出金໌ࡉ等の確ೝがखܰに行えるαーϏスです。また、対Ԡする
料金・௨ൢ代金なͲを؆単におڞެ・ථのバーコーυをಡみ取ることで੫金ࠐ
いいたͩける「1BZ#（ペイϏー）」機も۩උしています。ΩャογϡΧーࢧ
υをおͪ࣋の方であれ、དྷ店ෆ要です͙にご利用いたͩけます。

JAωοτバンクαーϏス インλーωοτにଓされているύιコン、スϚーτϑΥンを利用して、残高
照会、振ࠐ・振ସϚルνペイϝンτωοτϫークを利用したެڞ料金・੫金
のおࢧいなͲの各छαーϏスをご利用いたͩけます（2）。

法人JAωοτバンクαーϏス インλーωοτにଓされているύιコンを利用して、残高照会、振ࠐ、振ସ
はもͪΖΜ、څ༩振ࠐなͲのデーλૹαーϏスなͲの各छαーϏスを会ࣾの
ύιコンでご利用いたͩけます。

څ ༩ ड 取 α ー Ϗ ス 。に自ಈతにೖ金するαーϏスです࠲༩・Ϙーφスをご指定の貯金口څ

年 金 ड 取 α ー Ϗ ス に自ಈతにೖ金するαー࠲ຽ年金・ް生年金等各छ年金を、ご指定の貯金口ࠃ
Ϗスです。

自 ಈ ࢧ  α ー Ϗ ス 料金の΄か、त業料、各छクϨジοτ代金なͲをご指ڞ・/),等ެి・ؾి
定の貯金口࠲から自ಈతにおࢧいするαーϏスです。

自 ಈ ू 金 α ー Ϗ ス ച上代金等を、口࠲引མしによりू金し、ご指定の口࠲にೖ金するαーϏスです。

定 時 自 ಈ ૹ 金 α ー Ϗ ス ຖ月Ұ定額を貯金口࠲から自ಈ引མしのうえ、ご指定の口࠲に自ಈ振ࠐする
αーϏスです。Ո、ૹり等の振ࠐにศ利です。

JAバンクでΜさいαーϏス

に代Θる৽ܗ会ࣾશۜి子債権ωοτϫーク（௨称�でΜさいωοτ）がखࣜג
たな決ࡁखஈとしてఏڙする「ి子ه債権（でΜさい）」を利用するためのαー
Ϗスです。インλーωοτにଓされているύιコンを利用して、खܗ振ࠐ
なͲのചങ代金の決ࡁが҆શかつศ利にご利用いたͩけます。

（１）छྨによͬては、年会අがඞ要になるΧーυもあります。
（２）ϚルνペイϝンτωοτϫークαーϏスでのおࢧいがՄな機関・企業等の料金にݶります。
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■役　員（令和５年７月ݱ在）

経営管理委員　
ɹ৬ɹ໊ ɹɹ໊ࢯ

会  ୩　口　ढ़　ೋ

෭ 会  　ଜ　ོ　行

委 員 生　　ल　࣏

委 員 本　ਗ਼　ቮ　ࢁ

委 員 　　ढ़　Ұ

■機構図（令和５年７月ݱ在）

（共通機構）

総　務　部

経営企画部

JAバンク支援部

食農営業部

資　金　部

役　員　室

監　査　部

経
営
統
括
本
部

総
　
　
　
　
　
会

監
　
　
事
　
　
会

代
　
表
　
監
　
事

常
　
勤
　
監
　
事

経
営
管
理
委
員
会

理
　
　
事
　
　
会

理
　
　
事
　
　
長

専
　
務
　
理
　
事

経
営
管
理
委
員
会
会
長

（
内
部
監
査
）

（
外
部
検
査
受
検
）

（監事監査補助）

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
統
括
本
部
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常
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長
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理事
ɹ৬ɹ໊ ɹɹ໊ࢯ

代表理事理事 内　౻　ਅ　ؽ

代表理事ઐ務理事
運用౷ׅ本෦ ງ　内　ް　༸

常 務 理 事
̟̖バンク౷ׅ本෦ ࣲ　ా　Ұ　थ

常 務 理 事
経営౷ׅ本෦ 　߂　ా　٢

監事
ɹ৬ɹ໊ ɹɹ໊ࢯ

代 表 監 事 　Ҫ　　　正

常 ۈ 監 事 ా　中　ྑ　子

監 事 ਫ　୩　　　ོ

員 ֎ 監 事 　ా　߃　ኍ
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■会員数および出資口数
会 員 数

ɹ֨ɹผࢿ ྩ̏ ྩ̐

正　会　員 16 15

।　会　員 39 39

計 55 54

出資口数

ɹ֨ɹผࢿ ྩ̏ ྩ̐

正　会　員 13,715,117 13,715,095

।　会　員 35,305 35,305

計 13,750,422 13,750,400
（）出資１口は、5,000ԁです。

■職員数
۠ɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐૿Ճ ྩ̐ݮগ ྩ̐

உ�性�職�員 106（16） 3　　 8　　 101（12）

ঁ�性�職�員 49（�2�） 3　　 4　　 48（�3�）

計 155（18） 6　　 12　　 149（15）
（）（　）内は、出者で内数です。

■店 舗
ళɹฮɹ໊ ॴɹࡏɹ ిɹɹ൪ɹ߸

本　　　店 三ॏݝࢢӫொҰஸ目960൪地 059ô229ô9023

■特定信用事業代理業者の状況
該当する取引はありまͤΜ。

■子会社等数の増減
ྩ̏ ྩ̐ ݮ૿

子　会　ࣾ 0 0 0

子　法　人 0 0 0

関 連 法 人 1 1 0

計 1 1 0
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　当会の関連会ࣾ（࣋分法適用の関連会ࣾ）である（ג）三ॏݝ農協情報ηンλーは、JAグループ三
ॏのڞ同利用施ઃとして、ݝ下JAおよびݝ組織の情報γステϜの企ը・構ங、情報処理αーϏスのఏ
。を行ͬていますڙ

˙ 関連会社の概況等

　JAの՝解決を*5໘からαϙーτするとともに、JAड託γステϜの҆定Քಇ、業務ܧଓଶ
の充実およびJA事業コスτの減について取り組みました。

　事業概況

　主な財務内容 （令和５年３月末ݱ在、単位ɿඦສԁ）

ച্ߴ ৗଛࣦܦ ظ७ଛࣦ ૯࢈ࢿ ७࢈ࢿ

2,316 52 65 2,868 748

　概�況 （令和５年３月末ݱ在）

ձ ࣾ ໊ 農協情報ηンλーݝ会ࣾ三ॏࣜג

ॴ ࡏ  三ॏݝ܀ࢢਅொொ401൪地の8

ࣄ ۀ  ༰ ి子計算機処理・事務機ث等のൢച、Ѻટ

ઃ ཱ  ݄  ত和47年12月19

ࢿ ຊ ۚ 450ඦສԁ

 ࿈ ߹ ձ ͷ ٞ ܾ ݖ ൺ  26�66ˋ

ଞ ͷ ࢠ ձ ࣾ  ͷ ٞ ܾ ݖ ൺ  0�0�
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ত和23年８月 三ॏݝ信用農業協同組合連合会ઃཱ
25年４月 三ॏݝ農業会㲧㳥資産ৡड㲦㳤㳏債務引ड
29年４月 農ྛړ業金融ެݿ㳊代理業務開࢝
34年12月 ॅ金融ެݿ㳊代理業務開࢝
44年８月 ి算㴎㴐㴝㴷Քಇ
51年６月 ࢝事務取扱開ࠐ金振ݿࠃ
54年１月 શࠃ内ࠃҝସ制度Ճໍ
55年４月 三ॏݝ農協貯金㴤㴚㴟㴌㱟㴪㴐開࢝
59年 3 月 શࠃ農協貯金㴤㴚㴟㴌㱟㴪㴐開࢝
61年12月 下JA貯金1ஹԁಥ破ݝ
63年12月 貯金1ஹԁಥ破

ฏ成 2 年 5 月 શࢧ所㳮ഇࢭ㲳、本所㳮本店㳇改称
7 月 業ଶؒ$%ఏܞ取引開࢝

3 年 2 月 ࢝ೖ金૭口डೖ事務取扱開ࡀ
6 年 5 月 ৽㴁㵊㵀㳻㵊㴎㴐㴝㴷Քಇ、खܗw小切ख㳊ू中決ࡁ処理取扱開࢝

9 月 ࢝債等૭口ൢച業務取扱開ࠃ
8 年 4 月 自ಈ化機ث㳇㳤㳧振ࠐ取扱開࢝
9 年 9 月 จ書ҝସू中ೖ金処理取扱開࢝
10月 口࠲振ସґཔ書ू中管理取扱開࢝

11年 3 月 ҹؑථ照会㴎㴐㴝㴷Քಇ
10月 資信託૭口ൢച業務取扱開࢝

12年 5 月 ༣ศ貯金$%ఏܞ取扱開࢝
10月 㴞㴪㴚㴟㴂㱟㴠取扱開࢝

13年 2 月 JA㴝㵃㴲㵊㴧㵊㴄㵊㴇㴌㱟㴪㴐取扱開࢝
7 月 経営管理委員会制度ಋೖ
11月 JA㴤㴚㴟㴧㵊㴆	㳻㵊㴖㱟㴤㴚㴟㴧㵊㴄㵊㴇㴌㱟㴪㴐
取扱開࢝

14年 1 月 JA㴧㵊㴆㴎㴐㴝㴷࢝ಈ
15年 5 月 JA45&.㴎㴐㴝㴷	㴒㵊㴖
㳔㳊Ҡ行
16年 1 月 㴵㵂㴘㴱㳻㴸㵊㴟㴤㴚㴟㵆㱟㴆㴌㱟㴪㴐取扱開࢝

4 月 内信用事業㳻㵊㴟㵀㴤㴚㴟㴎㴐㴝㴷ಋೖݝ
17年 3 月 決ࡁ用貯金取扱開࢝
18年 4 月 ඦۜޒ行㲦㳤㳏ݝ内信用金ݿ㳄A5.利用ख数料ແ料化ఏܞ

11月 *$㴄㴺㴚㴎㴼㴂㱟㴠取扱開࢝、本ۜ行ࡀೖ෮代理店資֨取得
19年 9 月 JA㴧㵊㴆A5.㳊時ؒ֎ख数料㳮ແ料化
20年 2 月 JA㴬㳸㱟㴷㴧㵊㴄㵊㴇㴌㱟㴪㴐取扱開࢝

12月 ৽૭ൢࠃ債㲦㳤㳏ݸ人㲭ࠃ債㳮取扱開࢝
22年 3 月 下JA貯金2ஹԁಥ破ݝ
23年 1 月 JA45&.৽㴎㴐㴝㴷	भ㴒㵊㴖
㳔㳊Ҡ行

11月 三ॏۜ行㲦㳤㳏ࣜג会ࣾ㳻㱟㴤㴚㴟㳄A5.利用ख数料ແ料化ఏܞ
26年 2 月 
$$4	٬ଐ性照会㴎㴐㴝㴷ސ㳊ಋೖ
26年 4 月 第三ۜ行㳄A5.利用ख数料ແ料化ఏܞ
26年10月 法人JA㴤㴚㴟㴧㵊㴆取扱開࢝
27年 5 月 JA㴧㵊㴆㳃㳯㲱㲠㴌㱟㴪㴐取扱開࢝
28年 4 月 JA45&.㴤㴚㴟㵆㱟㴆ӌճ中ܧճઢ㳊運用開࢝
29年 3 月 JA45&.�A5.㳔㳊Ҡ行
30年 1 月 㳀㳛㲻㳂/*4A取扱開࢝

10月 JA45&.㴎㴐㴝㴷㳊更改
令和元年12月 JA㴧㵊㴆㳹㴮㵁取扱開࢝
４年 1 月 Ҩݴ信託wҨ産理業務㳊取扱開࢝
４年11月 खܗw小切ख㳊ి子ަ取扱開࢝
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１ɽ貸借対照表
（単位ɿඦສԁ）

Պɹɹɹ ྩ�
ʢྩ��݄��ࡏݱʣ

ྩ�
ʢྩ��݄��ࡏݱʣ

（ 資 産 の ෦ ）
ݱ 金 2,335 1,763
༬ け 金 1,092,850 1,064,185
系 ౷ ༬ け 金 1,091,247 1,064,028
系 ౷ ֎ ༬ け 金 1,602 156

ങ ೖ 金 銭 債 権 22,751 16,023
金 銭 の 信 託 27,796 30,608
有 価 証 券 763,291 682,928
ࠃ 債 132,925 79,113
地 方 債 68,445 66,054
 期 ࣾ 債 22,998 ʵ
ࣾ 債 410,128 401,220
֎ ࠃ 証 券 51,487 60,770
ג ࣜ 12,578 13,884
ड 益 証 券 60,631 58,196
 資 証 券 4,095 3,688

貸 出 金 267,375 264,780
ख ܗ 貸  741 856
証 書 貸  194,386 200,370
当 ࠲ 貸 ӽ 13,441 14,320
金 融 機 関 貸  58,745 49,197
ׂ 引 ख ܗ 60 36

そ の ଞ 資 産 5,649 10,072
ै 業 員 貸  金 67 63
ࠩ ೖ 保 証 金 46 44
Ծ  金 12 4
未収ؐ法人੫等 677 722
未 収 金 1 1
そ の ଞ の 資 産 1,404 1,382
未 収 収 益 1,482 1,483
લ  අ 用 0 1
約定取引未決ࡁ貸 315 4,501
未 決 ࡁ ҝ ସ 貸 1,641 1,865

有 ܗ ݻ 定 資 産 143 130
ݐ  68 60
 地 31 31
ݐ ઃ Ծ צ 定 30 30
そのଞの有ݻܗ定資産 14 8

ແ ܗ ݻ 定 資 産 96 61
ι ϑ τ  Σ ア 91 56
そのଞのແݻܗ定資産 4 4

֎ ෦ 出 資 89,145 89,145
系 ౷ 出 資 88,489 88,489
系 ౷ ֎ 出 資 536 536
子 会 ࣾ 等 出 資 120 120

債 務 保 証 ݟ ฦ 1,089 1,211
貸 倒 引 当 金 ˚ 5,877 ˚ 5,043

資 産 の ෦ 合 計 2,266,649 2,155,868

Պɹɹɹ ྩ�
ʢྩ��݄��ࡏݱʣ

ྩ�
ʢྩ��݄��ࡏݱʣ

（ ෛ 債 の ෦ ）
貯 金 1,979,445 1,928,240
当 ࠲ 貯 金 19,398 16,835
ී ௨ 貯 金 6,176 6,831
௨  貯 金 35 35
ผ ஈ 貯 金 498 377
定 期 貯 金 1,953,335 1,904,161

ৡ  性 貯 金 25,752 22,514
債券貸借取引डೖ୲保金 88,891 52,965
借 用 金 15,500 12,000
代 理 業 務 צ 定 0 0
そ の ଞ ෛ 債 7,061 1,289
貸  ཹ 保 金 168 ʵ
未  法 人 ੫ 等 38 3
貯金利子諸੫そのଞ 22 25
ै 業 員 ༬ り 金 204 191
Ծ ड 金 0 3
資 産 আ ڈ 債 務 1 1
未  金 0 0
未  අ 用 1,087 899
લ ड 収 益 39 38
約定取引未決ࡁ借 5,377 ʵ
未 決 ࡁ ҝ ସ 借 120 124

諸 引 当 金 6,222 6,158
૬ޓԉॿੵཱ金 5,055 5,055
 ༩ 引 当 金 63 60
ୀ職څ引当金 1,082 1,014
役員ୀ職Қ࿑引当金 20 28

܁ 延 ੫ 金 ෛ 債 4,613 848
債 務 保 証 1,089 1,211

ෛ 債 の ෦ 合 計 2,128,577 2,025,229
（ 純 資 産 の ෦ ）
出 資 金 68,752 68,752
（うͪޙ配出資金） （40,112） （40,112）
利 益 剰 余 金 55,250 57,365
利 益 準 උ 金 25,690 26,200
そ の ଞ 利 益 剰 余 金 29,560 31,165
経営ج൫҆定化ੵཱ金 2,000 2,000
特 ผ ੵ ཱ 金 21,400 21,900
当期未処分剰余金 6,160 7,265
（うͪ当期剰余金） （2,530） （3,145）

会 員 資 本 合 計 124,002 126,117
そのଞ有価証券評価ࠩ額金 14,070 4,521
評価・算ࠩ額等合計 14,070 4,521

純 資 産 の ෦ 合 計 138,072 130,638

ෛ債および純資産の෦合計 2,266,649 2,155,868
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２ɽ損益計算書
（単位ɿඦສԁ）

Պɹɹɹ
ྩ̏
ࣗ�ྩ���݄���
���݄��ྩ�ࢸ

ྩ̐
ࣗ�ྩ���݄���
���݄��ྩ�ࢸ

経 常 収 益 19,786 19,179
資 金 運 用 収 益 14,054 14,236
貸 出 金 利 ଉ 2,102 2,136
༬ け 金 利 ଉ 29 22
有 価 証 券 利 ଉ 配 当 金 4,823 5,968
コ ー ル ロ ー ン 利 ଉ 5 3
そ の ଞ ड ೖ 利 ଉ 7,093 6,106
（うͪ　ड 取  ྭ 金 ） （ 6,096） （ 5,434）
（うͪ　ड 取 特 ผ 配 当 金） （���952） （���619）
役 務 取 引 等 収 益 243 219
ड ೖ ҝ ସ ख 数 料 144 146
そ の ଞ の ड ೖ ख 数 料 99 73
そ の ଞ の 役 務 取 引 等 収 益 0 ʵ

そ の ଞ 事 業 収 益 2,405 2,470
ड 取 ॿ 成 金 3 15
ࠃ 債 等 債 券 ച 却 益 989 941
ࠃ 債 等 債 券 償 ؐ 益 99 158
金 融  生 商 品 収 益 ʵ 42
そ の ଞ の 事 業 収 益 1,312 1,312
（うͪ　 ड 取 出 資 配 当 金 ） （ 1,312） （ 1,312）
そ の ଞ 経 常 収 益 3,083 2,252
貸 倒 引 当 金  ೖ 益 102 193
償 却 債 権 取 ཱ 益 6 195
ג ࣜ 等 ച 却 益 2,384 875
金 銭 の 信 託 運 用 益 564 966
そ の ଞ の 経 常 収 益 25 21

経 常 අ 用 17,052 16,162
資 金 ௐ ୡ අ 用 12,699 11,961
貯 金 利 ଉ 80 53
ৡ  性 貯 金 利 ଉ 0 0
債 券 貸 借 取 引 ࢧ  利 ଉ 9 8
そ の ଞ ࢧ  利 ଉ 12,608 11,899
（うͪ　 ࢧ   ྭ 金 ） （12,606） （11,894）

役 務 取 引 等 අ 用 170 192
ࢧ  ҝ ସ ख 数 料 3 2
そ の ଞ の ࢧ  ख 数 料 167 190
そ の ଞ の 役 務 取 引 等 අ 用 0 0

そ の ଞ 事 業 අ 用 900 936
ങ ೖ 金 銭 債 権 ച 却 損 ʵ 1
ࠃ 債 等 債 券 ച 却 損 876 399
ࠃ 債 等 債 券 償 却 16 535
金 融  生 商 品 අ 用 7 ʵ

経 අ 2,704 2,745
人 件 අ 1,463 1,454
 件 අ 1,135 1,177
੫ 金 106 112

そ の ଞ 経 常 අ 用 576 326
ג ࣜ 等 ച 却 損 84 34
金 銭 の 信 託 運 用 損 91 45
そ の ଞ の 経 常 අ 用 400 245

経 常 利 益 2,734 3,016
特 ผ 損 失 11 2
ݻ 定 資 産 処 分 損 0 2
減 損 損 失 11 ʵ
੫ 引 લ 当 期 利 益 2,722 3,014
法 人 ੫、 ॅ ຽ ੫ お よ び 事 業 ੫ 101 3
法 人 ੫ 等 ௐ  額 91 ˚134
法 人 ੫ 等 合 計 192 ˚130
当 期 剰 余 金 2,530 3,145
当 期 ट ܁ ӽ 剰 余 金 3,629 4,120
当 期 未 処 分 剰 余 金 6,160 7,265
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３ɽΩャογϡ ŋϑロー計算書
� 　（単位ɿඦສԁ）

Պɹɹɹ
ྩ̏
ࣗ�ྩ���݄���
���݄��ྩ�ࢸ

ྩ̐
ࣗ�ྩ���݄���
���݄��ྩ�ࢸ

１　事業活ಈによるΩャογϡ・ϑロー
੫引લ当期利益 2,722 3,014
減価償却අ 55 50
減損損失 11 ʵ
貸倒引当金の増減額（˚は減গ
 ˚743 ˚834
ୀ職څ引当金の増減額（˚は減গ
 ˚46 ˚68
そのଞの引当金・ੵ ཱ金の増減額（˚は減গ
 ˚49 5
資金運用収益 ˚14,054 ˚14,236
資金ௐୡඅ用 12,699 11,961
有価証券関損益（˚は益
 ˚2,359 ˚825
金銭の信託の運用損益（˚は益
 ˚468 ˚920

定資産処分損益（˚は益ݻ 0 2
貸出金の純増（˚）減 ˚4,682 2,594
༬け金の純増（˚）減 3,000 37,000
ങೖ金銭債権の純増（˚）減 ˚13,041 6,727
貯金の純増減（˚） ˚20,879 ˚54,443
借用金の純増減（˚） ˚39,900 ˚3,500
債券貸借取引डೖ୲保金の純増減（˚） 20,734 ˚35,926
資金運用による収ೖ 14,736 15,199
資金ௐୡによるࢧ出 ˚12,809 ˚12,155
事業分ྔ配当金のࢧ額 ˚491 ˚491
そのଞ ˚401 ˚399
　　小　　　　　　計 ˚55,968 ˚47,244
法人੫等のࢧ額 ˚323 ˚38
事業活ಈによるΩャογϡ・ϑロー ˚56,292 ˚47,283

２　資活ಈによるΩャογϡ・ϑロー
有価証券の取得によるࢧ出 ˚289,992 ˚254,587
有価証券のച却による収ೖ 161,188 156,914
有価証券の償ؐによる収ೖ 185,257 157,085
金銭の信託の増Ճによるࢧ出 ˚13,114 ˚8,681
金銭の信託の減গによる収ೖ 6,468 4,857
出ࢧ定資産の取得によるݻ ˚51 ˚4
֎෦出資の減গによる収ೖ 0 ʵ
資活ಈによるΩャογϡ・ϑロー 49,756 55,583

３　財務活ಈによるΩャογϡ・ϑロー
出資のしによるࢧ出 ˚ 0 ˚ 0
出資配当金のࢧ額 ˚707 ˚537
財務活ಈによるΩャογϡ・ϑロー ˚707 ˚537

算ࠩ額金同等にかかるݱ金およびݱ　４ ʵ ʵ
金同等の増Ճ額ݱ金およびݱ　５ ˚7,243 7,762
金同等の期ट残高ݱ金およびݱ　６ 48,425 41,182
金同等の期末残高ݱ金およびݱ　７ 41,182 48,944
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ྩ̏ ྩ̐

４ɽ剰余金処分計算書
（単位ɿඦສԁ）

Պɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐

１　当期未処分剰余金 6,160 7,265
２　剰余金処分額 2,039 3,747

（１）利益準උ金 510 630
（２）ҙੵཱ金 500 500
　ç　特ผੵཱ金 500 500
（３）出資配当金 537 537
　ç　　ී௨出資に対する配当金 429 429
　ç　　ޙ配出資に対する配当金 78 78
　ç　　第ೋछޙ配出資に対する配当金 29 29
（４）事業分ྔ配当金 491 2,079

３　次期܁ӽ剰余金 4,120 3,518

（）１ɽ出資に対する配当率は次のとおりです。
令和３年度　ී௨出資1�50�　ޙ配出資0�75�　第ೋछޙ配出資0�10�
令和４年度　ී௨出資1�50�　ޙ配出資0�75�　第ೋछޙ配出資0�10�

２ɽ事業分ྔ配当の分配のج準は、次のとおりです。
令和３年度　系౷定期貯金の年ؒฏۉ残高に対し、年0�025�を͡た金額
令和４年度　系౷定期貯金の年ؒฏۉ残高に対し、年0�109�を͡た金額

５ɽه表

１　重要な会計方針に関する事項
ʢ̍ʣֹۚࡌهɺඦສԁະຬΛΓࣺͯͯද͍ࣔͯ͠·͢ɻ
ʢ̎ʣ༗Ձূ݊ʢ֎෦ग़צࢿఆͷࣜגΛؚΉɻʣͷධՁج४͓ΑͼධՁ

ํ๏ɺ༗Ձূ݊ͷอ༗త۠͝ͱʹ࣍ͷͱ͓Γ͍ͯͬߦ·͢ɻ
çɹɾຬظอ༗తͷ݊࠴ŋŋŋŋŋఆֹ๏ʹΑΔঈݪ٫Ձ๏ʢചݪ٫Ձ

Ҡಈฏۉ๏ʹΑΓࢉఆʣ
çɹɾࢠձࣾɾࢠ๏ਓ͓ࣜגΑͼؔ࿈๏ਓࣜג
çɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹŋŋŋŋŋݪՁ๏ʢചݪ٫ՁҠಈฏۉ๏ʹ

ΑΓࢉఆʣ
çɹɾͦͷଞ༗Ձূ݊
çɹɹ࣌Ձͷ͋Δͷŋŋŋŋŋŋŋŋŋݪଇͱܾͯ͠ࢉͷࢢՁ֨ʹج

࢈ࢿՁ๏ʢධՁֹࠩશ෦७࣌ͮ͘
ೖ๏ʹΑΓॲཧ͠ɺചݪ٫ՁҠ
ಈฏۉ๏ʹΑΓࢉఆʣ

çɹɹࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜג
çɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹŋŋŋŋŋݪՁ๏ʢചݪ٫ՁҠಈฏۉ๏ʹΑ

Γࢉఆʣ
çɹɹͳ͓ɺऔಘՁֹͱ݊໘ֹۚͱͷֹࠩͷ͏ͪۚརௐͱೝΊΒΕ

Δ෦ʹ͍ͭͯঈݪ٫Ձ๏ʹΑΔऔಘՁֹͷमਖ਼Λ͍ͯͬߦ
·͢ɻ

ʢ̏ʣۚમͷ৴ୗʢ߹ಉӡ༻Λআ͘ɻʣʹ͓͍ͯ৴ୗ࢈ࡒΛߏͯ͠
͍Δ༗Ձূ݊ͷධՁج४͓ΑͼධՁํ๏ɺ্هʢ̎ʣͷ༗Ձ
ূ݊ͱಉ༷ͷํ๏ʹΑ͓ͬͯΓɺ৴ୗͷܖ୯Ґ͝ͱʹ
ͷ৴ୗߏ࢈ࡒͰ͋Δ͓࢈ࢿΑͼෛ࠴ͷධՁֹͷ߹ֹܭΛ
ͬͯିआରরදʹ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

ʢ̐ʣσϦόςΟϒऔ引ͷධՁɺ࣌Ձ๏ʹΑΓ͍ͯͬߦ·͢ɻ

１　重要な会計方針に関する事項
ʢ̍ʣֹۚࡌهɺඦສԁະຬΛΓࣺͯͯද͍ࣔͯ͠·͢ɻ
ʢ̎ʣ༗Ձূ݊ʢ֎෦ग़צࢿఆͷࣜגΛؚΉɻʣͷධՁج४͓ΑͼධՁ

ํ๏ɺ༗Ձূ݊ͷอ༗త۠͝ͱʹ࣍ͷͱ͓Γ͍ͯͬߦ·͢ɻ
çɹɾຬظอ༗తͷ݊࠴ŋŋŋŋŋŋఆֹ๏ʹΑΔঈݪ٫Ձ๏ʢചݪ٫Ձ

Ҡಈฏۉ๏ʹΑΓࢉఆʣ
çɹɾࢠձࣾɾࢠ๏ਓ͓ࣜגΑͼؔ࿈๏ਓࣜג
çɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹŋŋŋŋŋŋݪՁ๏ʢചݪ٫ՁҠಈฏۉ๏ʹΑ

Γࢉఆʣ
çɹɾͦͷଞ༗Ձূ݊ŋŋŋŋŋŋŋŋŋŋ࣌Ձ๏ʢධՁֹࠩશ෦७࢈ࢿೖ

๏ʹΑΓॲཧ͠ɺചݪ٫ՁҠಈฏ
Ձ֨ࢢఆʣɻͨͩ͠ɺࢉ๏ʹΑΓۉ
ͷͳ͍ࣜגʹ͍ͭͯݪՁ๏ʢച
ఆʣɻࢉ๏ʹΑΓۉՁɺҠಈฏݪ٫

çɹͳ͓ɺऔಘՁֹͱ݊໘ֹۚͱͷֹࠩͷ͏ͪۚརௐͱೝΊΒΕΔ
෦ʹ͍ͭͯঈݪ٫Ձ๏ʹΑΔऔಘՁֹͷमਖ਼Λ͍ͯͬߦ·͢ɻ

ʢ̏ʣۚમͷ৴ୗʢ߹ಉӡ༻Λআ͘ɻʣʹ͓͍ͯ৴ୗ࢈ࡒΛߏͯ͠
͍Δ༗Ձূ݊ͷධՁج४͓ΑͼධՁํ๏ɺ্هʢ̎ʣͷ༗Ձ
ূ݊ͱಉ༷ͷํ๏ʹΑ͓ͬͯΓɺ৴ୗͷܖ୯Ґ͝ͱʹ
ͷ৴ୗߏ࢈ࡒͰ͋Δ͓࢈ࢿΑͼෛ࠴ͷධՁֹͷ߹ֹܭΛ
ͬͯିआରরදʹ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

ʢ̐ʣσϦόςΟϒऔ引ͷධՁɺ࣌Ձ๏ʹΑΓ͍ͯͬߦ·͢ɻ
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ྩ̏ ྩ̐
ʢ̑ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈ٫ɺఆ๏ʢͨͩ͠ɺฏ��݄̐̍

Ҏ߱ʹऔಘͨ͠ݐʢݐෟଐઃඋΛআ͘ʣͳΒͼʹฏ��
݄̐̍Ҏ߱ʹऔಘͨ͠ݐෟଐઃඋ͓Αͼߏஙʹ͍ͭͯ
ఆֹ๏ʣΛ࠾༻͠ɺ͔࢈ࢿΒ্͍ͯ͠ܭֹͯ͠ݮ·͢ɻ

çɹɹ·ͨɺओͳ༻࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ɹɹɹɹݐɹɹɹ�ʙ ��
ɹɹɹɹͦͷଞɹɹ�ʙ ��
ʢ̒ʣແݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈ٫ɺఆֹ๏ʹΑΓঈ٫͍ͯ͠·͢ɻͦ

ͷ͏ͪࣗࣾར༻ͷιϑτΣΞʹ͍ͭͯձʹ͓͚Δར༻Մ
ؒظʢ�ʣʹ͍ͯͮجঈ٫͍ͯ͠·͢ɻ

ʢ̓ʣ֎՟࢈ࢿݐɺओͱܾͯ͠ࢉͷҝସ૬ʹΑΔԁֹࢉΛ
͍ͯ͠·͢ɻͳ͓ɺ֎՟ݐෛ࠴͋Γ·ͤΜɻ

ʢ̔ʣ引ۚͷํ্ܭ๏
çɹɹᶃɹି引ۚ
çɹɹɹɹି引ۚɺň࢈ࢿͷঈ٫ɾ引ཁྖŉ ʹଇΓɺ࣍ͷͱ

͓Γ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ
çɹɹɹɹਖ਼ৗઌ͓ݖ࠴Αͼཁҙઌݖ࠴ʢཁཧݖ࠴ΛؚΉɻʣʹ

૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺओͱͯ͠ޙࠓ�ؒͷ༧ଛֹࣦ
·ͨޙࠓ�ؒͷ༧ଛֹࣦΛࠐݟΜͰ্͓ͯ͠ܭΓɺ༧
ଛֹࣦɺ�ؒ·ͨ�ؒͷି࣮Λૅجͱͨ͠ି
࣮ͷաڈͷҰఆؒظʹ͓͚Δฏۉʹ͖ͮجଛࣦΛ
·ఆ͍ͯ͠ࢉΈඞཁͳमਖ਼ΛՃ͑ͯࠐݟΊɺ͜Εʹকདྷٻ
͢ɻഁݒ೦ઌݖ࠴ʹ૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺֹ͔ݖ࠴Β
୲อͷॲՄֹ͓ࠐݟΑͼอূʹΑΔճऩՄֹࠐݟΛ߇
আ͠ɺͦͷֹͷ͏ͪඞཁͱೝΊΔֹΛ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻഁ
ઌ͓ݖ࠴Αͼ࣮࣭ഁઌݖ࠴ʹ૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺ
ΑͼอূʹΑΔճऩՄֹ͓ࠐݟΒɺ୲อͷॲՄֹ͔ݖ࠴
ֹࠐݟΛ߇আֹͨ͠Λ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹɹɹͯ͢ͷݖ࠴ɺ࢈ࢿͷࣗࠪݾఆج४ʹ͖ͮجɺࠪ࢈ࢿఆ
෦ॺ͕ࠪ࢈ࢿఆΛ࣮͠ࢪɺ֘෦ॺ͔Βಠཱͨࠪ͠࢈ࢿ෦
ॺ͕ࠪఆ݁ՌΛ͍ࠪͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶄɹ༩引ۚ
çɹɹɹɹ༩引ۚɺ৬һͷ༩ͷࢧʹඋ͑ΔͨΊɺ৬һʹ

ର͢Δ༩ͷֹࠐݟڅࢧͷ͏ͪɺʹؼଐ͢ΔֹΛ্ܭ
͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶅɹୀ৬څ引ۚ
çɹɹɹɹୀ৬څ引ۚɺ৬һͷୀ৬څʹඋ͑ΔͨΊɺ

ʹ͓͚Δ৬һͷࣗݾ߹ୀ৬ͷ߹ͷཁֹڅࢧΛૅجͱ͠
ɻ͢·্͍ͯ͠ܭͯ

çɹɹᶆɹһୀ৬Қ࿑引ۚ
çɹɹɹɹһୀ৬Қ࿑引ۚɺһͷୀ৬Қ࿑ۚͷڅࢧʹඋ͑Δ

ͨΊɺʮһୀ৬Қ࿑ۚنఔʯʹ͖ͮجɺཁݟڅࢧ
ੵֹΛ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹᶇɹ૬ޓԉॿੵཱۚ
çɹɹɹɹ૬ޓԉॿੵཱۚɺ+"όϯΫͷ৴༻͢ࢿʹ্ΔͨΊɺʮࡾ

ॏݝ+"όϯΫࢧԉ੍ཁྖʯʹ্͍ͯ͠ܭ͖ͮج·͢ɻ
ʢ̕ʣফඅ੫ͷձܭॲཧ
çɹɹফඅ੫͓Αͼํফඅ੫ʢҎԼʮফඅ੫ʯͱ͍͏ɻʣͷձܭ

ॲཧɺ੫ൈํࣜʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ

ʢ̑ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈ٫ɺఆ๏ʢͨͩ͠ɺฏ��݄̐̍
Ҏ߱ʹऔಘͨ͠ݐʢݐෟଐઃඋΛআ͘ʣͳΒͼʹฏ��
݄̐̍Ҏ߱ʹऔಘͨ͠ݐෟଐઃඋ͓Αͼߏஙʹ͍ͭͯ
ఆֹ๏ʣΛ࠾༻͠ɺ͔࢈ࢿΒ্͍ͯ͠ܭֹͯ͠ݮ·͢ɻ

ɹɹ·ͨɺओͳ༻࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ɹɹɹɹݐɹɹɹ�ʙ ��
ɹɹɹɹͦͷଞɹɹ�ʙ ��
ʢ̒ʣແݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈ٫ɺఆֹ๏ʹΑΓঈ٫͍ͯ͠·͢ɻͦ

ͷ͏ͪࣗࣾར༻ͷιϑτΣΞʹ͍ͭͯձʹ͓͚Δར༻Մ
ؒظʢ�ʣʹ͍ͯͮجঈ٫͍ͯ͠·͢ɻ

ʢ̓ʣ֎՟࢈ࢿݐɺओͱܾͯ͠ࢉͷҝସ૬ʹΑΔԁֹࢉΛ
͍ͯ͠·͢ɻͳ͓ɺ֎՟ݐෛ࠴͋Γ·ͤΜɻ

ʢ̔ʣ引ۚͷํ্ܭ๏
çɹɹᶃɹି引ۚ
çɹɹɹɹି引ۚɺň࢈ࢿͷঈ٫ɾ引ཁྖŉ ʹଇΓɺ࣍ͷͱ

͓Γ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ
çɹɹɹɹਖ਼ৗઌ͓ݖ࠴Αͼཁҙઌݖ࠴ʢཁཧݖ࠴ΛؚΉɻʣʹ

૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺओͱͯ͠ޙࠓ�ؒͷ༧ଛֹࣦ
·ͨޙࠓ�ؒͷ༧ଛֹࣦΛࠐݟΜͰ্͓ͯ͠ܭΓɺ༧
ଛֹࣦɺ�ؒ·ͨ�ؒͷି࣮Λૅجͱͨ͠ି
࣮ͷաڈͷҰఆؒظʹ͓͚Δฏۉʹ͖ͮجଛࣦΛ
·ఆ͍ͯ͠ࢉΈඞཁͳमਖ਼ΛՃ͑ͯࠐݟΊɺ͜Εʹকདྷٻ
͢ɻഁݒ೦ઌݖ࠴ʹ૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺֹ͔ݖ࠴Β
୲อͷॲՄֹ͓ࠐݟΑͼอূʹΑΔճऩՄֹࠐݟΛ߇
আ͠ɺͦͷֹͷ͏ͪඞཁͱೝΊΔֹΛ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻഁ
ઌ͓ݖ࠴Αͼ࣮࣭ഁઌݖ࠴ʹ૬͢Δݖ࠴ʹ͍ͭͯɺ
ΑͼอূʹΑΔճऩՄֹ͓ࠐݟΒɺ୲อͷॲՄֹ͔ݖ࠴
ֹࠐݟΛ߇আֹͨ͠Λ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹɹɹͯ͢ͷݖ࠴ɺ࢈ࢿͷࣗࠪݾఆج४ʹ͖ͮجɺࠪ࢈ࢿఆ
෦ॺ͕ࠪ࢈ࢿఆΛ࣮͠ࢪɺ֘෦ॺ͔Βಠཱͨࠪ͠࢈ࢿ෦
ॺ͕ࠪఆ݁ՌΛ͍ࠪͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶄɹ༩引ۚ
çɹɹɹɹ༩引ۚɺ৬һͷ༩ͷࢧʹඋ͑ΔͨΊɺ৬һʹ

ର͢Δ༩ͷֹࠐݟڅࢧͷ͏ͪɺʹؼଐ͢ΔֹΛ্ܭ
͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶅɹୀ৬څ引ۚ
çɹɹɹɹୀ৬څ引ۚɺ৬һͷୀ৬څʹඋ͑ΔͨΊɺ

ʹ͓͚Δ৬һͷࣗݾ߹ୀ৬ͷ߹ͷཁֹڅࢧΛૅجͱ͠
ɻ͢·্͍ͯ͠ܭͯ

çɹɹᶆɹһୀ৬Қ࿑引ۚ
çɹɹɹɹһୀ৬Қ࿑引ۚɺһͷୀ৬Қ࿑ۚͷڅࢧʹඋ͑Δ

ͨΊɺʮһୀ৬Қ࿑ۚنఔʯʹ͖ͮجɺཁݟڅࢧ
ੵֹΛ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹᶇɹ૬ޓԉॿੵཱۚ
çɹɹɹɹ૬ޓԉॿੵཱۚɺ+"όϯΫͷ৴༻͢ࢿʹ্ΔͨΊɺʮࡾ

ॏݝ+̖όϯΫࢧԉ੍ཁྖʯʹ্͍ͯ͠ܭ͖ͮج·͢ɻ
ʢ̕ʣফඅ੫ͷձܭॲཧ
çɹɹফඅ੫͓Αͼํফඅ੫ʢҎԼʮফඅ੫ʯͱ͍͏ɻʣͷձܭ

ॲཧɺ੫ൈํࣜʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ
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ྩ̏ ྩ̐

２　会計方針の変更に関する事項
ʢ̍ʣऩӹೝࣝʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻
ɹʮऩӹೝࣝʹؔ͢Δձجܭ४ʯʢۀاձجܭ४ୈ��߸�����
݄̏��ɻҎԼʮऩӹೝࣝձجܭ४ʯͱ͍͏ɻʣ͓Αͼʮऩӹೝ
ࣝʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻ࢦʯʢۀاձجܭ४ద༻ࢦୈ��߸�
����݄̏��ʣΛͷظट͔Βద༻͠ɺଋͨ͠ࡒ·ͨ
αʔϏεͷࢧ͕ར༻ऀʹҠసͨ࣌͠Ͱɺ֘ࡒ·ͨαʔ
Ϗεͱަʹड͚औΔͱࠐݟ·ΕΔֹۚͰऩӹΛೝࣝ͢Δ͜ͱͱ
͠·ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷ݁Ռɺͷܦৗརӹ͓Αͼ੫引લརӹ༩͑ΔӨڹ
͋Γ·ͤΜɻͳ͓ɺظटͷརӹ༨ۚͷӨڹ͋Γ·ͤΜɻ

ʢ̎ʣ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻
ɹʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ʯʢۀاձجܭ४ୈ��߸ɹ����
݄̓̐ɻҎԼʮ࣌Ձࢉఆձجܭ४ʯͱ͍͏ɻʣΛͷظट
͔Βద༻͠ɺ࣌Ձࢉఆձجܭ४ୈ��߲͓Αͼʮۚ༥ʹؔ͢Δ
ձجܭ४ʯʢۀاձجܭ४ୈ��߸ɹ����݄̓̐ʣୈ����߲
ʹఆΊΔܦաతͳऔѻ͍ʹैͬͯɺ࣌Ձࢉఆձجܭ४͕ఆΊΔ
৽ͨͳձํܭΛɺকདྷʹΘͨͬͯద༻͢Δ͜ͱͱ͠·ͨ͠ɻͳ͓ɺ
͜ΕʹΑΔͷࢉܭॻྨͷӨڹ͋Γ·ͤΜɻ

３　会計上の見積りに関する事項
ɹձ্ܭͷੵݟΓʹΑΓʹ͔͔ΔࢉܭॻྨʹͦͷֹΛ্ܭ
߲ͨ͠Ͱ͋ͬͯɺཌʹ͔͔ΔࢉܭॻྨʹॏཁͳӨڹΛٴ΅
͢Մੑ͕͋Δͷɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

ʢ̍ʣି引ۚ
çɹɹᶃɹʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ্ֹͨ͠ܭ
çɹɹɹɹି引ۚɹ����ඦສԁ
çɹɹᶄɹࣝผ߲ͨ͠ʹ͔͔Δॏཁͳձ্ܭͷੵݟΓͷ༰ʹؔ͢

Δཧղʹ͢ࢿΔใ
çɹɹɹ̰ɹࢉग़ํ๏
çɹɹɹɹɹି引ۚͷࢉग़ํ๏ɺʮ̍�ॏཁͳձํܭʹؔ͢Δ

͍ͯ͠ࡌهʹ๏ᶃି引ۚʯํ্ܭʢ̔ʣ引ۚͷ߲ࣄ
·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹओཁͳԾఆ
çɹɹɹɹɹओཁͳԾఆɺʮ࠴ऀ۠ͷఆʹ͓͚Δିग़ઌͷক

དྷͷۀݟ௨͠ʯͰ͢ɻʮ࠴ऀ۠ͷఆʹ͓͚Δିग़
ઌͷকདྷͷۀݟ௨͠ʯɺ֤࠴ऀͷऩӹ֫ಘྗΛݸ
ผʹධՁ͠ɺઃఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹٴ΅͢Өڹ
çɹɹɹɹɹݸผିग़ઌͷۀมԽʹΑΓɺॳͷੵݟΓʹ༻͍ͨ

Ծఆ͕มԽͨ͠߹ɺཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ͓͚Δ
ି引ۚʹॏཁͳӨڹΛٴ΅͢Մੑ͕͋Γ·͢ɻ

ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձ
çɹɹᶃɹʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ্ֹͨ͠ܭ
çɹɹɹɹʮ̒�ۚ༥ʹؔ͢Δ߲ࣄʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢

Δ߲ࣄʯʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ
çɹɹᶄɹࣝผ߲ͨ͠ʹ͔͔Δॏཁͳձ্ܭͷੵݟΓͷ༰ʹؔ͢

Δཧղʹ͢ࢿΔใ
çɹɹɹ̰ɹࢉग़ํ๏
çɹɹɹɹɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉग़ํ๏ɺʮ̒�ۚ༥ʹؔ͢Δࣄ

߲ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄᶄۚ༥ͷ࣌Ձ

２　会計方針の変更に関する事項
ɹʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻ࢦʯʢۀاձجܭ४ద༻
ࢦ༺४దجܭఆձࢉՁ࣌ୈ��߸ɹ����݄̒��ɻҎԼʮࢦ
ʯͱ͍͏ɻʣΛͷظट͔Βద༻͠ɺ࣌Ձࢉఆձجܭ४ద༻
ܭఆձࢉՁ࣌աతͳऔΓѻ͍ʹैͬͯɺܦୈ����߲ʹఆΊΔࢦ
ΛকདྷʹΘͨͬͯద༻͢Δํܭ͕ఆΊΔ৽ͨͳձࢦ༺४దج
͜ͱͱ͍ͨ͠·ͨ͠ɻ͜ΕʹΑΔͷࢉܭॻྨͷӨڹ͋
Γ·ͤΜɻ

３　会計上の見積りに関する事項
ɹձ্ܭͷੵݟΓʹΑΓʹ͔͔ΔࢉܭॻྨʹͦͷֹΛ্ܭ
߲ͨ͠Ͱ͋ͬͯɺཌʹ͔͔ΔࢉܭॻྨʹॏཁͳӨڹΛٴ΅
͢Մੑ͕͋Δͷɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

ʢ̍ʣି引ۚ
çɹɹᶃɹʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ্ֹͨ͠ܭ
çɹɹɹɹି引ۚɹ����ඦສԁ
çɹɹᶄɹࣝผ߲ͨ͠ʹ͔͔Δॏཁͳձ্ܭͷੵݟΓͷ༰ʹؔ͢

Δཧղʹ͢ࢿΔใ
çɹɹɹ̰ɹࢉग़ํ๏
çɹɹɹɹɹି引ۚͷࢉग़ํ๏ɺʮ̍�ॏཁͳձํܭʹؔ͢Δ

͍ͯ͠ࡌهʹ๏ᶃି引ۚʯํ্ܭʢ̔ʣ引ۚͷ߲ࣄ
·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹओཁͳԾఆ
çɹɹɹɹɹओཁͳԾఆɺʮ࠴ऀ۠ͷఆʹ͓͚Δିग़ઌͷক

དྷͷۀݟ௨͠ʯͰ͢ɻʮ࠴ऀ۠ͷఆʹ͓͚Δିग़
ઌͷকདྷͷۀݟ௨͠ʯɺ֤࠴ऀͷऩӹ֫ಘྗΛݸ
ผʹධՁ͠ɺઃఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹٴ΅͢Өڹ
çɹɹɹɹɹݸผିग़ઌͷۀมԽʹΑΓɺॳͷੵݟΓʹ༻͍ͨ

Ծఆ͕มԽͨ͠߹ɺཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ͓͚Δ
ି引ۚʹॏཁͳӨڹΛٴ΅͢Մੑ͕͋Γ·͢ɻ

ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձ
çɹɹᶃɹʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹ্ֹͨ͠ܭ
çɹɹɹɹʮ̒�ۚ༥ʹؔ͢Δ߲ࣄʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢

Δ߲ࣄʯʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ
çɹɹᶄɹࣝผ߲ͨ͠ʹ͔͔Δॏཁͳձ্ܭͷੵݟΓͷ༰ʹؔ͢

Δཧղʹ͢ࢿΔใ
çɹɹɹ̰ɹࢉग़ํ๏
çɹɹɹɹɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉग़ํ๏ɺʮ̒�ۚ༥ʹؔ͢Δࣄ

߲ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄᶄۚ༥ͷ࣌Ձ
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ྩ̏ ྩ̐
ͷࢉఆʹ༻͍ͨධՁٕ๏ͷઆ໌ʯʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹओཁͳԾఆ
çɹɹɹɹɹओཁͳԾఆ࣌ՁධՁϞσϧʹ༻͍ΔΠϯϓοτͰ͋

Γɺҝସ૬ɺΠʔϧυΧʔϒɺ༗Ձূ݊ͷ࣌Ձͷࢢ
Ͱ·ͨؒతʹ؍ՄͳΠϯϓοτͷ΄͔ɺ૬ؔ
Ͱ͖ͳ͍Πϯϓο؍ͰࢢΓΛؚΉੵݟͷॏཁͳ
τΛ༻͢Δ߹͋Γ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹٴ΅͢Өڹ
çɹɹɹɹɹࢢڥͷมԽʹΑΓओཁͳԾఆͰ͋ΔΠϯϓοτ͕

มԽ͢Δ͜ͱʹΑΓɺۚ༥ͷ࣌Ձ͕૿͢ݮΔՄੑ͕
͋Γ·͢ɻ

４　貸借対照表に関する事項
ʢ̍ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈֹܭ٫ྦྷɺ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̎ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷѹॖهாֹɺ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̏ʣିआରরදʹݻ্ͨ͠ܭఆ࢈ࢿͷ΄͔ɺϦʔεܖʹΑΓ༻

͍ͯ͠Δॏཁͳݻఆ࢈ࢿͱͯ͠ं͕͋ΓɺະܦաϦʔεྉ
ߴ૬ֹɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

̍Ҏ ̍ ߹ɹܭ
ΦϖϨʔςΟϯάɾϦʔε ýúඦສԁ øûüඦສԁ ù÷Āඦສԁ

ʢ̐ʣ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿ
çɹɹɹ༗Ձূ݊ɹɹɹɹɹɹɹɹ�����ඦສԁ
çɹɹɹିग़ۚɹɹɹɹɹɹɹɹɹ������ඦສԁ
çɹɹ୲อ࢈ࢿʹରԠ͢Δ࠴
çɹɹɹି݊࠴आऔ引डೖ୲อۚɹ�����ඦສԁ
çɹɹɹआ༻ۚɹɹɹɹɹɹɹɹɹ������ඦສԁ
çɹɹ্هͷ΄͔ɺ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿҝସܾࡁɺެܾۚࡁͷ

औ引ͷ୲อͱͯ͠ɺ༬͚ۚ�����ඦສԁɺ༗Ձূ݊���ඦສ
ԁΛࠩ͠ೖΕ͍ͯ·͢ɻ

ʢ̑ʣແ୲อͷফඅିआܖʢି݊࠴आऔ引ʣʹΑΓି͚͍ͯ͠Δ
༗Ձূ͕͓݊࠴ࠃΑͼ֎ܭ߹ʹ݊ূࠃ�����ඦສԁؚ·Εͯ
͍·͢ɻ

ʢ̒ʣࢠձࣾʹର͢Δۚમݖ࠴ͷ૯ֹ����ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̓ʣࢠձࣾʹର͢Δۚમ࠴ͷ૯ֹ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̔ʣཧࣄɺܦӦཧҕһ͓Αͼࣄͱͷؒͷऔ引ʹΑΔۚમݖ࠴ɾ

औ引ؚ͏ߦʹͷͨΊऀࡾ͋Γ·ͤΜɻͳ͓ɺһ͕ୈ࠴
Ί͓ͯΓ·ͤΜɻ

ʢ̕ʣഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔֹݖ࠴ɺֹ͓ݖ࠴ݥةΑͼ
ͦͷ߹ֹܭ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻͳ͓ɺ݄ࡾҎ্Ԇֹݖ࠴ɺି
ग़݅؇ֹݖ࠴͋Γ·ͤΜɻ

çɹɹɹഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔֹݖ࠴ɹɹ���ඦສԁ
çɹɹɹֹݖ࠴ݥةɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ����ඦສԁ
çɹɹɹ߹ֹܭɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ����ඦສԁ
çɹɹഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ͱɺഁ࢈खଓ։࢝ɺ

Ӧഁܦ༝ʹΑΓࣄͷਃཱͯͷ࢝ੜखଓ։࠶ɺ࢝ੜखଓ։ߋ
ʹ͍ؕͬͯΔ࠴ऀʹର͢Δ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴Ͱ
͢ɻ

çɹɹݖ࠴ݥةͱɺ࠴ऀ͕ܦӦഁͷঢ়ଶʹ͍ͯͬࢸͳ͍͕ɺ
ຊͷݩͷݖ࠴ͨͬैʹܖӦ͕ѱԽ͠ɺܦঢ়ଶ͓Αͼࡒ
ճऩ͓ΑͼརଉͷडऔΓ͕Ͱ͖ͳ͍Մੑͷݖ࠴͍ߴͰഁߋ࢈

ͷࢉఆʹ༻͍ͨධՁٕ๏ͷઆ໌ʯʹ͍ͯ͠ࡌه·͢ɻ
çɹɹɹ̱ɹओཁͳԾఆ
çɹɹɹɹɹओཁͳԾఆ࣌ՁධՁϞσϧʹ༻͍ΔΠϯϓοτͰ͋

Γɺҝସ૬ɺΠʔϧυΧʔϒɺ༗Ձূ݊ͷ࣌Ձͷࢢ
Ͱ·ͨؒతʹ؍ՄͳΠϯϓοτͷ΄͔ɺ૬ؔ
Ͱ͖ͳ͍Πϯϓο؍ͰࢢΓΛؚΉੵݟͷॏཁͳ
τΛ༻͢Δ߹͋Γ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹཌʹ͔͔Δࢉܭॻྨʹٴ΅͢Өڹ
çɹɹɹɹɹࢢڥͷมԽʹΑΓओཁͳԾఆͰ͋ΔΠϯϓοτ͕

มԽ͢Δ͜ͱʹΑΓɺۚ༥ͷ࣌Ձ͕૿͢ݮΔՄੑ͕
͋Γ·͢ɻ

４　貸借対照表に関する事項
ʢ̍ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷݮՁঈֹܭ٫ྦྷɺ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̎ʣ༗ݻܗఆ࢈ࢿͷѹॖهாֹɺ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̏ʣିआରরදʹݻ্ͨ͠ܭఆ࢈ࢿͷ΄͔ɺϦʔεܖʹΑΓ༻

͍ͯ͠Δॏཁͳݻఆ࢈ࢿͱͯ͠ं͕͋ΓɺະܦաϦʔεྉ
ߴ૬ֹɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

̍Ҏ ̍ ߹ɹܭ
ΦϖϨʔςΟϯάɾϦʔε ýùඦສԁ ø÷øඦສԁ øýúඦສԁ

ʢ̐ʣ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿ
çɹɹɹ༗Ձূ݊ɹɹɹɹɹɹɹɹ�����ඦສԁ
çɹɹ୲อ࢈ࢿʹରԠ͢Δ࠴
çɹɹɹି݊࠴आऔ引डೖ୲อۚɹ�����ඦສԁ
çɹɹ্هͷ΄͔ɺ୲อʹ͍ͯ͠ڙΔ࢈ࢿҝସܾࡁɺެܾۚࡁͷ

औ引ͷ୲อͱͯ͠ɺ༬͚ۚ�����ඦສԁɺ༗Ձূ݊���ඦສ
ԁΛࠩ͠ೖΕ͍ͯ·͢ɻ

ʢ̑ʣແ୲อͷফඅିआܖʢି݊࠴आऔ引ʣʹΑΓି͚͍ͯ͠Δ
༗Ձূ͕͓݊࠴ࠃΑͼ֎ܭ߹ʹ݊ূࠃ�����ඦສԁؚ·Εͯ
͍·͢ɻ

ʢ̒ʣࢠձࣾʹର͢Δۚમݖ࠴ͷ૯ֹ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̓ʣࢠձࣾʹର͢Δۚમ࠴ͷ૯ֹ���ඦສԁͰ͢ɻ
ʢ̔ʣཧࣄɺܦӦཧҕһ͓Αͼࣄͱͷؒͷऔ引ʹΑΔۚમݖ࠴ɾ

औ引ؚ͏ߦʹͷͨΊऀࡾ͋Γ·ͤΜɻͳ͓ɺһ͕ୈ࠴
Ί͓ͯΓ·ͤΜɻ

ʢ̕ʣഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔֹݖ࠴ɺֹ͓ݖ࠴ݥةΑͼ
ͦͷ߹ֹܭ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻͳ͓ɺ݄ࡾҎ্Ԇֹݖ࠴ɺି
ग़݅؇ֹݖ࠴͋Γ·ͤΜɻ

çɹɹɹഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔֹݖ࠴ɹɹ���ඦສԁ
çɹɹɹֹݖ࠴ݥةɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ����ඦສԁ
çɹɹɹ߹ֹܭɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ����ඦສԁ
çɹɹഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ͱɺഁ࢈खଓ։࢝ɺ

Ӧഁܦ༝ʹΑΓࣄͷਃཱͯͷ࢝ੜखଓ։࠶ɺ࢝ੜखଓ։ߋ
ʹ͍ؕͬͯΔ࠴ऀʹର͢Δ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴Ͱ
͢ɻ

çɹɹݖ࠴ݥةͱɺ࠴ऀ͕ܦӦഁͷঢ়ଶʹ͍ͯͬࢸͳ͍͕ɺ
ຊͷݩͷݖ࠴ͨͬैʹܖӦ͕ѱԽ͠ɺܦঢ়ଶ͓Αͼࡒ
ճऩ͓ΑͼརଉͷडऔΓ͕Ͱ͖ͳ͍Մੑͷݖ࠴͍ߴͰഁߋ࢈
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ྩ̏ ྩ̐
ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ʹ֘͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ
ͷࢧ͕ఆࢧຊ·ͨརଉͷݩͱɺݖ࠴Ҏ্Ԇ݄ࡾ
ཌ͔Β݄ࡾҎ্Ԇ͍ͯ͠Δିग़ۚͰഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜
ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ͳΒͼʹݖ࠴ݥةʹ֘͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ
ିग़݅؇ݖ࠴ͱɺ࠴ऀͷܦӦݐ࠶·ͨࢧԉΛਤΔ͜
ͱΛతͱͯ͠ɺۚརͷݮ໔ɺརଉͷࢧ༛༧ɺݩຊͷฦࡁ༛
༧ɺͦغ์ݖ࠴ͷଞͷ࠴ऀʹ༗རͱͳΔऔܾΊΛିͨͬߦग़
ۚͰഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ɺݖ࠴ݥةͳΒͼ
͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ֘ʹݖ࠴Ҏ্Ԇ݄ࡾʹ

çɹɹͳ͓ɺ্ֹݖ࠴هɺି引ۚ߇আલͷֹۚͰ͢ɻ
çɹɹʢදࣔํ๏ͷมߋʣ
çɹɹ�ྩ���݄��ʹެ͞Εͨڠۀಉ߹๏نߦࢪଇͷվ

ਖ਼ʹΑΓɺैདྷͷϦεΫཧݖ࠴ͱۚ༥࠶ੜ๏։͕ࣔݖ࠴Ұຊ
Խ͞ΕϦεΫཧݖ࠴ͷൣғݖ࠴ͷྨɺۚ༥࠶ੜ๏։ࣔ
ʣߦࢪͱ࣮࣭తʹಉҰͱͳΓ·ͨ͠ɻʢྩ��݄��ݖ࠴

ʢø÷ʣׂ引खܗɺۀछผҕһձ࣮ࢦୈ��߸ʹ͖ͮجɺۚ༥औ
引ͱͯ͠ॲཧ͍ͯ͠·͢ɻ͜ΕʹΑΓड͚ೖΕͨۀखܗɺ
ࣗ༝ʹॲͰ͖ΔݖརΛ༗͍ͯ͠·͕͢ɺͦͷֹ໘ֹۚ��
ඦສԁͰ͢ɻ

ʢøøʣି࠲ӽܖ͓Αͼିۚʹ͔͔ΔίϛοτϝϯτϥΠϯܖ
ɺ٬͔ސΒͷ༥ߦ࣮ࢿͷਃ͠ग़Λड͚ͨ߹ʹɺܖ্نఆ
͞Εͨ݅ʹ͍ͭͯҧ͕ͳ͍ݶΓɺҰఆͷݶֹ·ͰۚࢿΛ
ି͚Δ͜ͱΛ͢ΔܖͰ͢ɻ͜ΕΒͷܖʹ͔͔Δ༥ࢿະ
��ɺߴߦ࣮���ඦສԁͰ͢ɻ

ʢøùʣିग़ۚʹɺଞͷݖ࠴ΑΓ࠴ͷཤޙ͕ߦॱҐͰ͋Δࢫͷಛ
͕͞Εͨྼޙಛିग़ۚ�����ඦສԁؚ͕·Ε͍ͯ·
͢ɻ

５　損益計算書に関する事項
ʢ̍ʣࢠձࣾͱͷऔ引ʹΑΔऩӹ૯ֹ �ඦສԁ
ɹɹɹɹ͏ͪۀࣄऔ引ߴ �ඦສԁ
ʢ̎ʣࢠձࣾͱͷऔ引ʹΑΔඅ༻૯ֹ ���ඦສԁ
ɹɹɹɹ͏ͪۀࣄऔ引ߴ ���ඦສԁ
ʢ̏ʣʹ͓͍ͯɺҎԼͷ৬һྈʹ͔͔Δ࢈ࢿʹ͍ͭͯɺݮଛ

ଛࣦΛ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ
ओͳ༻్ छྨ ॴ ଛଛࣦݮ
࢈ࢿ༺ۀ  ࢢ ��ඦສԁ
߹ɹɹɹܭ� � � ��ඦສԁ

çɹɹۀ༻࢈ࢿʹ͍ͭͯɺΩϟογϡɾϑϩʔͷ૬͓ੑิޓΑ
ͼػಛੑΛצҊͷ͏͑Ұఆͷ୯ҐͰάϧʔϐϯάΛ͍ͯ͠
·͢ɻͳ͓ɺ৬һྈʹ͍ͭͯɺྩ��݄��ͰͷดΛ
ܾఆͨ͜͠ͱ͔Βɺͦͷؔ࿈࢈ࢿΛݸผ࢈ࢿͱͯ͠άϧʔϐϯ
ά͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹ্هͷ࢈ࢿாՁֹΛճऩՄՁֹ·Ͱֹ͠ݮɺ֘ݮগֹ
Λݮଛଛࣦͱͯ͠ಛผଛࣦʹ্͍ͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹͷݮଛଛࣦͷଌఆʹ༻ͨ͠ճऩՄՁֹਖ਼ຯച٫Ձ
ֹͰ͢ɻਖ਼ຯച٫Ձֹෆಈ࢈ձ͔ࣾΒͷࠪఆՁ֨ʹࢉ͖ͮج
ఆ͍ͯ͠·͢ɻ

ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ʹ֘͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ
çɹɹ݄ࡾҎ্Ԇݖ࠴ͱɺݩຊ·ͨརଉͷࢧ͕ఆࢧͷ

ཌ͔Β݄ࡾҎ্Ԇ͍ͯ͠Δିग़ۚͰഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜
ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ͳΒͼʹݖ࠴ݥةʹ֘͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ

çɹɹିग़݅؇ݖ࠴ͱɺ࠴ऀͷܦӦݐ࠶·ͨࢧԉΛਤΔ͜
ͱΛతͱͯ͠ɺۚརͷݮ໔ɺརଉͷࢧ༛༧ɺݩຊͷฦࡁ༛
༧ɺͦغ์ݖ࠴ͷଞͷ࠴ऀʹ༗རͱͳΔऔܾΊΛିͨͬߦग़
ۚͰഁߋ࢈ੜ͓ݖ࠴Αͼ͜ΕΒʹ४ͣΔݖ࠴ɺݖ࠴ݥةͳΒͼ
͠ͳ͍ͷͰ͢ɻ֘ʹݖ࠴Ҏ্Ԇ݄ࡾʹ

çɹɹͳ͓ɺ্ֹݖ࠴هɺି引ۚ߇আલͷֹۚͰ͢ɻ

ʢø÷ʣׂ引खܗɺۀछผҕһձ࣮ࢦୈ��߸ʹ͖ͮجɺۚ༥औ
引ͱͯ͠ॲཧ͍ͯ͠·͢ɻ͜ΕʹΑΓड͚ೖΕͨۀखܗɺ
ࣗ༝ʹॲͰ͖ΔݖརΛ༗͍ͯ͠·͕͢ɺͦͷֹ໘ֹۚ��
ඦສԁͰ͢ɻ

ʢøøʣି࠲ӽܖ͓Αͼିۚʹ͔͔ΔίϛοτϝϯτϥΠϯܖ
ɺ٬͔ސΒͷ༥ߦ࣮ࢿͷਃ͠ग़Λड͚ͨ߹ʹɺܖ্نఆ
͞Εͨ݅ʹ͍ͭͯҧ͕ͳ͍ݶΓɺҰఆͷݶֹ·ͰۚࢿΛ
ି͚Δ͜ͱΛ͢ΔܖͰ͢ɻ͜ΕΒͷܖʹ͔͔Δ༥ࢿະ
��ɺߴߦ࣮���ඦສԁͰ͢ɻ

ʢøùʣିग़ۚʹɺଞͷݖ࠴ΑΓ࠴ͷཤޙ͕ߦॱҐͰ͋Δࢫͷಛ
͕͞Εͨྼޙಛିग़ۚ�����ඦສԁؚ͕·Ε͍ͯ·
͢ɻ

５　損益計算書に関する事項
ʢ̍ʣࢠձࣾͱͷऔ引ʹΑΔऩӹ૯ֹ �ඦສԁ
ɹɹɹɹ͏ͪۀࣄऔ引ߴ �ඦສԁ
ʢ̎ʣࢠձࣾͱͷऔ引ʹΑΔඅ༻૯ֹ ���ඦສԁ
ɹɹɹɹ͏ͪۀࣄऔ引ߴ ���ඦສԁ
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ྩ̏ ྩ̐

６　金融商品に関する事項
ʢ̍ʣۚ༥ͷঢ়گʹؔ͢Δ߲ࣄ
çɹɹᶃɹۚ༥ʹର͢Δऔํ
çɹɹɹɹձɺࡾॏݝΛ۠ۀࣄҬͱͯ͠ɺݩͷ+"͕ձһͱ

ͳͬͯӡӦ͞Ε͍ͯΔ૬ޓැॿܕͷۀઐۚ༥ؔػͰ͋
ΓɺҬࡁܦͷੑ׆Խʹ͢ࢿΔҬۚ༥ؔػͰ͢ɻ

çɹɹɹɹ+"ɺՈ߹һҬ͔Β༬͔ͬͨஷۚΛࢿݪʹɺ
Ո߹һҬି͚ɺͦͷΓΛձ͕༬͔ΔΈͱ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹձͰɺ͜ΕΛࢿݪͱͯ͠ɺۚࢿΛඞཁͱ͢Δ+"
ஂମɺۀاͷݝɾஂମ͓Αͼɺۀا࿈͢Δؔʹۀ
ɻ͢·͍ͯͬߦମͳͲʹିΛஂڞެํ

çɹɹɹɹ·ͨɺۚࢿͨͬྛதԝۚݿʹ༬͚ೖΕΔ΄͔ɺ࠴ࠃ
ํ࠴ͷ݊࠴ɺࢿ৴ୗɺࣜגͷ༗Ձূ݊ʹΑΔӡ༻
Λ͍ͯͬߦ·͢ɻ

çɹɹᶄɹۚ༥ͷ༰͓ΑͼͦͷϦεΫ
çɹɹɹɹձ͕อ༗͢Δۚ༥࢈ࢿɺओͱͯ͠ݝͷऔ引ઌʹର͢

Δିग़ۚʢି࠲ӽܖ͓Αͼିग़ίϛοτϝϯτΛؚΉʣɺ
ۚમͷ৴ୗ͓Αͼ༗Ձূ݊Ͱ͋Γɺିग़ۚɺ٬ސͷܖෆ
ཤߦʹΑͬͯͨΒ͞ΕΔ৴༻ϦεΫʹ͞ࡽΕ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹ·ͨɺۚમͷ৴ୗ͓Αͼ༗Ձূ݊ɺओʹࣜגɺ݊࠴ɺ
อ༗తɺظͰӡ༻͓ͯ͠Γɺຬ࢈ࢿ৴ୗɺΦϧλφςΟϒࢿ
७ࢿతʢӡ༻త͓ΑͼͦͷଞతʣͰอ༗͍ͯ͠·͢ɻ
͜ΕΒɺͦΕͧΕൃߦମͷ৴༻ϦεΫ͓ΑͼۚརͷมಈϦ
εΫɺࢢՁ֨ͷมಈϦεΫʹ͞ࡽΕ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹआ༻ۚɺྛதԝ͔ۚݿΒआΓೖΕͨۜج൫ڧԽ
ԉࢧછରԠۚ༥ײίϩφΠϧεܕΑͼۜ৽͓ۚࢿԉࢧ
ಛผΦϖϨʔγϣϯʹۚࢿͮ͘جͰ͢ɻ

çɹɹɹɹσϦόςΟϒऔ引ʹɺͦͷଞ༗Ձূ݊Ͱอ༗͢Δ݊࠴ɺ
Δઌऔ引͓Αͼ͍ͯͬߦͷϦεΫϔοδΛతͱͯࣜ͠ג
อ༗༗Ձূ݊ͷӡ༻ޮ্Λతͱ͍ͯͯͬ͠ߦΔΦϓ
γϣϯऔ引͕͋Γ·͢ɻ

çɹɹᶅɹۚ༥ʹ͔͔ΔϦεΫཧମ੍
çɹɹɹ̰ɹ৴༻ϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺϦεΫཧجຊํ͓Αͼ৴༻ϦεΫʹؔ͢Δ

ཧॾنఔʹै͍ɺିग़ۚͷ৴༻ϦεΫཧʹ͍ͭͯɺ
ֹɺ৴༻ใཧɺݶผҊ݅͝ͱͷ༩৴৹ࠪɺ༩৴ݸ
෦֨ɺอূ୲อͷઃఆɺݖ࠴ͷରԠͳͲ༩৴
ཧʹؔ͢Δମ੍Λඋ͠ӡӦ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ͷൃߦମͷ৴༻ϦεΫʹؔͯ͠ɺ৴༻ใ
.-"ϦεΫཧҕһձ͓Αͼ͍ߦʹతظՁͷѲΛఆ࣌
ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ৴༻ϦεΫऔ引ʹ͔͔Δؒͷӡ༻ํɺاըձٞ
·ͨ"-.ҕһձʹ͓͍ͯ৹ٞͷ͏͑ɺཧࣄձʹ͓͍ͯ
ܾఆ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺϦεΫཧҕһձΛຖ݄։͠࠵ɺ
ձ͕อ༗͢ΔϦεΫྔϦεΫ༰ΛѲ͢Δͱͱ
ʹɺঢ়گʹԠͯ͡ରԠํΛ͍ͯٞ͠ڠ·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹࢢϦεΫͷཧ
çɹɹɹʢ̰ʣɹۚརϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺ"-.ʹΑͬͯۚརͷมಈϦεΫΛཧ͍ͯ͠

·͢ɻ

６　金融商品に関する事項
ʢ̍ʣۚ༥ͷঢ়گʹؔ͢Δ߲ࣄ
çɹɹᶃɹۚ༥ʹର͢Δऔํ
çɹɹɹɹձɺࡾॏݝΛ۠ۀࣄҬͱͯ͠ɺݩͷ+"͕ձһͱ

ͳͬͯӡӦ͞Ε͍ͯΔ૬ޓැॿܕͷۀઐۚ༥ؔػͰ͋
ΓɺҬࡁܦͷੑ׆Խʹ͢ࢿΔҬۚ༥ؔػͰ͢ɻ

çɹɹɹɹ+"ɺՈ߹һҬ͔Β༬͔ͬͨஷۚΛࢿݪʹɺ
Ո߹һҬି͚ɺͦͷΓΛձ͕༬͔ΔΈͱ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹձͰɺ͜ΕΛࢿݪͱͯ͠ɺۚࢿΛඞཁͱ͢Δ+"
ஂମɺۀاͷݝɾஂମ͓Αͼɺۀا࿈͢Δؔʹۀ
ɻ͢·͍ͯͬߦମͳͲʹିΛஂڞެํ

çɹɹɹɹ·ͨɺۚࢿͨͬྛதԝۚݿʹ༬͚ೖΕΔ΄͔ɺ࠴ࠃ
ํ࠴ͷ݊࠴ɺࢿ৴ୗɺࣜגͷ༗Ձূ݊ʹΑΔӡ༻
Λ͍ͯͬߦ·͢ɻ

çɹɹᶄɹۚ༥ͷ༰͓ΑͼͦͷϦεΫ
çɹɹɹɹձ͕อ༗͢Δۚ༥࢈ࢿɺओͱͯ͠ݝͷऔ引ઌʹର͢

Δିग़ۚʢି࠲ӽܖ͓Αͼିग़ίϛοτϝϯτΛؚΉʣɺ
ۚમͷ৴ୗ͓Αͼ༗Ձূ݊Ͱ͋Γɺିग़ۚɺ٬ސͷܖෆ
ཤߦʹΑͬͯͨΒ͞ΕΔ৴༻ϦεΫʹ͞ࡽΕ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹ·ͨɺۚમͷ৴ୗ͓Αͼ༗Ձূ݊ɺओʹࣜגɺ݊࠴ɺ
อ༗తɺظͰӡ༻͓ͯ͠Γɺຬ࢈ࢿ৴ୗɺΦϧλφςΟϒࢿ
७ࢿతʢӡ༻త͓ΑͼͦͷଞతʣͰอ༗͍ͯ͠·͢ɻ
͜ΕΒɺͦΕͧΕൃߦମͷ৴༻ϦεΫ͓ΑͼۚརͷมಈϦ
εΫɺࢢՁ֨ͷมಈϦεΫʹ͞ࡽΕ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹआ༻ۚɺྛதԝ͔ۚݿΒआΓೖΕͨۜج൫ڧԽ
ԉࢧછରԠۚ༥ײίϩφΠϧεܕΑͼۜ৽͓ۚࢿԉࢧ
ಛผΦϖϨʔγϣϯʹۚࢿͮ͘جͰ͢ɻ

çɹɹɹɹσϦόςΟϒऔ引ʹɺͦͷଞ༗Ձূ݊Ͱอ༗͢Δ݊࠴ɺ
Δઌऔ引͓Αͼ͍ͯͬߦͷϦεΫϔοδΛతͱͯࣜ͠ג
อ༗༗Ձূ݊ͷӡ༻ޮ্Λతͱ͍ͯͯͬ͠ߦΔΦϓ
γϣϯऔ引͕͋Γ·͢ɻ

çɹɹᶅɹۚ༥ʹ͔͔ΔϦεΫཧମ੍
çɹɹɹ̰ɹ৴༻ϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺϦεΫཧجຊํ͓Αͼ৴༻ϦεΫʹؔ͢Δ

ཧॾنఔʹै͍ɺିग़ۚͷ৴༻ϦεΫཧʹ͍ͭͯɺ
ֹɺ৴༻ใཧɺݶผҊ݅͝ͱͷ༩৴৹ࠪɺ༩৴ݸ
෦֨ɺอূ୲อͷઃఆɺݖ࠴ͷରԠͳͲ༩৴
ཧʹؔ͢Δମ੍Λඋ͠ӡӦ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ͷൃߦମͷ৴༻ϦεΫʹؔͯ͠ɺ৴༻ใ
.-"ϦεΫཧҕһձ͓Αͼ͍ߦʹతظՁͷѲΛఆ࣌
ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ৴༻ϦεΫऔ引ʹ͔͔Δؒͷӡ༻ํɺاըձٞ
·ͨ"-.ҕһձʹ͓͍ͯ৹ٞͷ͏͑ɺཧࣄձʹ͓͍ͯ
ܾఆ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺϦεΫཧҕһձΛຖ݄։͠࠵ɺ
ձ͕อ༗͢ΔϦεΫྔϦεΫ༰ΛѲ͢Δͱͱ
ʹɺঢ়گʹԠͯ͡ରԠํΛ͍ͯٞ͠ڠ·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹࢢϦεΫͷཧ
çɹɹɹʢ̰ʣɹۚརϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺ"-.ʹΑͬͯۚརͷมಈϦεΫΛཧ͍ͯ͠

·͢ɻ
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ྩ̏ ྩ̐
çɹɹɹɹɹ"-.ʹؔ͢Δنఔʹ͓͍ͯɺϦεΫཧํ๏खଓ

ͷৄࡉΛ໌͓ͯ͠هΓɺ"-.ҕһձʹ͓͍ͯํΛڠ
ٞ͠ɺӡӦঢ়گʢํࢿ"-.ҕһձͷओཁܾఆ߲ࣄɺ
໘ͷݟ௨͠ʣʹ͍ͭͯɺຖ݄ཧࣄձ͓ΑͼܦӦཧҕ
һձʹใ͢ࠂΔମ੍Λͱ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ·ͨɺۚ༥͓࢈ࢿΑͼෛ࠴ͷۚརؒظΛ૯߹తʹѲ
͠ɺۚརײԠੳʹΑΓϞχλϦϯάΛ͍ߦɺఆظత
ʹ"-.ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹʢ̱ʣɹҝସϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺ༗Ձূ݊ͷҝସมಈϦεΫʹؔͯ͠ɺݸผͷҊ

݅͝ͱʹཧ͓ͯ͠Γɺ࣌ՁͷѲΛఆظతʹ͍ߦ"-.
ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹʢ̲ʣɹՁ֨มಈϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ΛؚΉࢿͷอ༗ʹ͍ͭͯɺ"-.ҕһ

ձͰํͨٞ͠ڠʹ͖ͮجɺཧࣄձͷಜͷԼɺ༨༟ۚӡ
ΘΕ͍ͯ·͢ɻߦ͍ैʹఔن༺

çɹɹɹɹɹӡ༻ʹ͋ͨͬͯɺӡ༻ݶֹΛઃఆ͠ɺܧଓతͳϞχ
λϦϯάΛ௨ͯ͡ɺՁ֨มಈϦεΫͷܰݮΛਤ͍ͬͯ·͢ɻ
·ͨɺϦεΫཧ౷ׅ෦͓Αͼ༗Ձূ݊ӡ༻෦Ͱͬߦ
ͨϦεΫੳͷ݁Ռʹ͍ͭͯɺϦεΫཧҕһձ͓Αͼ
"-.ҕһձʹใ͠ࠂɺӡ༻ํͷٞڠΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ͜ͷ΄͔ɺ૯෦Ͱอ༗͍ͯ͠Δ֎෦ग़ࢿͷଟ͘ɺ
ਪਐతͰอ༗͍ͯ͠ΔͷͰ͋Γɺऔ引ઌͷۀࣄ্ۀ
ͳͲΛϞχλϦϯά͍ͯ͠·͢ɻگঢ়ࡒڥࢢ

çɹɹɹʢ̳ʣɹσϦόςΟϒऔ引
çɹɹɹɹɹσϦόςΟϒऔ引ʹؔͯ͠ɺऔ引ͷࣥߦɺϞχλϦϯ

άɺࣄॲཧʹؔ͢Δ෦ΛͦΕͧΕ͠෦੍ݗΛ֬
ཱͯ͠ཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹʢ̴ʣɹࢢϦεΫʹ͔͔Δఆྔతใ
çɹɹɹɹɹձʹ͓͍ͯɺओཁͳϦεΫมͰ͋ΔۚརϦεΫͷӨ

Λड͚ΔओͨΔۚ༥ɺʮ༬͚ۚʯɺʮିग़ۚʯɺʮ༗ڹ
Ձূ݊ʯͷͦͷଞ༗Ձূ͓݊Αͼຬظอ༗తʹྨ͞Ε
Δ݊࠴ɺʮஷۚʯͰ͢ɻ

çɹɹɹɹɹձͰɺ͜ΕΒͷۚ༥͓࢈ࢿΑͼۚ༥ෛ࠴ʹ͍ͭͯɺ
ଌ͠ɺऔಘͨ͠ϦεΫܭͰ࣍ϦεΫྔΛ7B3ʹΑΓ݄ࢢ
ྔ͕ϦεΫݶֹͷൣғͱͳΔΑ͏ཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹ ձͷ7B3ڞࢄࢄ๏ʢ৴པ۠ؒ���ɺ؍ଌؒظ�
ɺอ༗ؒظɿ༗Ձূ݊��Ӧۀɺ༬͚ۚ���Ӧۀʣ
ʹΑΓࢉग़͓ͯ͠Γɺྩ��݄��ࡏݱͰձͷࢢ
ϦεΫ ʢྔଛֹࣦͷਪܭʣɺશମͰ�����ඦສԁͰ͢ɻ

çɹɹɹɹɹͳ͓ɺձͰɺόοΫςετΛ࣮ࢪͷ͏͑ɺ7B3ܭଌ
ϞσϧͷଥੑΛ͍ͯ͠ূݕ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹͨͩ͠ɺ7B3աڈͷ૬มಈΛϕʔεʹ౷ܭతʹࢉग़
ͨ͠Ұఆͷൃੜ֬ͰͷࢢϦεΫΛܭଌ͓ͯ͠Γɺ௨ৗ
Ͱ͑ߟΒΕͳ͍΄Ͳࢢܹ͕ڥม͢Δঢ়گԼʹ͓͚Δ
ϦεΫัଊͰ͖ͳ͍߹͕͋Γ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹۚࢿௐୡʹ͔͔ΔྲྀಈੑϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺ"-.Λ௨ͯ͡ɺదۚࢿʹ࣌ཧΛ͏ߦ΄͔ɺ

ͷௐୡόϥϯεௐͳͲʹΑྀͬͨ͠ߟΛڥࢢ
ͯɺྲྀಈੑϦεΫΛཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶆɹۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄʹ͍ͭͯͷิઆ໌

çɹɹɹɹɹ"-.ʹؔ͢Δنఔʹ͓͍ͯɺϦεΫཧํ๏खଓ
ͷৄࡉΛ໌͓ͯ͠هΓɺ"-.ҕһձʹ͓͍ͯํΛڠ
ٞ͠ɺӡӦঢ়گʢํࢿ"-.ҕһձͷओཁܾఆ߲ࣄɺ
໘ͷݟ௨͠ʣʹ͍ͭͯɺຖ݄ཧࣄձ͓ΑͼܦӦཧҕ
һձʹใ͢ࠂΔମ੍Λͱ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ·ͨɺۚ༥͓࢈ࢿΑͼෛ࠴ͷۚརؒظΛ૯߹తʹѲ
͠ɺۚརײԠੳʹΑΓϞχλϦϯάΛ͍ߦɺఆظత
ʹ"-.ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹʢ̱ʣɹҝସϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹձɺ༗Ձূ݊ͷҝସมಈϦεΫʹؔͯ͠ɺݸผͷҊ

݅͝ͱʹཧ͓ͯ͠Γɺ࣌ՁͷѲΛఆظతʹ͍ߦ"-.
ҕһձʹใ͍ͯ͠ࠂ·͢ɻ

çɹɹɹʢ̲ʣɹՁ֨มಈϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ΛؚΉࢿͷอ༗ʹ͍ͭͯɺ"-.ҕһ

ձͰํͨٞ͠ڠʹ͖ͮجɺཧࣄձͷಜͷԼɺ༨༟ۚӡ
ΘΕ͍ͯ·͢ɻߦ͍ैʹఔن༺

çɹɹɹɹɹӡ༻ʹ͋ͨͬͯɺӡ༻ݶֹΛઃఆ͠ɺܧଓతͳϞχ
λϦϯάΛ௨ͯ͡ɺՁ֨มಈϦεΫͷܰݮΛਤ͍ͬͯ·͢ɻ
·ͨɺϦεΫཧ౷ׅ෦͓Αͼ༗Ձূ݊ӡ༻෦Ͱͬߦ
ͨϦεΫੳͷ݁Ռʹ͍ͭͯɺϦεΫཧҕһձ͓Αͼ
"-.ҕһձʹใ͠ࠂɺӡ༻ํͷٞڠΛ͍ͯͬߦ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ͜ͷ΄͔ɺ૯෦Ͱอ༗͍ͯ͠Δ֎෦ग़ࢿͷଟ͘ɺ
ਪਐతͰอ༗͍ͯ͠ΔͷͰ͋Γɺऔ引ઌͷۀࣄ্ۀ
ͳͲΛϞχλϦϯά͍ͯ͠·͢ɻگঢ়ࡒڥࢢ

çɹɹɹʢ̳ʣɹσϦόςΟϒऔ引
çɹɹɹɹɹσϦόςΟϒऔ引ʹؔͯ͠ɺऔ引ͷࣥߦɺϞχλϦϯ

άɺࣄॲཧʹؔ͢Δ෦ΛͦΕͧΕ͠෦੍ݗΛ֬
ཱͯ͠ཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹʢ̴ʣɹࢢϦεΫʹ͔͔Δఆྔతใ
çɹɹɹɹɹձʹ͓͍ͯɺओཁͳϦεΫมͰ͋ΔۚརϦεΫͷӨ

Λड͚ΔओͨΔۚ༥ɺʮ༬͚ۚʯɺʮିग़ۚʯɺʮ༗ڹ
Ձূ݊ʯͷͦͷଞ༗Ձূ͓݊Αͼຬظอ༗తʹྨ͞Ε
Δ݊࠴ɺʮஷۚʯͰ͢ɻ

çɹɹɹɹɹձͰɺ͜ΕΒͷۚ༥͓࢈ࢿΑͼۚ༥ෛ࠴ʹ͍ͭͯɺ
ଌ͠ɺऔಘͨ͠ϦεΫܭͰ࣍ϦεΫྔΛ7B3ʹΑΓ݄ࢢ
ྔ͕ϦεΫݶֹͷൣғͱͳΔΑ͏ཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹձͷ7B3ڞࢄࢄ๏ʢ৴པ۠ؒ���ɺ؍ଌؒظ�
ɺอ༗ؒظɿ༗Ձূ݊��Ӧۀɺ༬͚ۚ���Ӧۀʣ
ʹΑΓࢉग़͓ͯ͠Γɺྩ��݄��ࡏݱͰձͷࢢ
ϦεΫ ʢྔଛֹࣦͷਪܭʣɺશମͰ�����ඦສԁͰ͢ɻ

çɹɹɹɹ ͳ͓ɺձͰɺόοΫςετΛ࣮ࢪͷ͏͑ɺ7B3ܭଌ
ϞσϧͷଥੑΛ͍ͯ͠ূݕ·͢ɻ

çɹɹɹɹ ͨͩ͠ɺ7B3աڈͷ૬มಈΛϕʔεʹ౷ܭతʹࢉग़
ͨ͠Ұఆͷൃੜ֬ͰͷࢢϦεΫΛܭଌ͓ͯ͠Γɺ௨ৗ
Ͱ͑ߟΒΕͳ͍΄Ͳࢢܹ͕ڥม͢Δঢ়گԼʹ͓͚Δ
ϦεΫัଊͰ͖ͳ͍߹͕͋Γ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹۚࢿௐୡʹ͔͔ΔྲྀಈੑϦεΫͷཧ
çɹɹɹɹ ձɺ"-.Λ௨ͯ͡ɺదۚࢿʹ࣌ཧΛ͏ߦ΄͔ɺ

ͷௐୡόϥϯεௐͳͲʹΑྀͬͨ͠ߟΛڥࢢ
ͯɺྲྀಈੑϦεΫΛཧ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶆɹۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄʹ͍ͭͯͷิઆ໌
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ྩ̏ ྩ̐
çɹɹɹɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉఆʹ͓͍ͯɺҰఆͷલఏ݅Λ࠾

༻͍ͯ͠ΔͨΊɺҟͳΔલఏ݅ʹΑͬͨ߹ɺ֘Ձֹ
͕ҟͳΔ߹͋Γ·͢ɻ

ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄ
ɹɹɹᶃɹۚ༥ͷିआରরද্ֹ͓ܭΑͼ࣌Ձ
çɹɹɹɹʹ͓͚Δିआରরද্ֹܭɺ࣌Ձ͓Αͼ͜ΕΒͷ

ֹࠩɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹɹɹͳ͓ɺࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜגɺ࣍දʹؚΊͣᶅʹࡌه

͍ͯ͠·͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ିआରরද
্ֹܭ Ձ࣌ ֹࠩ

༬͚ۚ �������� �������� ��
ങೖۚમݖ࠴ ����� �����ɹ� ˚��
༗Ձূ݊ʹ֘͠ͳ͍ͷ ����� ����� ˚��
ۚમͷ৴ୗ ����� ����� ʵ
ɹӡ༻తͷۚમͷ৴ୗ ����� ����� ʵ
ɹͦͷଞͷۚમͷ৴ୗ ����� ����� ʵ
༗Ձূ݊ ������ ������ ���
ɹຬظอ༗తͷ݊࠴ ���� ���� ���
ɹͦͷଞ༗Ձূ݊ ������ ������ ʵ
ିग़ۚ ������
ɹି引ۚ ˚����
ɹି引ۚ߇আޙ ������ ������ ����

ܭɹ࢈ɹࢿ ������� ������� �����
ஷۚ ������� ������� ��
आ༻ۚ ����� ����� ˚�
आऔ引डೖ୲อۚି݊࠴ ����� ����� ʵ�

ෛɹ࠴ɹܭ ������� ������� ��
ʢʣ̍ ɽିग़ۚʹରԠ͢ΔҰൠି引͓ۚΑͼݸผି引ۚΛ߇আ͍ͯ͠·͢ɻ
ɹɹ̎ɽஷۚʹɺିआରরද্ͷৡੑஷۚ�����ඦສԁΛؚΊ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹᶄɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉఆʹ༻͍ͨධՁٕ๏ͷઆ໌
ɹɹɹ̡ ʳ࢈ࢿ
çɹɹɹ̰ɹ༬͚ۚ
çɹɹɹɹɹຬظͷͳ͍༬͚ۚʹ͍ͭͯɺ࣌ՁாՁֹͱۙ͠ࣅ

͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ֘ாՁֹʹΑ͍ͬͯ·͢ɻຬظͷ͋
Δ༬͚ۚʹ͍ͭͯɺ۠ͮ͘جʹؒظ͝ͱʹɺݩརۚͷ
ΛϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δཌۚརεϫοϓֹܭ߹
ʢ0WFSOJHIU� *OEFY�4XBQ�ҎԼ0*4ͱ͍͏ʣͷϨʔτͰׂ
Γ引͍ͨࡏݱՁΛ࣌ՁʹΘΔֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·
͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹങೖۚમݖ࠴
çɹɹɹɹɹ৴ୗۜߦͷୈ͔ऀࡾΒೖखͨ͠ධՁֹʹΑ͍ͬͯ·

͢ɻ
çɹɹɹ̲ɹۚમͷ৴ୗ
çɹɹɹɹɹ৴ୗ࢈ࡒΛߏ͍ͯ͠Δ༗Ձূ݊ିग़ۚͷ࣌ՁɺԼ

E͓ΑͼFͱಉ༷ͷํ๏ʹΑΓධՁ͍ͯ͠·͢ɻه
çɹɹɹ̳ɹ༗Ձূ݊
çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ʹ͍ͭͯɺओʹ্ࣜג࠴ࠃʹ͍ͭͯɺ׆

ൃͳࢢʹ͓͚Δແௐͷ૬Ձ֨Λར༻͍ͯ͠·͢ɻ
·͍͍ͯ༺ɺެද͞Εͨ૬Ձ֨Λ͍ͯͭʹ࠴ࣾ࠴ํ
͢ɻ૬Ձ͕֨ೖखͰ͖ͳ͍߹ʹɺऔ引ۚ༥ؔػͷ

çɹɹɹɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉఆʹ͓͍ͯɺҰఆͷલఏ݅Λ࠾
༻͍ͯ͠ΔͨΊɺҟͳΔલఏ݅ʹΑͬͨ߹ɺ֘Ձֹ
͕ҟͳΔ߹͋Γ·͢ɻ

ʢ̎ʣۚ༥ͷ࣌Ձʹؔ͢Δ߲ࣄ
ɹɹɹᶃɹۚ༥ͷିआରরද্ֹ͓ܭΑͼ࣌Ձ
çɹɹɹɹʹ͓͚Δିआରরද্ֹܭɺ࣌Ձ͓Αͼ͜ΕΒͷ

ֹࠩɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹɹɹͳ͓ɺࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜגɺ࣍දʹؚΊͣᶅʹࡌه

͍ͯ͠·͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ିआରরද
্ֹܭ Ձ࣌ ֹࠩ

༬͚ۚ �������� ������� ˚��
ങೖۚમݖ࠴ ����� ����� ˚��
༗Ձূ݊ʹ֘͠ͳ͍ͷ ����� ����� ˚��
ۚમͷ৴ୗ ����� ����� ʵ
ɹӡ༻తͷۚમͷ৴ୗ ���� ���� ʵ
ɹͦͷଞͷۚમͷ৴ୗ ����� ����� ��ʵ
༗Ձূ݊ ������ ������ ���
ɹຬظอ༗తͷ݊࠴ ���� ���� ����
ɹͦͷଞ༗Ձূ݊ ������ ������ ʵ
ିग़ۚ ������
ɹି引ۚ ˚����
ɹି引ۚ߇আޙ ������ ������ ����

ܭɹ࢈ɹࢿ ������� ������� ����
ஷۚ ������� ������� ˚���
आ༻ۚ ����� ����� ˚�
आऔ引डೖ୲อۚି݊࠴ ����� ����� ʵ

ෛɹ࠴ɹܭ ������� ������� ˚���
ʢʣ��ɹͦͷଞͷۚમͷ৴ୗʹɺʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻ࢦʯʢا

ୈ��߸������݄��ʣୈ����߲͓Αͼୈ����߲ࢦ༺४దجܭձۀ
ͷج४ՁֹΛ࣌ՁͱΈͳ͢औѻ͍Λద༻ͨ͠ࢿ৴ୗؚ͕·Ε͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ��ɹିग़ۚʹରԠ͢ΔҰൠି引͓ۚΑͼݸผି引ۚΛ߇আ͍ͯ͠·͢ɻ
ɹɹ��ɹஷۚʹɺିआରরද্ͷৡੑஷۚ�����ඦສԁΛؚΊ͍ͯ·͢ɻ

çɹɹᶄɹۚ༥ͷ࣌Ձͷࢉఆʹ༻͍ͨධՁٕ๏ͷઆ໌
ɹɹɹ̡ ʳ࢈ࢿ
çɹɹɹ̰ɹ༬͚ۚ
çɹɹɹɹɹຬظͷͳ͍༬͚ۚʹ͍ͭͯɺ࣌ՁாՁֹͱۙ͠ࣅ

͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ֘ாՁֹʹΑ͍ͬͯ·͢ɻຬظͷ͋
Δ༬͚ۚʹ͍ͭͯɺ۠ͮ͘جʹؒظ͝ͱʹɺݩརۚͷ
ΛϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δཌۚརεϫοϓֹܭ߹
ʢ0WFSOJHIU� *OEFY�4XBQ�ҎԼ0*4ͱ͍͏ʣͷϨʔτͰׂ
Γ引͍ͨࡏݱՁΛ࣌ՁʹΘΔֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·
͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹങೖۚમݖ࠴
çɹɹɹɹɹ৴ୗۜߦͷୈ͔ऀࡾΒೖखͨ͠ධՁֹʹΑ͍ͬͯ·

͢ɻ
çɹɹɹ̲ɹۚમͷ৴ୗ
çɹɹɹɹɹ৴ୗ࢈ࡒΛߏ͢Δ༗Ձূ݊ିग़ۚͷ࣌ՁɺԼهE

͓ΑͼFͱಉ༷ͷํ๏ʹΑΓධՁ͍ͯ͠·͢ɻ
çɹɹɹ̳ɹ༗Ձূ݊
çɹɹɹɹɹ༗Ձূ݊ʹ͍ͭͯɺओʹ্ࣜגɺ͓࠴ࠃΑͼ্ࢿ

৴ୗʹ͍ͭͯɺൃ׆ͳࢢʹ͓͚Δແௐͷ૬Ձ֨Λ
ར༻͍ͯ͠·͢ɻํ࠴ࣾ࠴ʹ͍ͭͯɺެද͞Εͨ૬
Ձ֨Λ༻͍͍ͯ·͢ɻ
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ྩ̏ ྩ̐
ୈ͔ऀࡾΒೖखͨ͠ධՁՁ֨Λ༻͍͍ͯ·͢ɻධՁʹ͋
ͨͬͯ؍ՄͳΠϯϓοτΛ࠷େݶར༻͓ͯ͠ΓɺΠ
ϯϓοτʹɺεϫοϓϨʔτɺ৴༻εϓϨουɺۚརϘ
ϥςΟϦςΟؚ͕·Ε͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ·ͨɺࢿ৴ୗʹ͍ͭͯɺʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձܭ
����ୈ��߸ɹࢦ༺४దجܭձۀاʯʢࢦ༺४ͷదج
�݄�ʣୈ��߲ͷܦաાஔΛద༻͠ɺ্ࢿ৴ୗ
औ引ॴͷՁ֨ɺඇ্ࢿ৴ୗऔ引ۚ༥ؔػ͔Βఏࣔ
͞ΕͨՁ֨ʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹ̴ɹିग़ۚ
çɹɹɹɹɹିग़ۚͷ͏ͪɺมಈۚརʹΑΔͷɺؒظͰࢢۚ

རΛө͢ΔͨΊɺିग़ઌͷ৴༻ঢ়ଶ͕࣮ޙߦେ͖͘ҟ
ͳ͍ͬͯͳ͍ݶΓɺ࣌ՁாՁֹͱ͍ۙͯ͠ࣅΔ͜ͱ͔
Β֘ாՁֹ͔Βି引ۚΛ߇আֹͨ͠Λ࣌ՁʹΘ
Δֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹݻఆۚརʹΑΔͷɺିग़ۚͷछྨɺ۠ͮ͘جʹؒظ
͝ͱʹɺݩརۚͷ߹ֹܭΛϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δ
0*4ͷϨʔτͰׂΓ引͖ɺି引ۚΛ߇আͯ࣌͠Ձʹ
ΘΔֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ·ͨɺԆݖ࠴ɾݶظͷརӹΛࣦͨ͠ݖ࠴ʹ͍ͭͯ
ɺாՁֹ͔Βି引ۚΛ߇আֹͨ͠Λ࣌ՁʹΘΔ
ֹۚͱ͍ͯ͠·͢ɻ

ɹɹɹ̡ ෛ࠴ʳ
çɹɹɹ̰ɹஷۚ
çɹɹɹɹɹཁٻஷۚʹ͍ͭͯɺܾࢉʹཁ͞ٻΕͨ߹ͷࢧ

ֹʢாՁֹʣΛ࣌ՁͱΈͳ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺఆੑظஷ
ۚͷ࣌Ձɺ۠ͮ͘جʹؒظ͝ͱʹɺݩརۚͷ߹ֹܭΛ
ϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δ0*4ͷϨʔτͰׂΓ引͍ͨࡏݱ
ՁΛ࣌ՁʹΘΔֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹ̱ɹआ༻ۚ
çɹɹɹɹɹआ༻ۚʹ͍ͭͯɺద༻ར͕�ύʔηϯτͰ͋Δ͜ͱɺ

·ͨձͷ৴༻ঢ়ଶ࣮ޙߦɺେ͖͘ҟͳ͍ͬͯͳ͍͜ͱ
͔Βɺ࣌ՁாՁֹͱ͍ۙͯ͠ࣅΔͱ͑ߟΒΕΔͨΊɺ
֘ாՁֹʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹି݊࠴आऔ引डೖ୲อۚ
çɹɹɹɹɹఆ͕ؒظؒظʢ�ҎʣͰ͋Γɺ࣌ՁாՁֹͱ

Ձͱ͍ͯ͠·͢ɻ࣌Δ͜ͱ͔Βɺ֘ாՁֹΛ͍ͯ͠ࣅۙ
çɹɹᶅɹࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜג࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Γɺ͜ΕΒᶃͷ

ۚ༥ͷ࣌Ձใʹؚ·Ε͍ͯ·ͤΜɻ
çɹɹɹɹɹɹɹɹɹିआରরද্ֹܭ
çɹɹɹɹ֎෦ग़ࢿɹɹɹɹɹɹ�����ඦສԁ
çɹɹɹɹ߹ɹɹܭɹɹɹɹɹɹ�����ඦສԁ

ʢʣ֎෦ग़ࢿͷ͏ͪɺࢢʹ͓͍ͯऔ引͞Ε͍ͯͳ͍ࣜגग़ۚࢿ
ʹ͍ͭͯɺʮۚ༥ͷ࣌Ձͷ։ࣔʹؔ͢Δద༻ࢦʯʢۀا

çɹɹɹɹɹࢢʹ͓͚Δऔ引Ձ͕֨ଘ͠ࡏͳ͍ࢿ৴ୗʹ͍ͭͯ
ɺղ·ͨങࢢͯؔ͠ʹٻࢀՃऀ͔ΒϦεΫͷ
ରՁΛٻΊΒΕΔ΄Ͳͷॏཁͳ੍͕ݶͳ͍߹ʹج४Ձ
ֹʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹɹɹͳ͓ɺղ·ͨങࢢͯؔ͠ʹٻࢀՃऀ͔ΒϦ
εΫͷରՁΛٻΊΒΕΔ΄Ͳͷॏཁͳ੍͕͋ݶΔ߹ɺ
ʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻ࢦʯʢۀاձجܭ
४ద༻ࢦୈ��߸�����݄̒��ʣୈ����߲͓Αͼୈ
����߲ͷج४ՁֹΛ࣌ՁͱΈͳ͢औѻ͍Λద༻͓ͯ͠Γ
·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ૬Ձ͕֨ೖखͰ͖ͳ͍߹ʹɺऔ引ۚ༥ؔػͷୈ
ͬͨ͋ʹΒೖखͨ͠ධՁՁ֨Λ༻͍͍ͯ·͢ɻධՁ͔ऀࡾ
ͯ؍ՄͳΠϯϓοτΛ࠷େݶར༻͓ͯ͠ΓɺΠϯ
ϓοτʹɺεϫοϓϨʔτɺ৴༻εϓϨουɺۚརϘϥ
ςΟϦςΟؚ͕·Ε͍ͯ·͢ɻ

çɹɹɹ̴ɹିग़ۚ
çɹɹɹɹɹିग़ۚͷ͏ͪɺมಈۚརʹΑΔͷɺؒظͰࢢۚ

རΛө͢ΔͨΊɺିग़ઌͷ৴༻ঢ়ଶ͕࣮ޙߦେ͖͘ҟ
ͳ͍ͬͯͳ͍ݶΓɺ࣌ՁாՁֹͱ͍ۙͯ͠ࣅΔ͜ͱ͔
Β֘ாՁֹ͔Βି引ۚΛ߇আֹͨ͠Λ࣌ՁʹΘ
Δֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹݻఆۚརʹΑΔͷɺିग़ۚͷछྨɺ۠ͮ͘جʹؒظ
͝ͱʹɺݩརۚͷ߹ֹܭΛϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δ
0*4ͷϨʔτͰׂΓ引͖ɺି引ۚΛ߇আͯ࣌͠Ձʹ
ΘΔֹۚͱͯ͠ࢉఆ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹɹɹɹ·ͨɺԆݖ࠴ɾݶظͷརӹΛࣦͨ͠ݖ࠴ʹ͍ͭͯ
ɺாՁֹ͔Βି引ۚΛ߇আֹͨ͠Λ࣌ՁʹΘΔ
ֹۚͱ͍ͯ͠·͢ɻ

ɹɹɹ̡ ෛ࠴ʳ
çɹɹɹ̰ɹஷۚ
çɹɹɹɹɹཁٻஷۚʹ͍ͭͯɺܾࢉʹཁ͞ٻΕͨ߹ͷࢧ

ֹʢாՁֹʣΛ࣌ՁͱΈͳ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺఆੑظஷ
ۚͷ࣌Ձɺ۠ͮ͘جʹؒظ͝ͱʹɺݩརۚͷ߹ֹܭΛ
ϦεΫϑϦʔϨʔτͰ͋Δ0*4ͷϨʔτͰׂΓ引͍ͨࡏݱՁ
Λ࣌ՁʹΘΔֹۚͱ͠ ఆ͍ͯ͠·͢ɻࢉͯ

çɹɹɹ̱ɹआ༻ۚ
çɹɹɹɹɹआ༻ۚʹ͍ͭͯɺద༻ར͕�ύʔηϯτͰ͋Δ͜ͱɺ

·ͨձͷ৴༻ঢ়ଶ࣮ޙߦɺେ͖͘ҟͳ͍ͬͯͳ͍͜ͱ
͔Βɺ࣌ՁாՁֹͱ͍ۙͯ͠ࣅΔͱ͑ߟΒΕΔͨΊɺ
֘ாՁֹʹΑ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹɹ̲ɹି݊࠴आऔ引डೖ୲อۚ
çɹɹɹɹɹఆ͕ؒظؒظʢ�ҎʣͰ͋Γɺ࣌ՁாՁֹͱ

Ձͱ͍ͯ͠·͢ɻ࣌Δ͜ͱ͔Βɺ֘ாՁֹΛ͍ͯ͠ࣅۙ
çɹɹᶅɹࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜג࣍ͷͱ͓ΓͰ͋Γɺ͜ΕΒᶃͷ

ۚ༥ͷ࣌Ձใʹؚ·Ε͍ͯ·ͤΜɻ
çɹɹɹɹɹɹɹɹɹିआରরද্ֹܭ
çɹɹɹɹඇ্ࣜגɹɹɹɹɹɹɹɹ���ඦສԁ
çɹɹɹɹ߹ग़ۚࢿɹɹɹɹɹɹɹ����ඦສԁ
çɹɹɹɹͦͷଞ֎෦ग़ࢿɹɹɹɹ������ඦສԁ
ʢʣ̍ ɽඇ্͓ࣜגΑͼͦͷଞ֎෦ग़ࢿʹ͍ͭͯɺʮۚ༥ͷ࣌Ձͷ։ࣔʹ
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ྩ̏ ྩ̐
ձجܭ४ద༻ࢦୈ��߸ɹ�����݄�ʣୈ�߲ʹ͖ͮجɺ࣌
Ձ։ࣔͷରͱ͍ͯ͠·ͤΜɻ

çɹɹᶆɹۚમ͓ݖ࠴Αͼຬظͷ͋Δ༗Ձূ݊ͷܾࢉޙͷঈؐ༧ఆֹ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

̍Ҏ ̍
̎Ҏ

̎
̏Ҏ

̏
̐Ҏ

̐
̑Ҏ ̑

༬͚ۚ �������� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ങೖۚમݖ࠴ ����� ���� ����� ���� ɹɹʵ ɹɹ�ʵ
༗Ձূ݊ʹ
֘͠ͳ͍
ͷ

����� ���� ����� ���� ɹɹʵ ɹɹ�ʵ

༗Ձূ݊ �������� ����� ����� ����� ����� ������
ຬظอ༗
తͷ݊࠴ ��� ʵ ʵ ʵ ʵ ����

ͦͷଞ༗
Ձূ݊ͷ
͏ͪຬ͕ظ
͋Δͷ

����� ����� ����� ����� ����� ������

ିग़ۚ �������� ����� ����� ����� ����� �����
߹ɹɹܭ ������� ����� ����� ����� ����� ������

ʢʣ̍ ɽିग़ۚͷ͏ͪɺିआରরද্ͷି࠲ӽʢ༥ܕࢿΛআ͘ʣ���ඦສԁʹͭ
͍ͯʮ�ҎʯʹؚΊ͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ̎ɽିग़ۚͷ͏ͪɺ݄ࡾҎ্Ԇݖ࠴ɾݶظͷརӹΛࣦͨ͠ݖ࠴���ඦສ
ԁঈؐͷ༧ఆ͕ࠐݟ·Εͳ͍ͨΊɺؚΊ͍ͯ·ͤΜɻ

çɹɹᶇɹआ༻͓ۚΑͼͦͷଞͷ༗རࢠෛ࠴ͷܾࢉޙͷฦࡁ༧ఆֹ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

̍Ҏ ̍
̎Ҏ

̎
̏Ҏ

̏
̐Ҏ

̐
̑Ҏ ̑

ஷۚ ������� ��� ��� ʵ ʵ ʵ
ৡੑஷۚ ����� ɹɹʵ ɹɹ�ʵ ʵ ʵ ʵ
आ༻ۚ ɹ������ ���� ʵ ʵ ʵ ʵ
आऔ引ି݊࠴
डೖ୲อۚ ɹ������ ɹ�ʵ ɹ��ʵ ʵ ʵ ʵ

߹ɹɹܭ ������� ���� ��� ʵ ʵ ʵ
ʢʣஷۚͷ͏ͪɺཁٻஷۚʹ͍ͭͯʮ�ҎʯʹؚΊ͍ͯ·͢ɻ

７　有価証券に関する事項
ʢ̍ʣ༗Ձূ݊ͷ࣌Ձ͓ΑͼධՁֹࠩʹؔ͢Δ߲ࣄ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹᶃɹചങత༗Ձূ݊͋Γ·ͤΜɻ
çɹɹᶄɹຬظอ༗తͷ݊࠴
çɹɹɹɹຬظอ༗తͷ݊࠴ʹ͓͍ͯɺछྨ͝ͱͷିआରরද্ܭ

ֹɺ࣌Ձ͓Αͼ͜ΕΒͷֹࠩʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

छྨ ିआରরද
্ֹܭ Ձ࣌ ֹࠩ

Ձ͕ିआ࣌
ରরද্ֹܭΛ
͑Δͷ

ࣾɹ࠴ ���� ������ ���
খɹܭ ���� ���� ���

Ձ͕ିआ࣌
ରরද্ֹܭΛ
͑ͳ͍ͷ

ࣾɹ࠴ ɹɹɹɹ�ʵ ɹɹɹɹʵ ɹɹɹ�ʵ
খɹܭ ɹɹɹɹ�ʵ ɹɹɹɹʵ ɹɹɹ�ʵ
߹ɹܭ ���� ���� ���

çɹɹᶅɹͦͷଞ༗Ձূ݊
çɹɹɹɹͦͷଞ༗Ձূ݊ʹ͓͍ͯɺछྨ͝ͱͷିआରরද্ֹܭɺ

औಘݪՁ͓Αͼ͜ΕΒͷֹࠩʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

ؔ͢Δద༻ࢦʯʢۀاձجܭ४ద༻ࢦୈ��߸����݄̏��ʣୈ̑
Ձ։ࣔͷରͱ͓ͯ͠Γ·ͤΜɻ࣌ɺ͖ͮجʹ߲

ɹɹ̎ɽ߹ग़ۚࢿʹ͍ͭͯɺʮ࣌Ձͷࢉఆʹؔ͢Δձجܭ४ͷద༻ࢦʯʢۀا
ձجܭ४ద༻ࢦୈ��߸����݄̒��ʣୈ�����߲ʹ͖ͮجɺ࣌Ձ։
ࣔͷରͱ͍ͯ͠·ͤΜɻͳ͓ɺ߹ग़ۚࢿɺʮۚ༥ձܭʹؔ͢Δ࣮
ࢦʯʢձ੍ܭҕһձใࠂୈ��߸ɹ������݄��ʣୈ���߲Ͱఆ
ΊΔҙ߹ɺಗ໊߹ɺύʔτφʔγοϓɺϦϛςουɾύʔτφʔγο
ϓΛؚΊ͓ͯΓ·͢ɻ

çɹɹᶆɹۚમ͓ݖ࠴Αͼຬظͷ͋Δ༗Ձূ݊ͷܾࢉޙͷঈؐ༧ఆֹ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

̍Ҏ ̍
̎Ҏ

̎
̏Ҏ

̏
̐Ҏ

̐
̑Ҏ ̑

༬͚ۚ ������� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ങೖۚમݖ࠴ ����� ����� ʵ ʵ ʵ �ʵ
༗Ձূ݊ʹ
֘͠ͳ͍
ͷ

����� ����� ʵ ʵ ʵ �ʵ

༗Ձূ݊ ����� ����� ����� ����� ����� ������
ຬظอ༗
తͷ݊࠴ �� ʵ ʵ ɹɹʵ ʵ ����

ͦͷଞ༗
Ձূ݊ͷ
͏ͪຬ͕ظ
͋Δͷ

����� ����� ����� ����� ����� ������

ିग़ۚ ����� ����� ����� ����� ����� �����
߹ɹɹܭ ������� ����� ����� ����� ������ ������

ʢʣ̍ ɽିग़ۚͷ͏ͪɺିआରরද্ͷି࠲ӽʢ༥ܕࢿΛআ͘ʣ���ඦສԁʹͭ
͍ͯʮ�ҎʯʹؚΊ͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ̎ɽିग़ۚͷ͏ͪɺ݄ࡾҎ্Ԇݖ࠴ɾݶظͷརӹΛࣦͨ͠ݖ࠴��ඦສԁ
ঈؐͷ༧ఆ͕ࠐݟ·Εͳ͍ͨΊɺؚΊ͍ͯ·ͤΜɻ

çɹɹᶇɹआ༻͓ۚΑͼͦͷଞͷ༗རࢠෛ࠴ͷܾࢉޙͷฦࡁ༧ఆֹ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

̍Ҏ ̍
̎Ҏ

̎
̏Ҏ

̏
̐Ҏ

̐
̑Ҏ ̑

ஷۚ ������� ����� ��� ʵ � ʵ
ৡੑஷۚ ����� ɹɹʵ ɹɹʵ ʵ ʵ ʵ
आ༻ۚ ɹ������ ɹ��ʵ ʵ ʵ ʵ ɹɹʵ
आऔ引ି݊࠴
डೖ୲อۚ ɹ������ ɹ�ʵ ɹ�ʵ ʵ ʵ ʵ

߹ɹɹܭ ������� ����� ��� ʵ � ʵ
ʢʣஷۚͷ͏ͪɺཁٻஷۚʹ͍ͭͯʮ�ҎʯʹؚΊ͍ͯ·͢ɻ

７　有価証券に関する事項
ʢ̍ʣ༗Ձূ݊ͷ࣌Ձ͓ΑͼධՁֹࠩʹؔ͢Δ߲ࣄ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹᶃɹചങత༗Ձূ݊͋Γ·ͤΜɻ
çɹɹᶄɹຬظอ༗తͷ݊࠴
çɹɹɹɹຬظอ༗తͷ݊࠴ʹ͓͍ͯɺछྨ͝ͱͷିआରরද্ܭ

ֹɺ࣌Ձ͓Αͼ͜ΕΒͷֹࠩʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

छྨ ିआରরද
্ֹܭ Ձ࣌ ֹࠩ

Ձ͕ିआ࣌
ରরද্ֹܭΛ
͑Δͷ

ࣾɹ࠴ ���� ���� ���
খɹܭ ���� ���� ���

Ձ͕ିआ࣌
ରরද্ֹܭΛ
͑ͳ͍ͷ

ࣾɹ࠴ ɹɹɹɹ�ʵ ɹɹɹɹʵ ɹɹɹ�ʵ
খɹܭ ɹɹɹɹ�ʵ ɹɹɹɹʵ ɹɹɹ�ʵ
߹ɹܭ ���� ���� ���

çɹɹᶅɹͦͷଞ༗Ձূ݊
çɹɹɹɹͦͷଞ༗Ձূ݊ʹ͓͍ͯɺछྨ͝ͱͷିआରরද্ֹܭɺ

औಘݪՁ͓Αͼ͜ΕΒͷֹࠩʹ͍ͭͯɺ࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

45 46

ᶗ

ܾ
ࢉ
ͷ
ঢ়
گ

資
料
編

45 46



ྩ̏ ྩ̐

ʢ୯Ґɿඦສԁʣ
छྨ ିआରরද

্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ

ିआରরදܭ
্ֹ͕औಘݪ
ՁΛ͑Δ
ͷ

ɹࣜג ���� ���� ����
ɹ݊࠴ ������ ������ ����
ɹࠃɹ࠴ ������ ������ ����
ɹํ࠴ ����� ����� �����
࠴ࣾظ ɹɹɹ���� ɹɹɹ���� ɹɹɹ���
ɹࣾɹ࠴ ����� ����� ���
݊ূࠃ֎ ����� ����� ����
डӹূ݊ ����� ����� �����
݊ূࢿ ���� ���� ���
খɹɹܭ ������ ������ �����

ିआରরදܭ
্ֹ͕औಘݪ
ՁΛ͑ͳ͍
ͷ

ɹࣜג ���� ���� ˚���
ɹ݊࠴ ������ ������ ˚����
ɹࠃɹ࠴ ɹɹ������ ����� ɹɹ˚����
ɹํ࠴ ����� ����� ˚���
࠴ࣾظ ����� ����� ˚�
ɹࣾɹ࠴ ������ ������ ˚����
݊ূࠃ֎ ����� ����� ˚���
डӹূ݊ ����� ����� ˚����
݊ূࢿ ��� ��� ˚��
খɹɹܭ ������ ������ ˚����
߹ɹɹܭ ������ ������ �����

ʢʣ্͔ܭ߹ֹࠩهΒ܁Ԇ੫ۚෛ࠴����ඦສԁΛࠩ͠引ֹ͍ͨۚ�����ඦສԁ
͕ɺʮͦͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚʯʹؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ʢ̎ʣதʹച٫ͨ͠ຬظอ༗తͷ݊࠴࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ചݪ٫Ձ ച٫ֹ ച٫ӹ ച٫ͷཧ༝

࠴ɹࠃ ����� ����� �� ঈؐ·Ͱ͔݄̏Ҏͷฑ
ΛརճΓΛྀͯ͠ߟച٫

߹ɹܭ ����� ����� ��
ʢ̏ʣதʹച٫ͨͦ͠ͷଞ༗Ձূ݊࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ

ʢ୯Ґɿඦສԁʣ
ച٫ֹ ച٫ӹ ച٫ଛ

ɹࣜג ���� ��� ��
ɹ݊࠴ ������ ��� ���
ͦͷଞ ����� ���� ɹ�������
߹ɹܭ ������ ���� ���

８　金銭の信託に関する事項
çɹɹۚમͷ৴ୗͷอ༗త۠ผͷ༁࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹᶃɹӡ༻తͷۚમͷ৴ୗ
çɹɹɹɹିआରরද্ֹܭ ����ඦສԁ

ʢ୯Ґɿඦສԁʣ
छྨ ିआରরද

্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ

ିआରরදܭ
্ֹ͕औಘݪ
ՁΛ͑Δ
ͷ

ɹࣜג ���� ���� ����
ɹ݊࠴ ����� ����� ����
ɹࠃɹ࠴ ����� ����� ����
ɹํ࠴ ���� ���� �����
ɹࣾɹ࠴ ����� ����� ���
݊ূࠃ֎ ����� ����� ����
डӹূ݊ ����� ����� �����
݊ূࢿ ���� ���� ���
খɹɹܭ ������ ������ �����

ିआରরදܭ
্ֹ͕औಘݪ
ՁΛ͑ͳ͍
ͷ

ɹࣜג ���� ���� ˚���
ɹ݊࠴ ������ ������ ˚�����
ɹࠃɹ࠴ ɹɹ������ ����� ɹ˚����
ɹํ࠴ ����� ����� ˚����
ɹࣾɹ࠴ ������ ������ ˚����
݊ূࠃ֎ ����� ����� ˚���
डӹূ݊ ����� ����� ˚����
݊ূࢿ ��� ��� ˚��
খɹɹܭ ������ ������ ˚�����
߹ɹɹܭ ������ ������ ����

ʢʣ্͔ܭ߹ֹࠩهΒ܁Ԇ੫ۚෛ࠴����ඦສԁΛࠩ͠引ֹ͍ͨۚ����ඦສԁ͕ɺ
ʮͦͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚʯʹؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ʢ̎ʣதʹച٫ͨ͠ຬظอ༗తͷ݊࠴͋Γ·ͤΜɻ

ʢ̏ʣதʹച٫ͨͦ͠ͷଞ༗Ձূ݊࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ച٫ֹ ച٫ӹ ച٫ଛ

ɹࣜג ���� ��� ��
ɹ݊࠴ ������ ��� ���
ͦͷଞ ���� ��� �
߹ɹܭ ������ ���� ���

ʢ̐ʣചങత༗Ձূ݊Ҏ֎ͷ༗Ձূ݊ʢࢢՁ֨ͷͳ͍ࣜגΛআ
͘ɻʣͷ͏ͪɺ֘༗Ձূ݊ͷ࣌Ձ͕औಘݪՁʹൺͯஶ͘͠
Լམ͓ͯ͠Γɺ࣌Ձ͕औಘݪՁ·Ͱճ෮͢ΔࠐݟΈ͕͋Δͱೝ
ΊΒΕͳ͍ͷʹ͍ͭͯɺ֘࣌ՁΛͬͯିआରরදՁֹ
ͱ͢ΔͱͱʹɺධՁֹࠩΛͷଛࣦͱͯ͠ॲཧʢҎԼɺʮݮ
ଛॲཧʯͱ͍͏ɻʣ͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹʹ͓͚Δݮଛॲཧֹɺ���ඦສԁʢ͏ͪडӹূ݊���
ඦສԁʣͰ͢ɻ

çɹɹͳ͓ɺݮଛॲཧʹ͋ͨͬͯɺʹ͓͚Δ࣌Ձ͕औಘ
ɺ͍ߦଛॲཧΛݮՁʹൺ���Ҏ্Լམͨ͠߹ʹશͯݪ
���Ҏ্���ະຬԼམͨ͠߹ɺճ෮ͷՄੑΛྀͯ͠ߟ
ɻ͢·͍ͯͬߦଛॲཧΛݮ

８　金銭の信託に関する事項
çɹɹۚમͷ৴ୗͷอ༗త۠ผͷ༁࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ
çɹɹᶃɹӡ༻తͷۚમͷ৴ୗ
çɹɹɹɹିआରরද্ֹܭ ����ඦສԁ
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ྩ̏ ྩ̐
çɹɹɹɹͷଛӹʹؚ·ΕͨධՁֹࠩ ˚�ඦສԁ
çɹɹᶄɹຬظอ༗తͷۚમͷ৴ୗ͋Γ·ͤΜɻ
çɹɹᶅɹͦͷଞͷۚમͷ৴ୗ ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ିआରরද
্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ

͏ͪିआରরද
Ձݪऔಘ্ֹ͕ܭ
Λ͑Δͷ

͏ͪିआରরද
Ձݪऔಘ্ֹ͕ܭ
Λ͑ͳ͍ͷ

ͦͷଞͷ
ۚમͷ৴ୗ ����� ����� ˚��� ��� ˚���

ʢʣ̍ ɽ্͔ܭ߹ֹࠩهΒ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿ���ඦສԁΛՃֹ͑ͨۚ˚���ඦສԁ͕ɺ
ʮͦͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚʯʹؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ̎ɽʮ͏ͪିआରরද্ֹ͕ܭऔಘݪՁΛ͑Δͷʯʮ͏ͪିआରরද্ֹܭ
͕औಘݪՁΛ͑ͳ͍ͷʯɺͦΕͧΕʮֹࠩʯͷ༁Ͱ͢ɻ

９　退職給付に関する事項
ʢ̍ʣୀ৬څ
çɹɹᶃɹ࠾༻͍ͯ͠Δୀ৬څ੍ͷ֓ཁ
çɹɹɹɹձͰɺ֬ఆڅܕͷ੍ͱͯ͠ɺୀ৬Ұ੍ۚ࣌ʢඇ

ಉ߹࿈߹ձͱڠۀࡁڞࠃͰ͋Δ͕ɺҰ෦ʹશ੍ܕཱੵ
ͷܖʹ֬ͮ͘جఆڅۀا੍ۚΛ࠾༻͓ͯ͠Γɺੵཱ
ɻʣΛઃ͚͍ͯ·͢ɻୀ৬͢·͍ͯ͠ࡌهʹ੍۠ͯ͠ܕ
Ұ੍ۚ࣌Ͱɺୀ৬څͱͯ͠ɺ৬Ґͱۈ͍ͮجʹؒظ
ͨҰۚ࣌Λ͍ͯ͠څࢧ·͢ɻ

çɹɹɹɹձ͕༗͢Δ֬ఆڅۀا੍͓ۚΑͼୀ৬Ұ੍ۚ࣌
ɺ؆ศ๏ʹΑΓୀ৬څ引͓ۚΑͼୀ৬څඅ༻Λࢉܭ
͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶄɹ֬ఆڅ੍
çɹɹɹ̰ɹୀ৬څ引ۚͷظटߴͱظߴͷௐද
çɹɹɹɹɹظटʹ͓͚Δୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹୀ৬څඅ༻ ���ඦສԁ
çɹɹɹɹɹୀ৬څͷࢧֹ ˚���ඦສԁ
çɹɹɹɹɹ੍ ͷڌग़ֹ ˚��ඦສԁ
çɹɹɹɹɹظʹ͓͚Δୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹ̱ɹୀ৬څ࠴͓Αͼۚ࢈ࢿͱିआରরදʹ্͞ܭΕͨ
çɹɹɹɹɹୀ৬څ引ۚͷௐද
çɹɹɹɹɹੵ ࠴څͷୀ৬੍ܕཱ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹۚ࢈ࢿ ˚���ඦສԁ

����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹඇੵ੍ཱܕͷୀ৬څ࠴ ʵඦສԁ
çɹɹɹɹɹି आରরදʹ্͞ܭΕͨෛ࠴ͱ࢈ࢿͷ७ֹ ����ඦສԁ

çɹɹɹɹɹୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹି आରরදʹ্͞ܭΕͨෛ࠴ͱ࢈ࢿͷ७ֹ ����ඦສԁ
çɹɹɹ̲ɹୀ৬څʹؔ࿈͢Δଛӹ
çɹɹɹɹɹ؆ศ๏Ͱͨ͠ࢉܭୀ৬څඅ༻ ���ඦສԁ
ʢ̎ʣਓ݅අʹɺްੜۚอ੍ݥ͓Αͼྛஂۀړମ৬һࡁڞ

߹੍ͷ౷߹ΛਤΔͨΊͷྛஂۀړମ৬һࡁڞ߹๏Λഇ
߹ࡁڞྛچɺ͖ͮجʹఆنΔͷ๏ෟଇୈ��ͷ͢ࢭ
ʢଘଓ߹ʣ͕͏ߦಛྫۚڅͷۀʹཁ͢Δඅ༻ʹॆͯ
ΔͨΊڌग़ͨ͠ಛྫۀෛ୲ۚΛؚΊ্͍ͯͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹͳ͓ɺʹ͓͍ͯଘଓ߹ʹରͯ͠ڌग़ͨ͠ಛྫۀෛ୲
ۚͷֹɺ��ඦສԁͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹ·ͨɺଘଓ߹ΑΓࣔ͞Εͨྩ��݄ࡏݱʹ͓͚Δྩ��
�݄·Ͱͷಛྫۀෛ୲ۚͷকདྷֹࠐݟɺ���ඦສԁͱ

çɹɹɹɹͷଛӹʹؚ·ΕͨධՁֹࠩ �ඦສԁ
çɹɹᶄɹຬظอ༗తͷۚમͷ৴ୗ͋Γ·ͤΜɻ
çɹɹᶅɹͦͷଞͷۚમͷ৴ୗ ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

ିआରরද
্ֹܭ औಘݪՁ ֹࠩ

͏ͪିआରরද
Ձݪऔಘ্ֹ͕ܭ
Λ͑Δͷ

͏ͪିआରরද
Ձݪऔಘ্ֹ͕ܭ
Λ͑ͳ͍ͷ

ͦͷଞͷ
ۚમͷ৴ୗ ����� ����� ˚���� ���� ˚������

ʢʣ̍ ɽ্܁ʹֹࠩهԆ੫ۚ࢈ࢿ���ඦສԁΛՃֹ͑ͨۚ˚�ɼ���ඦສԁ͕ɺʮͦ
ͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚʯʹؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ

ɹɹ̎ɽʮ͏ͪିआରরද্ֹ͕ܭऔಘݪՁΛ͑Δͷʯʮ͏ͪିआରরද্ֹܭ
͕औಘݪՁΛ͑ͳ͍ͷʯɺͦΕͧΕʮֹࠩʯͷ༁Ͱ͢ɻ

９　退職給付に関する事項
ʢ̍ʣୀ৬څ
çɹɹᶃɹ࠾༻͍ͯ͠Δୀ৬څ੍ͷ֓ཁ
çɹɹɹɹձͰɺ֬ఆڅܕͷ੍ͱͯ͠ɺୀ৬Ұ੍ۚ࣌ʢඇ

ಉ߹࿈߹ձͱڠۀࡁڞࠃͰ͋Δ͕ɺҰ෦ʹશ੍ܕཱੵ
ͷܖʹ֬ͮ͘جఆڅۀا੍ۚΛ࠾༻͓ͯ͠Γɺੵཱ
ɻʣΛઃ͚͍ͯ·͢ɻୀ৬͢·͍ͯ͠ࡌهʹ੍۠ͯ͠ܕ
Ұ੍ۚ࣌Ͱɺୀ৬څͱͯ͠ɺ৬Ґͱۈ͍ͮجʹؒظ
ͨҰۚ࣌Λ͍ͯ͠څࢧ·͢ɻ

çɹɹɹɹձ͕༗͢Δ֬ఆڅۀا੍͓ۚΑͼୀ৬Ұ੍ۚ࣌
ɺ؆ศ๏ʹΑΓୀ৬څ引͓ۚΑͼୀ৬څඅ༻Λࢉܭ
͍ͯ͠·͢ɻ

çɹɹᶄɹ֬ఆڅ੍
çɹɹɹ ɹ̰ୀ৬څ引ۚͷظटߴͱظߴͷௐද
çɹɹɹɹɹظटʹ͓͚Δୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹୀ৬څඅ༻ ���ඦສԁ
çɹɹɹɹɹୀ৬څͷࢧֹ ˚���ඦສԁ
çɹɹɹɹɹ੍ ͷڌग़ֹ ˚��ඦສԁ
çɹɹɹɹɹظʹ͓͚Δୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹ̱ɹୀ৬څ࠴͓Αͼۚ࢈ࢿͱିआରরදʹ্͞ܭΕͨ

ୀ৬څ引ۚͷௐද
çɹɹɹɹɹੵ ࠴څͷୀ৬੍ܕཱ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹۚ࢈ࢿ ˚���ඦສԁ

����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹඇੵ੍ཱܕͷୀ৬څ࠴ ʵඦສԁ
çɹɹɹɹɹି आରরදʹ্͞ܭΕͨෛ࠴ͱ࢈ࢿͷ७ֹ ����ඦສԁ

çɹɹɹɹɹୀ৬څ引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹɹɹି आରরදʹ্͞ܭΕͨෛ࠴ͱ࢈ࢿͷ७ֹ ����ඦສԁ
çɹɹɹ ɹ̲ୀ৬څʹؔ࿈͢Δଛӹ
çɹɹɹɹɹ؆ศ๏Ͱͨ͠ࢉܭୀ৬څඅ༻ ���ඦສԁ
ʢ̎ʣਓ݅අʹɺްੜۚอ੍ݥ͓Αͼྛஂۀړମ৬һࡁڞ

߹੍ͷ౷߹ΛਤΔͨΊͷྛஂۀړମ৬һࡁڞ߹๏Λഇ
߹ࡁڞྛچɺ͖ͮجʹఆنΔͷ๏ෟଇୈ��ͷ͢ࢭ
ʢଘଓ߹ʣ͕͏ߦಛྫۚڅͷۀʹཁ͢Δඅ༻ʹॆͯ
ΔͨΊڌग़ͨ͠ಛྫۀෛ୲ۚΛؚΊ্͍ͯͯ͠ܭ·͢ɻ

çɹɹͳ͓ɺʹ͓͍ͯଘଓ߹ʹରͯ͠ڌग़ͨ͠ಛྫۀෛ୲
ۚͷֹɺ��ඦສԁͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

çɹɹ·ͨɺଘଓ߹ΑΓࣔ͞Εͨྩ��݄ࡏݱʹ͓͚Δྩ��
�݄·Ͱͷಛྫۀෛ୲ۚͷকདྷֹࠐݟɺ���ඦສԁͱ
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ྩ̏ ྩ̐
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

10　税効果会計に関する事項 
ʢ̍ʣ܁Ԇ੫͓ۚ࢈ࢿΑͼ܁Ԇ੫ۚෛ࠴ͷൃੜݪҼผͷओͳ༁
çɹɹ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿ
çɹɹɹୀ৬څ引ۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹ܁Ԇ࢈ࢿঈ٫աֹ ��ඦສԁ
çɹɹɹ༩引ۚ ��ඦສԁ
çɹɹɹିग़ۚঈ٫ ���ඦສԁ
çɹɹɹି引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹ૬ޓԉॿੵཱۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹିग़ۚະऩརଉ ���ඦສԁ
çɹɹɹ༗Ձূ݊༗੫ঈ٫ֹ ���ඦສԁ
çɹɹɹະࢧྭۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹͦͷଞ ��ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿখܭ ����ඦສԁ
çɹɹධՁੑ引ֹ ˚����ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚܭ߹࢈ࢿʢ"ʣ ���ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛ࠴
çɹɹɹͦͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚ ˚����ඦສԁ
çɹɹɹͦͷଞ ˚�ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛܭ߹࠴ʢ#ʣ ˚����ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛ࠴ͷ७ֹʢ"ʣʴʢ#ʣ ˚����ඦສԁ

ʢ̎ʣ๏ఆ࣮ޮ੫ͱ๏ਓ੫ෛ୲ͱͷࠩҟͷओͳݪҼ
çɹɹ๏ఆ࣮ޮ੫ �����ˋ
çɹɹʢௐʣ
çɹɹɹަࡍඅӬٱʹଛۚʹࢉೖ͞Εͳ͍߲ ����ˋ
çɹɹɹडऔۚӬٱʹӹۚʹࢉೖ͞Εͳ͍߲ ˚����ˋ
çɹɹɹۀࣄྔۚ ˚����ˋ
çɹɹɹॅຽ੫ۉׂ ����ˋ
çɹɹɹධՁੑ引ֹͷ૿ݮ ˚����ˋ
çɹɹɹͦͷଞ ˚����ˋ
çɹɹɹ੫ޮՌձܭద༻ޙͷ๏ਓ੫ͷෛ୲ ����ˋ

ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

10　税効果会計に関する事項
ʢ̍ʣ܁Ԇ੫͓ۚ࢈ࢿΑͼ܁Ԇ੫ۚෛ࠴ͷൃੜݪҼผͷओͳ༁
çɹɹ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿ
çɹɹɹ੫্ͷ܁ӽܽଛۚʢ�ʣ ���ඦສԁ
çɹɹɹୀ৬څ引ۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹ܁Ԇ࢈ࢿঈ٫աֹ ��ඦສԁ
çɹɹɹ༩引ۚ ��ඦສԁ
çɹɹɹିग़ۚঈ٫ ��ඦສԁ
çɹɹɹି引ۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹ૬ޓԉॿੵཱۚ ����ඦສԁ
çɹɹɹିग़ۚະऩརଉ ���ඦສԁ
çɹɹɹ༗Ձূ݊༗੫ঈ٫ֹ ���ඦສԁ
çɹɹɹະࢧྭۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹͦͷଞ ��ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿখܭ ����ඦສԁ
çɹɹɹ੫্ͷ܁ӽܽଛۚʹΔධՁੑ引ֹ ʵඦສԁ
çɹɹɹকདྷࢉݮҰࠩ࣌ҟͷ߹ʹܭΔධՁੑ引ֹʢ�ʣ˚����ඦສԁ
çɹɹධՁੑ引ֹখܭ ˚����ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚܭ߹࢈ࢿ	"
 ���ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛ࠴
çɹɹɹͦͷଞ༗Ձূ݊ධՁֹࠩۚ ˚����ඦສԁ
çɹɹɹͦͷଞ ˚�ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛܭ߹࠴	#
 ˚����ඦສԁ
çɹɹ܁Ԇ੫ۚෛ࠴ͷ७ֹ	"
ʴ	#
 ˚���ඦສԁ
ʢ̍ʣ੫্ͷ܁ӽܽଛ͓ۚΑͼͦͷ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿͷ܁ӽݶظผͷֹۚ

ʢ୯Ґɿඦສԁʣ

̍Ҏ ̍
̎Ҏ

̎
̏Ҏ

̏
̐Ҏ

̐
̑Ҏ ̑ ܭ߹

੫্ͷ
ӽܽଛۚ܁ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ��� ���
ධՁੑ
引ۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
Ԇ੫܁
࢈ࢿۚ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ��� ���

�ʢ˞̍ʣ੫্ͷ܁ӽܽଛۚɺ๏ఆ࣮ޮ੫Λֹͨ͡Ͱ͢ɻ
�ʢ˞̎ʣ੫্ͷ܁ӽܽଛۚ���ඦສԁʹ͍ͭͯɺ܁Ԇ੫ۚ࢈ࢿ���ඦສԁΛ্ܭ

͍ͯ͠·͢ɻ֘੫্ͷ܁ӽܽଛۚʹ͍ͭͯɺকདྷͷ՝੫ॴಘͷࠐݟ
ΈʹΑΓɺճऩՄͱஅ͠ɺධՁੑ引ֹΛೝ͍ࣝͯ͠·ͤΜɻ

ʢ̎ʣલظʹൺͯධՁੑ引ֹ͕���ඦສԁݮগ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷݮগͷओͳཁ
Ҽɺି引ۚʹ͔͔ΔධՁੑ引ֹ͕ݮগͨ͜͠ͱʹΑΔͷͰ͢ɻ

ʢ̎ʣ๏ఆ࣮ޮ੫ͱ๏ਓ੫ෛ୲ͱͷࠩҟͷओͳݪҼ
çɹɹ๏ఆ࣮ޮ੫ �����ˋ
çɹɹʢௐʣ
çɹɹɹަࡍඅӬٱʹଛۚʹࢉೖ͞Εͳ͍߲ �����ˋ
çɹɹɹडऔۚӬٱʹӹۚʹࢉೖ͞Εͳ͍߲ ˚����ˋ
çɹɹɹۀࣄྔۚ ˚�����ˋ
çɹɹɹॅຽ੫ۉׂ ����ˋ
çɹɹɹධՁੑ引ֹͷ૿ݮ ˚����ˋ
çɹɹɹͦͷଞ ����ˋ
çɹɹɹ੫ޮՌձܭద༻ޙͷ๏ਓ੫ͷෛ୲ ˚����ˋ
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ྩ̏ ྩ̐

11　キャッシュ ･フロー計算書に関する事項
çɹ ɹΩϟογϡ ŋϑϩʔࢉܭॻʹ͓͚Δۚࢿʢ͓ۚݱΑͼۚݱಉ

ʣͷൣғɺିआରরද্ͷʮۚݱʯͳΒͼʹʮ༬͚ۚʯ
தͷ࠲༬͚ۚɺී௨༬͚͓ۚΑͼ௨༬͚ۚͰ͢ɻ

12　持分法損益等に関する事項
çɹɹ�ؔ࿈ձࣾʹ࣋๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿଛӹ
çɹɹɹ�ؔ࿈ձࣾʹର͢Δࢿͷֹۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹ࣋�๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿͷֹۚ ���ඦສԁ
çɹɹɹ࣋�๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿଛࣦͷֹۚ ��ඦສԁ

11　キャッシュ ･フロー計算書に関する事項
çɹ ɹΩϟογϡ ŋϑϩʔࢉܭॻʹ͓͚Δۚࢿ	ٴۚݱͼۚݱಉʣ

ͷൣғɺିआରরද্ͷʮۚݱʯͳΒͼʹʮ༬͚ۚʯதͷ
࠲༬͚ۚɺී௨༬͚͓ۚΑͼ௨༬͚ۚͰ͢ɻ

12　持分法損益等に関する事項
çɹɹ�ؔ࿈ձࣾʹ࣋๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿଛӹ
çɹɹ�ؔ࿈ձࣾʹର͢Δࢿͷֹۚ ���ඦສԁ
çɹɹ࣋�๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿͷֹۚ ���ඦສԁ
çɹɹ࣋�๏Λద༻ͨ͠߹ͷࢿଛࣦͷֹۚ ��ඦສԁ
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６ɽ財務諸表の適正性等にかかる確ೝ

　　（）財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、Ωャογϡ・ϑロー計算書、ه表および剰余金処分計算書を指しています。

確　認　書

①�　私は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの事業年度にかかるディスク
ロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点にお
いて関係諸法令に準拠して適正に表示されていることを確認しました。

②�　当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、
有効に機能していることを確認しました。

　　・�業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備
されております。

　　・�業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を
検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

　　・�重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

令和５年６月３0日

三重県信用農業協同組合連合会
代表理事理事長　内藤　真毅

７ɽ会計監査人の監査

　　　　令和３年度および令和４年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書およびه表は、農業協同組合法
第３７条の２第３項の規定にجづき、みのり監査法人の監査をडけております。
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１ɽ࠷近の５事業年度の主要な経営指標
（単位ɿඦສԁ、ઍ口）

߲ɹɹɹ ฏ�� ྩݩ ྩ̎ ྩ̏ ྩ̐

経 常 収 益 23,613 21,181 21,139 19,786 19,179
経 常 利 益 4,652 3,762 2,974 2,734 3,016
当 期 剰 余 金 3,636 3,033 2,271 2,530 3,145
出 資 金
（ 出 資 口 数 ）

68,752
	13,750


68,752
	13,750


68,752
	13,750


68,752
	13,750


68,752
	13,750


純 資 産 額 143,360 131,080 142,797 138,072 130,638
総 資 産 額 2,217,572 2,226,549 2,311,840 2,266,649 2,155,868
貯 金 等 残 高 1,983,840 1,995,916 2,026,078 2,005,198 1,950,755
貸 出 金 残 高 220,098 238,248 262,692 267,375 264,780
有 価 証 券 残 高 734,994 803,735 823,190 763,291 682,928
剰 余 金 配 当 金 額 1,158 1,198 1,198 1,029 2,617
ී ௨ 出 資 配 当 額 572 572 572 429 429
ޙ 配 出 資 配 当 額 104 104 104 78 78
第ೋछޙ配出資配当額 0 29 29 29 29
事 業 分 ྔ 配 当 額 481 490 491 491 2,079

職 員 数 166人 158人 159人 155人 149人
単 体 自 己 資 本 比 率 13�94ˋ 13�14ˋ 12�81ˋ 12�71ˋ 12�96ˋ

（）「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の݈શ性をஅするためのج準」（ฏ成18年金融ி・農ྛਫ産লࠂ示第2߸）にجづき算出しています。

２ɽ利益総ׅ表
（単位ɿඦສԁ、ˋ）

߲ɹɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹɹݮ

資 金 運 用 収 ࢧ 1,498 2,445 947
役 務 取 引 等 収 ࢧ 72 27 ˚ 45
そ の ଞ 事 業 収 ࢧ 1,504 1,534 29
事 業 ૈ 利 益
（ 事 業 ૈ 利 益 率 ）

3,075
	0�14


4,007
	0�19


931
（0�05


（）１ɽ資金運用収ࢧʹ資金運用収益 （ɻ資金ௐୡඅ用ʵ金銭の信託運用ݟ合අ用）
　　 ２ɽ役務取引等収ࢧʹ役務取引等収益ʵ役務取引等අ用
　　 ３ɽそのଞ事業収ࢧʹそのଞ事業収益ʵそのଞ事業අ用
　　 ４ɽ事業ૈ利益ʹ資金運用収ࢧʴ役務取引等収ࢧʴそのଞ事業収ࢧ
　　 ５ɽ事業ૈ利益率ʹ事業ૈ利益ʗ資金運用צ定ฏۉ残高ʷ１̌̌
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３ɽ事業純益
（単位ɿඦສԁ）

߲ɹɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹɹݮ

事 業 純 益 288 1,262 973
実 ࣭ 事 業 純 益 370 1,262 891
コ ア 事 業 純 益 174 1,096 922
コ ア 事 業 純 益
（資信託解約損益をআ͘） 1,338 1,096 ˚ 241

（）１ɽ事業純益ʹ事業ૈ利益ʵ経අʵҰൠ貸倒引当金܁ೖ額
　　 ２ɽ実࣭事業純益ʹ事業純益ʴҰൠ貸倒引当金܁ೖ額
　　 ３ɽコア事業純益ʹ実࣭事業純益ʵࠃ債等債券関損益�

。債等債券償却を௨算した損益ですࠃ、債等債券償ؐ損ࠃ、債等債券ച却損ࠃ、債等債券償ؐ益ࠃ、債等債券ച却益ࠃ、損益は債等債券関ࠃ

４ɽ資金運用収ࢧの内༁
（単位ɿඦສԁ、ˋ）

߲ɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐
ฏߴۉ རɹɹଉ རɹճ ฏߴۉ རɹɹଉ རɹճ

資 金 運 用 צ 定 2,206,517 14,054 0�64 2,112,948 14,236 0�67
うͪ　༬ け 金 1,155,550 7,078 0�61 1,085,906 6,076 0�56
うͪ　有 価 証 券 757,952 4,823 0�64 729,334 5,968 0�82
うͪ　貸 出 金 269,210 2,102 0�78 272,846 2,136 0�78

資 金 ௐ ୡ צ 定 2,160,900 12,555 0�58 2,069,918 11,790 0�57
うͪ　貯 金 2,037,994 12,687 0�62 1,976,169 11,948 0�60
うͪ　ৡ性貯金 23,740 0 0�00 24,704 0 0�00
うͪ　借 用 金 32,027 ʵ ʵ 13,607 ʵ ʵ

総 資 金 利 ͟  ʵ ʵ ˚ 0�07 ʵ ʵ ˚ 0�03
（）１ɽ総資金利͟ʹ資金運用利ճりʵ資金ௐୡ原価率�

資金ௐୡ原価率 （́資金ௐୡඅ用（貯金利ଉʴৡ性貯金利ଉʴചݱઌ利ଉʴ債券貸借取引ࢧ利ଉʴ借用金利ଉʴ金利スϫοプࢧ利ଉʴそのଞࢧ利ଉ（ࢧ
ࡶ利ଉ等））ɹ 経අʵ金銭の信託運用ݟ合අ用）ʗ（貯金ʴৡ性貯金ʴചݱઌצ定ʴ債券貸借取引डೖ୲保金ʴ借用金ʴそのଞ（貸ཹ保金、ै 業員༬り金等）
ʵ金銭の信託運用ݟ合額）ʷ100

　　 ２ɽ資金運用צ定の「うͪ༬け金」の利ଉには、ड取ྭ金およびड取特ผ配当金がؚまれています。
　　 ３ɽ資金ௐୡצ定の「うͪ貯金」の利ଉには、ࢧྭ金がؚまれています。
　　 ４ɽ資金ௐୡצ定計のฏۉ残高および利ଉは金銭の信託運用ݟ合額および金銭の信託運用ݟ合අ用を߇আしています。

５ɽड取・ࢧ利ଉの増減額
（単位ɿඦສԁ）

߲ɹɹɹɹɹ ྩ̏૿ֹݮ ྩ̐૿ֹݮ

ड 取 利 ଉ ˚ 1,485 182
うͪ　༬ け 金 145 ˚ 1,001
うͪ　有 価 証 券 ˚ 1,648 1,144
うͪ　貸 出 金 ˚ 26 33

ࢧ  利 ଉ ˚ 321 ˚ 765
うͪ　貯 金 ˚ 310 ˚ 738
うͪ　ৡ  性 貯 金 ˚0 0
うͪ　借 用 金 ʵ ʵ

ࠩ 引 ˚ 1,164 947
（）１ɽ増減額はલ年度対比です。
　　 ２ɽड取利ଉの「うͪ༬け金」には、ड取ྭ金およびड取特ผ配当金がؚまれています。
　　 ３ɽࢧ利ଉの「うͪ貯金」には、ࢧྭ金がؚまれています。
　　 ４ɽࢧ利ଉ計の増減額は金銭の信託運用ݟ合අ用߇আޙのࢧ利ଉ額の増減額です。
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１ɽ貯金に関する指標

ïø）Պ目ผ貯金ฏۉ残高 （単位ɿඦສԁ、ˋ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹɹݮ

ྲྀ ಈ 性 貯 金 24,729 	1�2
 26,214 	1�3
 1,484
定 期 性 貯 金 2,011,926 	97�6
 1,948,596 	97�4
 ˚ 63,329
そ の ଞ の 貯 金 1,339 	0�1
 1,358 	0�1
 19

小　　　��計 2,037,994 	98�8
 1,976,169 	98�8
 ˚ 61,825
ৡ  性 貯 金 23,740 	1�2
 24,704 	1�2
 964

合　　　��計 2,061,735 	100�0
 2,000,873 	100�0
 ˚ 60,861
（）１ɽྲྀಈ性貯金ʹ当࠲貯金ʴී௨貯金ʴ貯貯金ʴ௨貯金
　　 ２ɽ定期性貯金ʹ定期貯金ʴੵཱ定期貯金
　　 ３ɽ（　）内は構成比です。

ïù）定期貯金残高 （単位ɿඦສԁ、ˋ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

定 期 貯 金 1,953,335 	100�0
 1,904,161 	100�0
 ˚ 49,173
う ͪ 　 ݻ 定 金 利 定 期 1,953,335 	100�0
 1,904,161 	100�0
 ˚ 49,173
う ͪ 　 ม ಈ 金 利 定 期 ʵ 	�
 � 	�
 ʵ

（）１ɽݻ定金利定期ɿ༬ೖ時に満期までの利率が確定する定期貯金
　　 ２ɽมಈ金利定期ɿ༬ೖ期ؒ中のࢢ金利のม化にԠ͡て金利がมಈする定期貯金
　　 ３ɽ（　）内は構成比です。

２ɽ貸出金等に関する指標

ïø）Պ目ผ貸出金ฏۉ残高 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ݮ��૿

ख ܗ 貸  740 860 119
証 書 貸  254,117 257,162 3,044
当 ࠲ 貸 ӽ 14,290 14,798 507
ׂ 引 ख ܗ 61 26 ˚ 35

合　　　��計 269,210 272,846 3,636

ïù）貸出金の金利条件ผ内༁残高 （単位ɿඦສԁ、ˋ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ݮ��૿

ݻ 定 金 利 貸 出 189,648 	70�9
 187,673 	70�9
 ˚ 1,974
ม ಈ 金 利 貸 出 77,727 	29�1
 77,106 	29�1
 ˚ 620

合　　　��計 267,375 	100�0
 264,780 	100�0
 ˚ 2,594
（）（　）内は構成比です。
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ïú）貸出金の୲保ผ内༁残高 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

貯 金 ・ 定 期 ੵ 金 等 157 64 ˚ 93
有 価 証 券 8,508 9,003 495
ಈ 産 2,543 2,256 ˚ 286
ෆ ಈ 産 17,726 17,820 93
そ の ଞ ୲ 保  1,332 2,116 784

小　　　　計 30,269 31,262 992
農 業 信 用 ج 金 協 会 保 証 1,521 1,639 118
そ の ଞ 保 証 192 126 ˚ 66

小　　　　計 1,713 1,766 52
信 用 235,391 231,752 ˚ 3,639

合　　　　計 267,375 264,780 ˚ 2,594

ïû）債務保証の୲保ผ内༁残高 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

貯 金 ・ 定 期 ੵ 金 等 ʵ ʵ ʵ
有 価 証 券 ʵ ʵ ʵ
ಈ 産 ʵ ʵ ʵ
ෆ ಈ 産 ʵ ʵ ʵ
そ の ଞ ୲ 保  ʵ ʵ ʵ

小　　　　計 ʵ ʵ ʵ
信 用 1,089 1,211 122

合　　　　計 1,089 1,211 122

ïü）貸出金の్ผ内༁残高 （単位ɿඦສԁ、ˋ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

ઃ උ 資 金 20,752 	7�8
 18,786 	7�1
 ˚ 1,966
運 స 資 金 246,622 	92�2
 245,994 	92�9
 ˚ 628

合　　　　計 267,375 	100�0
 264,780 	100�0
 ˚ 2,594
（）（　）内は構成比です。
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ïý）貸出金の業छผ残高 （単位ɿඦສԁ、ˋ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

農 業 4,880 	1�8
 4,968 	1�9
 88
ྛ 業 � 	�
 � 	�
 ʵ
ਫ 産 業 40 	0�0
 19 	0�0
 ˚ 20
  業 32,722 	12�2
 34,755 	13�1
 2,033
߭ 業 338 	0�1
 295 	0�1
 ˚ 43
ݐ ઃ 業 5,029 	1�9
 5,177 	2�0
 147
ి ਫಓ業・څڙΨス・・ؾ 8,015 	3�0
 12,773 	4�8
 4,758
運 ༌ ・ ௨ 信 業 21,880 	8�2
 21,423 	8�1
 ˚ 457
Է ച ・ 小 ച ・ ҿ ৯ 業 17,861 	6�7
 17,490 	6�6
 ˚ 371
金 融 ・ 保 険 業 83,945 	31�4
 78,397 	29�6
 ˚ 5,548
ෆ ಈ 産 業 29,282 	11�0
 30,047 	11�3
 765
α ー Ϗ ス 業 37,247 	13�9
 36,349 	13�7
 ˚ 898
地 方 ެ ڞ ஂ 体 25,938 	9�7
 22,922 	8�7
 ˚ 3,016
そ の ଞ 191 	0�1
 159 	0�1
 ˚ 31

合　　　　　計 267,375 	100�0
 264,780 	100�0
 ˚ 2,594
（）（　）内は構成比です。

ïþ）主要な農業関の貸出金残高
①営農ྨܕผ （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

ࠄ 作 180 231 51

 ࡊ ・ Ԃ ܳ 160 292 132

Ռ थ ・ थ Ԃ 農 業 36 32 ˚ 3

 ܳ 作  461 368 ˚ 92

ཆ ಲ ・  ڇ ・ ཙ 農 2,982 2,870 ˚ 112

ཆ ܲ ・ ཆ ཛ 271 335 63

ཆ ࢋ ʵ ʵ ʵ

そ の ଞ 農 業 992 1,523 531

農 業 関 連 ஂ 体 等 3,658 3,599 ˚ 58

合　　　　　計 8,743 9,254 511
（）１ɽ農業関の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連ஂ体等に対する農業生産・農業経営にඞ要な資金、農産の生産・Ճ・ྲྀ௨に関する事業に

ඞ要な資金等が該当します。
　　 　　なお、上（６）هの貸出金の業छผ残高の「農業」は、農業者農業法人等に対する貸出金の残高です。
　　 ２ɽ「そのଞ農業」には、ෳ合経営で主たる業छが໌確に位置づけられない者、農業αーϏス業、農業所得がैとなる農業者等がؚまれています。
　　 ３ɽ「農業関連ஂ体等」には、JAશ農とその子会ࣾ等がؚまれています。
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②資金छྨผ
ʤ貸出金ʥ （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

プ ロ ύ ー 資 金 7,473 7,556 82
農 業 制 度 資 金 1,269 1,698 428

う ͪ 農 業 近 代 化 資 金 1,030 1,460 429
う ͪ そ の ଞ 制 度 資 金 239 238 ˚ 1
合　　　　　計 8,743 9,254 511

（）１ɽプロύー資金とは、当会原資の資金を融資しているもののうͪ、制度資金以֎のものをいいます。
　　 ２ɽ農業制度資金には、①地方ެஂڞ体が直తまたはؒతに融資するもの、②地方ެஂڞ体が利子補څ等を行うことで当会が利で融資するもの、③本

。が直融資するものがあり、ここでは①のస貸資金と②を対としていますݿ金融ެࡦ
　　 ３ɽそのଞ制度資金には、農業経営改善ଅਐ資金（スーύーＳ資金）農業経営ෛ୲ܰ減ࢧԉ資金なͲが該当します。

ʤड託貸金ʥ� （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

 本  ࡦ 金 融 ެ ݿ 資 金 6,226 6,478 252
合　　　　　計 6,226 6,478 252

（）本ࡦ金融ެݿ資金は、農業（چ農ྛړ業金融ެݿ）にかかる資金をいいます。

ïÿ）農協法にجづ͘開示債権の状況および金融࠶生法開示債権۠分にجづ͘保શ状況 （単位ɿඦສԁ）

ɹ۠ɹݖɹ࠴
ྩ̏ ྩ̐

࠴ ݖ ֹ
อɹɹશɹɹֹ

࠴ ݖ ֹ
อɹɹશɹɹֹ

୲ อ อ ূ 引  ߹ ܭ ୲ อ อ ূ 引  ߹ ܭ

破産更生債権および
これらに準ずる債権 207 152 0 54 207 63 44 12 6 63

危 険 債 権 5,238 189 74 4,974 5,238 4,655 287 71 4,296 4,655

要 管 理 債 権 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

三 月 以 上
延 滞 債 権 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

貸 出 条 件
緩 和 債 権 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

小 計 5,446 341 75 5,029 5,446 4,719 332 84 4,302 4,719

正 常 債 権 263,104 261,377

合 計 268,551 266,096

（）１ɽ破産更生債権およびこれらに準ずる債権
　　　　�� 破産खଓ開࢝、更生खଓ開࠶、࢝生खଓ開࢝のਃཱて等の事༝により経営破にؕͬている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権をいいます。
����２ɽ危険債権
　　　　�� 債務者が経営破の状ଶにはͬࢸていないが、財状ଶおよび経営成績がѱ化し、契約にैͬた債権の元本のճ収および利ଉのड取りができないՄ性の高

い債権をいいます。
����３ɽ要管理債権
　　　　�� 農協法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額をいいます。
����４ɽ三月以上延滞債権
　　　　�� 元本または利ଉのࢧが約定ࢧのཌから三月以上延している貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権および危険債権に該当しないものを

いいます。
����５ɽ貸出条件緩和債権
　　　　�� 債務者の経営ݐ࠶またはࢧԉを図ることを目తとして、金利の減໔、利ଉのࢧ༛༧、元本のฦࡁ༛༧、債権์غそのଞの債務者に有利となる取決めを行ͬ

た貸出金で、破産更生債権およびこれらに準ずる債権、危険債権および三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。
����６ɽ正常債権
　　　　�� 債務者の財状ଶおよび経営成績に特にがないものとして、１ɽ２ɽ４ɽ５ɽに掲͛る債権以֎のものに۠分される債権をいいます。
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（９）元本補填契約のある信託にかかる農協法にجづ͘開示債権の状況
　　 該当する取引はありまͤΜ。

ïø÷）貸倒引当金の期末残高および期中の増減額 （単位ɿඦສԁ）

۠ɹ
ྩ̏ ྩ̐

ɹटظ
ߴɹ

ɹதظ
૿Ճֹ

গֹݮதظ ɹظ
ߴɹ

ɹटظ
ߴɹ

ɹதظ
૿Ճֹ

গֹݮதظ ɹظ
༺తߴɹ ͦͷଞ త༻ ͦͷଞ

Ұൠ貸倒引当金 765 847 ʵ 765 847 847 739 ʵ 847 739
ผ貸倒引当金ݸ 5,855 5,030 640 5,214 5,030 5,030 4,303 640 4,389 4,303

合　計 6,621 5,877 640 5,980 5,877 5,877 5,043 640 5,237 5,043
（）ચସ表示となͬています。

ïøø）貸出金償却の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位ɿඦສԁ）

߲ɹɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐

貸 出 金 償 却 額 83 47
（）貸出金償却は、ݸผ貸倒引当金の目త用による取่額を૬ࡴするલの金額です。

３ɽ有価証券に関する指標

ïø）छྨผ有価証券ฏۉ残高 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹɹɹྨ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹݮ

ࠃ 債 126,305 100,916 ˚ 25,389
地 方 債 69,753 69,321 ˚ 432
  保 証 債 ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ
 期 ࣾ 債 27,388 21,637 ˚ 5,750
ࣾ 債 412,978 417,512 4,533
ג ࣜ 11,305 11,265 ˚ 40
֎ ࠃ 証 券 51,875 56,878 5,003
ड 益 証 券 55,203 48,577 ˚ 6,626
 資 証 券 3,141 3,226 84

合　　　　計 757,952 729,334 ˚ 28,617
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ïù）商品有価証券छྨผฏۉ残高
　　ç該当する取引はありまͤΜ。

（ú）有価証券残ଘ期ؒผ残高 （単位ɿඦສԁ）

छɹྨ �ҎԼ �
�ҎԼ

�
�ҎԼ

�
�ҎԼ

�
��ҎԼ �� ͷఆΊؒظ

ͷͳ͍ͷ ܭ��߹

ྩ̏
ࠃ 債 3,022 4,042 ʵ 22,871 33,588 69,400 ʵ 132,925
地 方 債 3,748 7,398 7,427 8,551 10,788 30,531 ʵ 68,445
  保 証 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 期 ࣾ 債 22,998 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 22,998
ࣾ 債 2,402 27,910 49,934 97,906 101,125 129,147 1,701 410,128
ג ࣜ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 12,578 12,578
֎ ࠃ 証 券 5,904 25,076 11,033 5,650 3,051 771 ʵ 51,487
ड 益 証 券 1,284 2,206 5,905 9,212 1,016 4,187 36,817 60,631
 資 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 4,095 4,095
合 　 　 計 39,360 66,634 74,301 144,191 149,570 234,038 55,193 763,291

ྩ̐
ࠃ 債 1,002 ʵ 13,189 17,254 15,661 32,005 ʵ 79,113
地 方 債 3,681 7,424 7,916 8,114 12,729 26,188 ʵ 66,054
  保 証 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 期 ࣾ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ࣾ 債 7,742 27,230 78,488 110,680 65,133 110,337 1,608 401,220
ג ࣜ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 13,884 13,884
֎ ࠃ 証 券 14,597 18,314 21,648 4,774 1,435 ʵ ʵ 60,770
ड 益 証 券 ʵ 3,270 12,896 1,371 1,116 5,098 34,442 58,196
 資 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ 3,688 3,688
合 　 　 計 27,022 56,239 134,139 142,195 96,076 173,630 53,623 682,928
　（）金額は貸借対照表計上額によͬています。
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４ɽ有価証券の時価情報等

（ø）有価証券の時価情報
　　①ചങ目త有価証券 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

ିआରরද্ֹܭ ͷଛӹʹ
ؚ·ΕͨධՁֹࠩ ିआରরද্ֹܭ ͷଛӹʹ

ؚ·ΕͨධՁֹࠩ

ച ങ 目 త 有 価 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ

　　②満期保有目తの債券 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹྨ
ྩ̏ ྩ̐

ିआରরද
্ֹܭ ɹɹՁ࣌ ࠩɹɹֹ ିआରরද

্ֹܭ ɹɹՁ࣌ ࠩɹɹֹ

時価が貸借
対照表計上
額をえる
もの

ࠃ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
地 方 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
保証債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 期 ࣾ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ࣾ 債 8,237 8,572 335 7,078 7,334 255
֎ ࠃ 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ड 益 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 資 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
小 計 8,237 8,572 335 7,078 7,334 255

時価が貸借
対照表計上
額をえな
いもの

ࠃ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
地 方 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
保証債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 期 ࣾ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ࣾ 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
֎ ࠃ 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ड 益 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
 資 証 券 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
小 計 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

合　　　　　　計 8,237 8,572 335 7,078 7,334 255
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　　③そのଞ有価証券 （単位ɿඦສԁ）

छɹɹྨ
ྩ̏ ྩ̐

ିआରরද
্ֹܭ औಘݪՁ ࠩɹɹֹ ିआରরද

্ֹܭ औಘݪՁ ࠩɹɹֹ

貸借対照表
計上額が取
得原価を
えるもの

ג ࣜ 5,187 3,302 1,885 8,406 5,548 2,857
債 券 255,923 247,169 8,754 89,983 83,802 6,180
ࠃ 債 115,732 109,401 6,330 48,122 43,554 4,568
地 方 債 18,795 18,222 572 5,243 4,918 324
保証債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
期ࣾ債 3,000 2,999 0 ʵ ʵ ʵ
ࣾ 債 95,505 94,774 730 18,180 18,043 137
証券ࠃ֎ 22,890 21,770 1,119 18,436 17,286 1,150

ड 益 証 券 45,366 31,176 14,190 36,486 24,415 12,070
 資 証 券 3,657 2,846 810 2,927 2,446 480
小 計 310,135 284,495 25,640 137,803 116,213 21,589

貸借対照表
計上額が取
得原価を
えないもの

ג ࣜ 7,390 8,120 ˚ 729 5,478 5,921 ˚ 442
債 券 421,824 425,411 ˚ 3,586 510,097 521,183 ˚ 11,086
ࠃ 債 17,193 17,375 ˚ 181 30,990 32,030 ˚ 1,039
地 方 債 49,649 50,244 ˚ 594 60,811 62,686 ˚ 1,874
保証債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金 融 債 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
期ࣾ債 19,997 19,999 ˚ 1 ʵ ʵ ʵ
ࣾ 債 306,386 308,980 ˚ 2,593 375,961 383,750 ˚ 7,789
証券ࠃ֎ 28,596 28,811 ˚ 214 42,334 42,716 ˚ 382

ड 益 証 券 15,265 16,775 ˚ 1,510 21,710 24,095 ˚ 2,385
 資 証 券 437 457 ˚ 20 760 854 ˚ 94
小 計 444,918 450,764 ˚ 5,846 538,046 552,054 ˚ 14,008

合　　　　　　計 755,054 735,260 19,794 675,850 668,268 7,581
（）時価のあるもののうͪ、当該有価証券の時価が取得原価に比てஶし͘下མしており、時価が取得原価までճ෮するࠐݟみがあるとೝめられないものについては、

当該時価をもͬて貸借対照表価額とするとともに、減損処理（評価ࠩ額を当期の損失として処理するもの）しています。なお、減損処理額は次のとおりです。�
令和３年度　該当なし　　令和４年度　535ඦສԁ（ड益証券535ඦສԁ）

（ù）金銭の信託の時価情報
　　①運用目తの金銭の信託 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

ିआରরද্ֹܭ ͷଛӹʹ
ؚ·ΕͨධՁֹࠩ ିआରরද্ֹܭ ͷଛӹʹ

ؚ·ΕͨධՁֹࠩ

運用目తの金銭の信託 2,000 ˚ 7 2,500 ̌
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　　②満期保有目తの金銭の信託 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

ିआ
ରরද
্ֹܭ

ɹՁ࣌ ࠩɹֹ

Ձ࣌ͪ͏
͕ିआର
রද্ܭ
ֹΛ͑
Δͷ

Ձ࣌ͪ͏
͕ିआର
রද্ܭ
ֹΛ͑
ͳ͍ͷ

ିआ
ରরද
্ֹܭ

ɹՁ࣌ ࠩɹֹ

Ձ࣌ͪ͏
͕ିआର
রද্ܭ
ֹΛ͑
Δͷ

Ձ࣌ͪ͏
͕ିआର
রද্ܭ
ֹΛ͑
ͳ͍ͷ

満期保有目త
の金銭の信託 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

（）「うͪ時価が貸借対照表計上額をえるもの」「うͪ時価が貸借対照表計上額をえないもの」は、それͧれ「ࠩ額」の内༁です。

　　③そのଞの金銭の信託 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

ିआ
ରরද
্ֹܭ

औಘݪՁ ࠩɹֹ

͏ͪିआ
ରরදܭ
্ֹ͕औ
ಘݪՁΛ
͑Δ
ͷ

͏ͪିआ
ରরදܭ
্ֹ͕औ
ಘݪՁΛ
͑ͳ͍
ͷ

ିआ
ରরද
্ֹܭ

औಘݪՁ ࠩɹֹ

͏ͪିआ
ରরදܭ
্ֹ͕औ
ಘݪՁΛ
͑Δ
ͷ

͏ͪିआ
ରরදܭ
্ֹ͕औ
ಘݪՁΛ
͑ͳ͍
ͷ

そ の ଞ の
金銭の信託 25,796 26,228 ˚ 431 255 ˚ 687 28,108 29,506 ˚ 1,397 292 ˚ 1,690

（）「うͪ貸借対照表計上額が取得原価をえるもの」「うͪ貸借対照表計上額が取得原価をえないもの」は、それͧれ「ࠩ額」の内༁です。

（ú）デリバティブ取引等
　ç（デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引）

　　①金利関連取引
　　　該当する取引はありまͤΜ。

　　②௨՟関連取引
　　　該当する取引はありまͤΜ。

関連取引ࣜג③　　
　　　該当する取引はありまͤΜ。

　　④債券関連取引
　　　該当する取引はありまͤΜ。

61 62

ᶙ

ࣄ
ۀ
ͷ
֓
گ

資
料
編



１ɽ利益率
（単位ɿˋ）

߲ɹɹɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹɹݮ

総 資 産 経 常 利 益 率 0�12 0�13 0�01
純 資 産 経 常 利 益 率 2�17 2�36 0�19
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0�11 0�14 0�03
純 資 産 当 期 純 利 益 率 2�00 2�46 0�46

（）１ɽ総資産経常利益率ʹ経常利益ʗ総資産（債務保証ݟฦをআ͘）ฏۉ残高ʷ100
　　 ２ɽ純資産経常利益率ʹ経常利益ʗ純資産צ定ฏۉ残高ʷ100
　　 ３ɽ総資産当期純利益率ʹ当期剰余金（੫引ޙ）ʗ総資産（債務保証ݟฦをআ͘）ฏۉ残高ʷ100
　　 ４ɽ純資産当期純利益率ʹ当期剰余金（੫引ޙ）ʗ純資産צ定ฏۉ残高ʷ100

２ɽ貯貸率・貯証率
（単位ɿˋ）

۠ɹɹɹɹɹ ྩ̏ ྩ̐ ૿ɹɹݮ

貯貸率
期　　末 13�33 13�57 0�24
期中ฏۉ 13�06 13�64 0�58

貯証率
期　　末 38�07 35�01 ˚ 3�06
期中ฏۉ 36�76 36�45 ˚ 0�31

（）１ɽ貯貸率（期　　末）ʹ貸出金残高ʗ貯金残高ʷ100
　　 ２ɽ貯貸率（期中ฏۉ）ʹ貸出金ฏۉ残高ʗ貯金ฏۉ残高ʷ100
　　 ３ɽ貯証率（期　　末）ʹ有価証券残高ʗ貯金残高ʷ100
　　 ４ɽ貯証率（期中ฏۉ）ʹ有価証券ฏۉ残高ʗ貯金ฏۉ残高ʷ100
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１ɽ自己資本の状況

■ 自己資本比率の状況

　当会では、ଟ༷化するリスクに対Ԡするとともに、会員利用者のχーζにԠえるため、財務ج൫のڧ化を経営の
ॏ要՝として取り組Μでいます。内෦ཹ保の増Ճにめるとともに、業務のޮ率化等に取り組Μͩ݁Ռ、令和５年
3月末における自己資本比率は、12�96�となりました。

■ 経営の݈શ性の確保と自己資本の充実

　当会の自己資本は会員からのී௨出資金の΄か、ޙ配出資金によりௐୡしています。

ී௨出資金
߲ɹɹɹ ɹɹɹ༰

ൃ行主体 三ॏݝ信用農業協同組合連合会
資本ௐୡखஈのछྨ ී௨出資金
コア資本にかかるૅج項目に算ೖした額 286ԯԁ（લ年度286ԯԁ）

配出資金ޙ
߲ɹɹɹ ɹɹɹ༰

ൃ行主体 三ॏݝ信用農業協同組合連合会
資本ௐୡखஈのछྨ 配出資金ޙ
コア資本にかかるૅج項目に算ೖした額 401ԯԁ（લ年度401ԯԁ）

　当会におけるリスク管理とは、「経営ઓུ業務方針のୡ成に対するෆ確実性の要Ҽ、すなΘͪリスクを、当会と
してڐ容できるϨϕルまでௐし、そのためにඞ要な施ࡦを行うこと」であり、そうした取り組みによͬて「当会経
営の҆定性を確保し、期される役ׂൃشがՄな状ଶをҡ࣋すること」を目తとしています。
　このようなߟえ方を౿まえ、۩体తな取り組みとして、Өڹ度がେき͘計ྔՄな財務上の諸リスクを中৺に、౷
合తなリスクのѲと管理を行ͬています。この౷合తなリスク管理において総体తにଊえたリスクを、自己資本を
ϕースとする経営体ྗと比ֱ・対照することによͬて、自己資本の充実度の評価を行ͬています。
　また、自己資本比率の算出にあたͬては、「自己資本比率算出規ఔ」および「自己資本比率算出事務खଓ」を制定し、
適正なプロηスにより正確な自己資本比率を算出しています。
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ïø）自己資本の構成 （単位ɿඦສԁ）

߲��������� ྩ̏ ྩ̐

コア資本にかかるૅج項目（１）
ී௨出資またはඇྦྷੵతӬٱ༏ઌ出資にかかる会員資本の額 122,972 123,500
うͪ、出資金および資本準උ金の額 68,752 68,752
うͪ、࠶評価ੵཱ金の額 ʵ ʵ
うͪ、利益剰余金の額 55,250 57,365
うͪ、֎෦ྲྀ出༧定額（˚） 1,029 2,617
うͪ、上ه以֎に該当するものの額 ʵ ʵ

コア資本にかかるૅج項目の額に算ೖされる引当金の合計額 5,902 5,795
うͪ、Ұൠ貸倒引当金および૬ޓԉॿੵཱ金コア資本算ೖ額 5,902 5,795
うͪ、適֨引当金コア資本算ೖ額 ʵ ʵ

適֨چ資本ௐୡखஈの額のうͪ、コア資本にかかるૅج項目の額にؚまれる額 ʵ ʵ
ެత機関による資本の増ڧに関する措置を௨͡てൃ行された資本ௐୡ
खஈの額のうͪ、コア資本にかかるૅج項目の額にؚまれる額 ʵ ʵ

地࠶評価額と࠶評価直લのா価額のࠩ額のޒे࢛ύーηンτに૬
当する額のうͪ、コア資本にかかるૅج項目の額にؚまれる額 ʵ ʵ

コア資本にかかるૅج項目の額� （イ） 128,874 129,295
コア資本にかかるௐ項目（２）
ແݻܗ定資産（Ϟーήージ・αーϏγング・ライπにかかるものをআ͘。）の額の合計額 70 44
うͪ、のれΜにかかるものの額 ʵ ʵ
うͪ、のれΜおよびϞーήージ・αーϏγング・ライπにかかるもの以֎の額 70 44

延੫金資産（Ұ時ࠩҟにかかるものをআ͘。）の額܁ ʵ ʵ
適֨引当金ෆ額 ʵ ʵ
証券化取引にい増Ճした自己資本に૬当する額 ʵ ʵ
ෛ債の時価評価により生͡た時価評価ࠩ額であͬて自己資本に算ೖされる額 ʵ ʵ
લ年金අ用の額 ʵ ʵ
自己保有ී௨出資等（純資産の෦に計上されるものをআ͘。）の額 ʵ ʵ
ҙ図తに保有しているଞの金融機関等の対資本ௐୡखஈの額 ʵ ʵ
গ数出資金融機関等の対ී௨出資等の額 ʵ ʵ
特定項目にかかるेύーηンτج準ա額 ʵ ʵ
うͪ、そのଞ金融機関等の対ී௨出資等に該当するものに関連す
るものの額 ʵ ʵ

うͪ、Ϟーήージ・αーϏγング・ライπにかかるແݻܗ定資産に
関連するものの額 ʵ ʵ

うͪ、܁延੫金資産（Ұ時ࠩҟにかかるものにݶる。）に関連する
ものの額 ʵ ʵ

特定項目にかかるेޒύーηンτج準ա額 ʵ ʵ
うͪ、そのଞ金融機関等の対ී௨出資等に該当するものに関連す
るものの額 ʵ ʵ

うͪ、Ϟーήージ・αーϏγング・ライπにかかるແݻܗ定資産に
関連するものの額 ʵ ʵ

うͪ、܁延੫金資産（Ұ時ࠩҟにかかるものにݶる。）に関連する
ものの額 ʵ ʵ

コア資本にかかるௐ項目の額� （ロ） 70 44
自己資本
自己資本の額（（イ）ʵ（ロ））� （ϋ） 128,804 129,250
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߲��������� ྩ̏ ྩ̐

リスク・アηοτ等（３）
信用リスク・アηοτの額の合計額 1,004,817 990,006
資産（Φン・バランス）項目 998,316 983,296
うͪ、経ա措置によりリスク・アηοτの額に算ೖされる額の合計額 ʵ ʵ
うͪ、ଞの金融機関等の対資本ௐୡखஈにかかるΤクスϙージャー
にかかる経ա措置を用いて算出したリスク・アηοτの額から経ա措
置を用いずに算出したリスク・アηοτの額を߇আした額（˚）

ʵ ʵ

うͪ、上ه以֎に該当するものの額 ʵ ʵ
Φϑ・バランス項目 6,500 6,709
$7Aリスク૬当額をീύーηンτでআして得た額 ʵ ʵ
中ԝਗ਼算期ؒ関連Τクスϙージャーにかかる信用リスク・アηοτの額 ʵ ʵ

ΦペϨーγϣφル・リスク૬当額の合計額をീύーηンτでআして得
た額 8,288 7,094

信用リスク・アηοτௐ額 ʵ ʵ
ΦペϨーγϣφル・リスク૬当額ௐ額 ʵ ʵ
リスク・アηοτ等の額の合計額� （χ） 1,013,106 997,101
自己資本比率
自己資本比率（（ϋ）ʗ（χ）） 12�71ˋ 12�96ˋ

（）１ɽ農協法第 11条の 2第 1項第 1߸の規定にجづ͘組合の経営の݈શ性をஅするためのج準にかかる算ࣜにجづき算出しています。
なお、当会はࠃ内ج準を࠾用しています。

2ɽ当会は、信用リスク・アηοτ額の算出にあたͬては標準తख法を、適֨金融資産୲保の適用については信用リスク減ख法の؆ศख法を、ΦペϨーγϣφル・
リスク૬当額の算出にあたͬてはૅجతख法を࠾用しています。ૅجతख法とは、1年ؒのૈ利益に 0�15を͡た額の直近 3年ؒのฏۉによりΦペϨーγϣ
φル・リスク૬当額を算出する方法です。�
なお、1年ؒのૈ利益は、経常利益からࠃ債等債券ച却益・償ؐ益およびそのଞ経常収益を߇আし、役務取引等අ用、ࠃ債等債券ച却損・償ؐ損・償却、経අ、
そのଞ経常අ用および金銭の信託運用ݟ合අ用をՃ算して算出しています。

（単位ɿඦສԁ）
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ïù）自己資本の充実度に関する事項
　信用リスクに対する所要自己資本の額および۠分ごとの内༁ （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

信用リスク・アηοτ Τクスϙージャー
の期末残高

㵁㴐㴆w㳹㴒㴚㴟額
B

所要自己資本額
CʹBʷ4ˋ

Τクスϙージャー
の期末残高

㵁㴐㴆w㳹㴒㴚㴟額
B

所要自己資本額
CʹBʷ4ˋ

ݱ 金 2,335 ʵ ʵ 1,763 ʵ ʵ
զがࠃの中ԝおよび中ԝۜ行け 127,687 ʵ ʵ 76,487 ʵ ʵ
けの中ԝおよび中ԝۜ行ࠃ֎ 6,898 140 5 8,068 680 27
ࠃ ࡍ 決 ࡁ ۜ 行 等  け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
զ が ࠃ の 地 方 ެ ڞ ஂ 体  け 94,471 ʵ ʵ 90,592 ʵ ʵ
け෦ڞの中ԝ等以֎のެࠃ֎ 902 450 18 1,000 548 21
ࠃ ࡍ 開 ൃ ۜ 行  け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
地 方 ެ ڞ ஂ 体 金 融 機 構  け 2,527 252 10 2,525 252 10
զ が ࠃ の   関  機 関  け 65,879 6,587 263 63,406 6,340 253
地 方 三 ެ ࣾ  け 7,017 525 21 6,968 515 20
金融機関および第Ұछ金融商品取引業者け 1,178,647 235,769 9,430 1,148,132 229,672 9,186
法 人 等  け 670,473 326,648 13,065 601,692 316,031 12,641
中小企業等けおよびݸ人け 262 190 7 287 207 8
 当 権  ॅ  ロ ー ン 8 2 0 6 2 0
ෆ ಈ 産 取 得 等 事 業  け 3,959 214 8 3,934 154 6
三 月 以 上 延 滞 等 993 142 5 820 1,115 44
取 ཱ 未 ࡁ ख ܗ 1,641 328 13 1,865 373 14
信 用保証協会等による保証 1,634 162 6 1,701 168 6
ԉ機構等によるࢧ活性化ࡁ会ࣾ地域経ࣜג
保 証  ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
出 資 等 16,562 16,562 662 16,607 16,607 664
（うͪ出資等のΤクスϙージャー） 16,562 16,562 662 16,607 16,607 664
（うͪॏ要な出資のΤクスϙージャー） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

上 ه 以 ֎ 136,198 336,679 13,467 137,324 337,808 13,512
（うͪଞの金融機関等の対資本等ௐୡखஈのうͪ対
ී௨出資等およびそのଞ֎෦5-A$関連ௐୡखஈに
該当するもの以֎のものにかかるΤクスϙージャー）

14,552 36,381 1,455 13,844 34,610 1,384
（うͪ農ྛ中ԝ金ݿの対資本ௐୡ
खஈにかかるΤクスϙージャー） 117,953 294,884 11,795 117,953 294,884 11,795
（うͪ特定項目のうͪௐ項目に算ೖさ
れない෦分にかかるΤクスϙージャー） 705 1,763 70 830 2,076 83
（うͪ総ג主等のٞ決権のඦ分のेをえるٞ決権
を保有しているଞの金融機関等にかかるそのଞ֎
෦5-A$関連ௐୡखஈに関するΤクスϙージャー）

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
（うͪ総ג主等のٞ決権のඦ分のेをえるٞ決権を保有
していないଞの金融機関等にかかるそのଞ֎෦5-A$関連ௐ
ୡखஈのうͪ、そのଞ֎෦5-A$関連ௐୡखஈにかかるޒύ
ーηンτج準額を上ճる෦分にかかるΤクスϙージャー）

1,327 1,991 79 3,085 4,628 185

（うͪ上ه以֎のΤクスϙージャー） 1,659 1,658 66 1,610 1,609 64
証 券 化 3,505 701 28 2,356 471 18
（ う ͪ 4 5 $ 要 件 適 用 分 ） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
（ う ͪ ඇ 4 5 $ 要 件 適 用 分 ） 3,505 701 28 2,356 471 18

࠶ 証 券 化 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
リスク・Σイτのみなし計算が適用される
Τ ク ス ϙ ー ジ ャ ー 76,180 79,458 3,178 80,046 79,056 3,162
（ う ͪ ル ο ク ス ル ー 方 ࣜ ） 76,180 79,458 3,178 80,046 79,056 3,162
（ う ͪ Ϛ ン デ ー τ 方 ࣜ ） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
（ う ͪ ֖ વ 性 方 ࣜ 2 5 0 ˋ ） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
（ う ͪ ֖ વ 性 方 ࣜ 4 0 0 ˋ ） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
（うͪϑΥールバοク方ࣜ） ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

経ա措置によりリスク・アηοτの額に算ೖされるものの額 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ଞの金融機関等の対資本ௐୡखஈにかかるΤク
スϙージャーにかかる経ա措置によりリスク・ア
ηοτの額に算ೖされなかͬたものの額（˚）

ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

標準తख法を適用するΤクスϙージャーผ計 2,397,787 1,004,817 40,192 2,245,587 990,006 39,600
̘ ̫ ̖ リ ス ク ૬ 当 額 ʸ ８ ˋ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
中ԝਗ਼算機関関連Τクスϙージャー ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

合計（信用リスク・アηοτの額） 2,397,787 1,004,817 40,192 2,245,587 990,006 39,600
Φ ペ Ϩ ー γ ϣ φ ル ・ リ ス ク に
対 す る 所 要 自 己 資 本 の 額
ʻ ج ૅ త ख 法 ʼ

ΦペϨーγϣφル・リスク૬
当額を８ˋでআして得た額 所要自己資本額 ΦペϨーγϣφル・リスク૬

当額を８ˋでআして得た額 所要自己資本額
̰ ̱ʹ̰ʷ４ˋ ̰ ̱ʹ̰ʷ４ˋ

8,288 331 7,094 283

所 要 自 己 資 本 額
リスク・アηοτ等（分）合計 所要自己資本額 リスク・アηοτ等（分）合計 所要自己資本額

̰ ̱ʹ̰ʷ４ˋ ̰ ̱ʹ̰ʷ４ˋ
1,013,106 40,524 997,101 39,884

（）１ɽ「リスク・アηοτ額」のཝには、信用リスク減ޮՌ適用ޙのリスク・アηοτ額を原Τクスϙージャーのछྨごとにه載しています。
　　ç２ɽ「Τクスϙージャー」とは、リスクにさらされている資産（Φϑ・バランスをؚΉ）のことをいい、۩体తには貸出金有価証券等が該当します。
　　ç３ɽ「三月以上延滞等」とは、元本または利ଉのࢧが約定ࢧのཌから３か月以上延滞している債務者にかかるΤクスϙージャーおよび「金融機関および第

Ұछ金融商品取引業者け」、「法人等け」等においてリスク・Σイτが 150ˋになͬたΤクスϙージャーのことです。
　　ç４ɽ「出資等」とは、出資等Τクスϙージャー、ॏ要な出資のΤクスϙージャーが該当します。
　　ç５ɽ「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを༏ઌྼޙ構のあるೋ以上のΤクスϙージャーに֊化し、そのҰ෦またはશ෦を第三者にҠసする性࣭を有す

る取引のことです。
　　ç６ɽ「上ه以֎」には、未決ࡁ取引・そのଞの資産（ݻ定資産等）・ؒਗ਼算ࢀՃ者け・信用リスク減ख法として用いる保証またはクϨジοτ・デリバティブ

の໔額がؚまれます。
　　ç７ɽΦペϨーγϣφル・リスク૬当額の算出にあたり、当会ではૅجతख法を࠾用しています。
　ç　　　ʻΦペϨーγϣφル・リスク૬当額を８ˋでআして得た額の算出方法（ૅجతख法）ʼ

　　（ૈ利益（正のの合にݶる）ʷ 15ˋ）の直近３年ؒの合計額　ʸ８ˋ　　　　　　 直近３年ؒのうͪૈ利益が正のであͬた年数
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２ɽ信用リスクに関する事項
■ リスク管理の方針およびखଓの概要
　信用リスクとは、信用ڙ༩ઌの財務状況のѱ化等により資産（Φϑ・バランス資産をؚΉ）の価が減গないしফ
失し損失をඃるリスクのことです。当会は信用リスクを、収益֫得にࡍしಈతに取得するリスクのͻとつとして位
置づけ、とりΘけ貸出金の信用リスクについては、内෦֨制度にجづ͘適正なϙーτϑΥリΦ運営・管理および収
益管理を行うことにより、適切に管理しています。
　信用リスク取引にかかる経営ઓུにجづ͘年ؒの対処方針、運用方針等は、理事以下で構成する企ը会ٞまたは
A-.委員会において৹ٞのうえ、理事会において決定しています。また、理事以下で構成するリスク管理委員会
をຖ月開࠵し、当会が保有するリスクྔリスク内容をѲするとともに、状況にԠ͡て対Ԡ方針を協ٞ・決定して
います。
　༩信৹査については、営業෦からಠཱした৹査所管෦をઃ置し、ݸผ内෦֨の決定、ݸผ༩信৹査、େ口༩信
ઌ等の信用状況のϞχλリング、自己査定における第ೋ次査定の実施を௨͡て、デϑΥルτ等にう損失を࠷小ݶに
え適正なリλーンの確保を図ͬています。

当会における貸倒引当金の計上は、「資産の償却・引当要ྖ」にجづき計上しています。
˓実࣭破ઌ・破ઌに対する債権について、債権額から୲保の処分Մࠐݟ額および保証によるճ収Մࠐݟ額を
。ผ貸倒引当金として計上していますݸআした残額を߇
˓破ݒ念ઌに対する債権について、債権額から୲保の処分Մࠐݟ額および保証によるճ収Մࠐݟ額を߇আし、
その残額のうͪඞ要とೝめる額をݸผ貸倒引当金として計上しています。
˓要ҙઌ（要管理ઌؚΉ）・正常ઌに対する債権について、主としてޙࠓ 1年ؒの༧損失額またはޙࠓ 3年ؒの
༧損失額をࠐݟΜͩ額をҰൠ貸倒引当金として計上しています。
（）「༧損失額」とは、1年ؒまたは 3年ؒの貸倒実績をૅجとした貸倒実績率のաڈのҰ定期ؒにおけるฏۉにجづき損失率をٻめ、これにকདྷࠐݟみ

等ඞ要なम正をՃえて算定したもののことです。

■ 標準తख法に関する事項
　当会では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アηοτ額はࠂ示に定める標準తख法により算出しています。ま
た、信用リスク・アηοτの算出におけるリスク・Σイτの定にあたり用する֨等は次のとおりです。
①リスク・Σイτの定にあたり用する֨は、以下の適֨֨機関によるґཔ֨のみ用し、ඇґཔ֨は
。用しないこととしています

ద֨֨ؔػ

会ࣾ֨資情報ηンλー（3�*）ࣜג
所（J$3）ڀݚ会ࣾ本֨ࣜג
Ϝーディーζ・インϕスλーζ・αーϏス・インク（.PPEZ`T）
4�1 グローバル・Ϩーティング（4�1）
ϑィονϨーティングスリϛテου（'JUDI）
②リスク・Σイτの定にあたり用するΤクスϙージャーごとの適֨֨機関の֨またはΧンτリー・リスク・
スコアは以下のとおりです。

ΤΫεϙʔδϟʔ ద֨֨ؔػ ΧϯτϦʔɾϦεΫɾείΞ

中ԝおよび中ԝۜ行 本қ保険
けΤクスϙージャー開ൃۜ行ࡍࠃ 3�*、J$3、.PPEZ`T、4�1、'JUDI
金融機関けΤクスϙージャー 本қ保険
法人等けΤクスϙージャー（期） 3�*、J$3、.PPEZ`T、4�1、'JUDI
法人等けΤクスϙージャー（期） 3�*、J$3、.PPEZ`T、4�1、'JUDI

（）「リスク・Σイτ」とは、当該資産を保有するためにඞ要な自己資本額を算出するためのֻ目のことです。
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ïø）信用リスクに関するΤクスϙージャー（地域ผ、業छผ、残ଘ期ؒผ）および三月以上延滞
Τクスϙージャーの期末残高 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
৴༻ϦεΫ
ʹؔ͢ΔΤ
Ϋεϙʔδ
ϟʔͷߴ

Ҏ্Ԇ݄ࡾ
ΤΫεϙ
ʔδϟʔ

৴༻ϦεΫ
ʹؔ͢ΔΤ
Ϋεϙʔδ
ϟʔͷߴ

Ҏ্Ԇ݄ࡾ
ΤΫεϙ
ʔδϟʔ

͏ͪ
ିग़ۚ ݊࠴ͪ͏

͏ͪళ಄
σϦός
Οϒ

͏ͪ
ିग़ۚ ݊࠴ͪ͏

͏ͪళ಄
σϦός
Οϒ

ࠃ 内 2,278,706 409,443 642,294 ʵ 993 2,110,491 358,396 560,706 ʵ 120
ࠃ ֎ 39,395 ʵ 39,395 ʵ ʵ 52,222 ʵ 52,222 ʵ ʵ
地域ผ残高計 2,318,101 409,443 681,690 ʵ 993 2,162,714 358,396 612,928 ʵ 120

法

人

農 業 5,460 5,460 ʵ ʵ ʵ 5,636 5,636 ʵ ʵ ʵ
ྛ 業 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ਫ 産 業 40 40 ʵ ʵ ʵ 19 19 ʵ ʵ ʵ
  業 139,610 32,887 93,853 ʵ ʵ 133,973 34,929 88,827 ʵ ʵ
߭ 業 338 338 ʵ ʵ ʵ 295 295 ʵ ʵ ʵ
ઃ・ෆಈ産業ݐ 75,522 34,397 36,856 ʵ 150 73,968 35,309 34,331 ʵ 43
Ψス・・ؾి
ਫಓ業・څڙ 86,335 8,019 74,594 ʵ ʵ 94,701 12,779 78,362 ʵ ʵ

運༌・௨信業 77,870 21,997 50,131 ʵ ʵ 76,226 21,299 50,082 ʵ ʵ
金融・保険業 1,586,938 234,274 166,156 ʵ ʵ 1,494,642 179,126 157,049 ʵ ʵ
Էച・小ച・ҿ
৯・αーϏス業 104,242 45,506 51,834 ʵ 838 99,905 45,497 49,506 ʵ 72

本ࠃ・
地方ެஂڞ体 222,158 25,942 195,538 ʵ ʵ 167,079 22,927 143,429 ʵ ʵ

上 ه 以 ֎ 5,536 169 1,400 ʵ ʵ 5,572 223 3,400 ʵ ʵ
ݸ 人 408 408 ʵ ʵ 4 352 352 ʵ ʵ 4
そ の ଞ 13,636 ʵ 11,323 ʵ ʵ 10,340 ʵ 7,938 ʵ ʵ
業छผ残高計 2,318,101 409,443 681,690 ʵ 993 2,162,714 358,396 612,928 ʵ 120
1 年 以 下 1,256,740 128,495 33,379 ʵ 1,174,477 89,362 20,916 ʵ
1年3年以下 114,792 40,639 55,105 ʵ 110,496 50,577 43,886 ʵ
3年5年以下 123,786 64,747 57,322 ʵ 161,150 52,738 108,411 ʵ
5年7年以下 146,043 23,826 122,216 ʵ 164,843 30,510 134,332 ʵ
7年10年以下 163,233 28,175 135,057 ʵ 109,361 24,582 84,779 ʵ
10 年  318,649 53,066 265,583 ʵ 263,137 52,173 210,963 ʵ
期 ݶ の 定 め
の な い も の 194,855 70,492 13,024 ʵ 179,248 58,450 9,638 ʵ

残ଘ期ؒผ残高計 2,318,101 409,443 681,690 ʵ 2,162,714 358,396 612,928 ʵ
（） １ɽ信用リスクに関するΤクスϙージャーの残高には、資産（自己資本߇আとなるもの、リスク・Σイτのみなし計算が適用されるΤクスϙージャーに該当す

るもの、証券化Τクスϙージャーに該当するものをআ͘）ならびにΦϑ・バランス取引および生商品取引の༩信૬当額をؚみます。
　　　２ɽ「うͪ貸出金等」には、貸出金の΄か、コϛοτϝンτおよびそのଞのデリバティブ以֎のΦϑ・バランスγーτ・ΤクスϙージャーをؚΜでいます。�

なお、コϛοτϝンτとは、契約した期ؒ・融資のൣғ内で、お٬さまのごٻにجづき、金融機関が融資を実行することを約ଋする契約における融資Մ
残額のことです。

　　　３ɽ「店頭デリバティブ」とは、スϫοプ等の金融生商品のうͪ૬対で行Θれる取引をいいます。
　　　４ɽ「三月以上延滞Τクスϙージャー」とは、元本または利ଉのࢧが約定ࢧのཌから３か月以上延滞しているΤクスϙージャーをいいます。
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ïù）貸倒引当金の期末残高および期中増減額
B　貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
58ページをごཡͩ͘さい。

C　業छผのݸผ貸倒引当金の期末残高・期中増減額および貸出金償却の額 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ผି引ۚݸ

ିग़ۚ
ঈɹ٫

ผି引ۚݸ

ିग़ۚ
ঈɹظ٫ɹट

ߴɹ
ɹதظ
૿Ճֹ

গֹݮதظ ظ
ߴ

ɹटظ
ߴɹ

ɹதظ
૿Ճֹ

গֹݮதظ ظ
తߴ

༺ ͦͷଞ త
༺ ͦͷଞ

๏ɹ
ɹ
ɹ
ਓ

農 業 47 65 ʵ 47 65 ʵ 65 32 47 17 32 47
ྛ 業 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ਫ 産 業 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
  業 85 0 83 1 ʵ 83 ʵ 6 ʵ ʵ 6 ʵ
߭ 業 372 326 ʵ 372 326 ʵ 326 282 ʵ 326 282 ʵ
ઃ・ෆಈ産業ݐ 4,436 3,770 557 3,878 3,770 ʵ 3,770 3,760 ʵ 3,770 3,760 ʵ

Ψス・・ؾి
ਫಓ業・څڙ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

運༌・௨信業 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
金融・保険業 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
Էച・小ച・ҿ
৯・αーϏス業 906 859 ʵ 906 859 ʵ 859 140 592 267 140 ʵ

上ه以֎ 0 0 ʵ 0 0 ʵ 0 74 ʵ 0 74 ʵ
ݸ 人 7 6 ʵ 7 6 ʵ 6 6 ʵ 6 6 ʵ

業 छ ผ 計 5,855 5,030 640 5,214 5,030 83 5,030 4,303 640 4,389 4,303 47
（）１ɽҰൠ貸倒引当金については業छผの算定を行ͬていないため、ݸผ貸倒引当金のみه載しています。
　　ç２ɽચସ表示となͬています。
　　ç３ɽ当会ではࠃ֎への貸出を行ͬていないため、地域ผ（ࠃ内・ࠃ֎）の開示をলུしています。
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ïú）信用リスク減ޮՌצҊޙの残高およびリスク・Σイτ1250ˋを適用する残高（単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
֨͋Γ ֨ͳ͠ ܭ ֨͋Γ ֨ͳ͠ ܭ

৴
༻
Ϧ
ε
Ϋ

ݮ
ޮ
Ռ
צ
Ҋ
ޙ

ߴ

̌� ʵ 330,157 330,157 ʵ 231,351 231,351
２� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
４� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
10� ʵ 71,934 71,934 ʵ 69,915 69,915
20� 94,028 1,183,117 1,277,145 78,510 1,154,807 1,233,318
35� ʵ 8 8 ʵ 6 6
50� 344,203 1,126 345,330 335,710 878 336,589
75� ʵ 257 257 ʵ 278 278
100� 71,874 86,786 158,661 62,325 92,942 155,267
150� ʵ 1,395 1,395 700 3,128 3,829
250� ʵ 133,211 133,211 ʵ 132,628 132,628
そのଞ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
1250� ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

合　計 510,107 1,807,994 2,318,101 477,247 1,685,937 2,163,184
（）１ɽ信用リスクに関するΤクスϙージャーの残高には、資産（自己資本߇আとなるもの、リスク・Σイτのみなし計算が適用されるΤクスϙージャーに該当するもの、

証券化Τクスϙージャーに該当するものをআ͘）ならびにΦϑ・バランス取引および生商品取引の༩信૬当額をؚみます。
　　 ２ɽ「֨あり」にはΤクスϙージャーのリスク・Σイτ定において֨を用しているもの、「֨なし」にはΤクスϙージャーのリスク・Σイτ定に

おいて֨を用していないものをه載しています。なお、֨は適֨֨機関によるґཔ֨のみ用しています。
　　 ３ɽ経ա措置によͬてリスク・Σイτをม更したΤクスϙージャーについては、経ա措置適用ޙのリスク・Σイτによͬてू計しています。また、経ա措置によͬ

てリスク・アηοτを算ೖしたものについてもू計の対としています。
　　 ４ɽ1250�には、ඇ同時決ࡁ取引にかかるもの、信用リスク減ख法として用いる保証またはクϨジοτ・デリバティブの໔額にかかるもの、ॏ要な出資にか

かるΤクスϙージャーなͲリスク・Σイτ 1250�を適用したΤクスϙージャーがあります。
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３ɽ信用リスク減ख法に関する事項

■ 信用リスク減ख法に関するリスク管理の方針およびखଓの概要

　「信用リスク減ख法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アηοτ額の算出において、Τクスϙージャー
に対してҰ定の要件を満たす୲保保証等がઃ定されている合に、Τクスϙージャーのリスク・Σイτに代え、
୲保保証人に対するリスク・Σイτを適用するなͲ信用リスク・アηοτ額をܰ減する方法です。
　当会では、信用リスク減ख法を「自己資本比率算出規ఔ」にて定めています。
　信用リスク減ख法として、「適֨金融資産୲保」、「保証」、「貸出金と自会貯金の૬ࡴ」を適用しています。
　適֨金融資産୲保取引とは、Τクスϙージャーの信用リスクのશ෦またはҰ෦が、取引૬खまたは取引૬खのた
めに第三者がఏڙする適֨金融資産୲保によͬて減されている取引をいいます。当会では、適֨金融資産୲保取引
について、信用リスク減ख法の؆ศख法を用いています。
　保証については、ඃ保証債権の債務者よりもいリスク・Σイτが適用される中ԝ等、զがࠃの地方ެஂڞ体、
地方ެஂڞ体金融機構、զがࠃの関機関、֎ࠃの中ԝ以֎のެڞ෦、ࡍࠃ開ൃۜ行、および金融機関ま
たは第Ұछ金融商品取引業者、これら以֎の主体で期֨を༩しているものを適֨保証人とし、Τクスϙージャー
のうͪ適֨保証人に保証されたඃ保証෦分について、ඃ保証債権のリスク・Σイτに代えて、保証人のリスク・Σ
イτを適用しています。
　たͩし、証券化Τクスϙージャーについては、これら以֎の主体で保証ఏڙ時に期֨がA� またはA3以上で、
算定ج準に期֨が ###� または #BB3 以上の֨を༩しているものを適֨保証人とし、Τクスϙージャーの
うͪ適֨保証人に保証されたඃ保証෦分について、ඃ保証債権のリスク・Σイτに代えて、保証人のリスク ŋΣ
イτを適用しています。
　貸出金と自会貯金の૬ࡴについては、①取引૬खの債務ա、破産खଓ開࢝の決定そのଞこれらにྨする事༝にか
かΘらず、貸出金と自会貯金の૬ࡴが法తに有ޮであることを示すे分なࠜڌを有していること、②同Ұの取引૬ख
とのؒで૬ࡴ契約下にある貸出金と自会貯金をいずれの時においても特定することができること、③自会貯金がܧ
ଓされないリスクが、監ࢹおよび管理されていること、④貸出金と自会貯金の૬ޙࡴの額が、監ࢹおよび管理されて
いること、の条件をすて満たす合に、૬ࡴ契約下にある貸出金と自会貯金の૬ޙࡴの額を信用リスク減ख法適
用ޙのΤクスϙージャー額としています。
　୲保に関する評価および管理方法は、Ұ定のルールのもと定期తに୲保確ೝおよび評価のݟ直しを行ͬています。
なお、主要な୲保のछྨは自会貯金です。
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ïø）信用リスク減ख法が適用されたΤクスϙージャーの額 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ద֨ۚ༥
୲อ࢈ࢿ อূ ΫϨδοτɾ

σϦόςΟϒ
ద֨ۚ༥
୲อ࢈ࢿ อূ ΫϨδοτɾ

σϦόςΟϒ

地方ެஂڞ体金融機構け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
զがࠃの関機関け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
地 方 三 ެ ࣾ  け ʵ 4,389 ʵ ʵ 4,390 ʵ
金 融 機 関 お よ び 第 Ұ छ
金 融 商 品 取 引 業 者  け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ

法 人 等  け 94,048 500 ʵ 52,909 1,501 ʵ
中小企業等けおよびݸ人け 5 ʵ ʵ 6 ʵ ʵ
 当 権  ॅ  ロ ー ン ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ෆ ಈ 産 取 得 等 事 業  け ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
三 月 以 上 延 滞 等 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
証 券 化 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
中 ԝ ਗ਼ 算 機 関 関 連 ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
上 ه 以 ֎ ʵ 1,903 ʵ ʵ 3,301 ʵ

合　　　　　　　計 94,053 6,793 ʵ 52,915 9,194 ʵ
（）１ɽ「Τクスϙージャー」とは、リスクにさらされている資産（Φϑ・バランスをؚΉ）のことをいい、۩体తには貸出金有価証券等が該当します。
　　ç２ɽ「三月以上延滞等」とは、元本または利ଉのࢧが約定ࢧのཌから 3か月以上延滞している債務者にかかるΤクスϙージャーおよび「金融機関および第

Ұछ金融商品取引業者け」、「法人等け」等においてリスク・Σイτが 150�になͬたΤクスϙージャーのことです。
　　ç３ɽ「証券化」とは、原資産にかかる信用リスクを༏ઌྼޙ構のあるೋ以上のΤクスϙージャーに֊化し、そのҰ෦またはશ෦を第三者にҠసする性࣭を有す

る取引のことです。
　　ç４ɽ「上ه以֎」には、ݱ金・֎ࠃの中ԝおよび中ԝۜ行け・ࡍࠃ決ۜࡁ行等け・֎ࠃの中ԝ等以֎のެڞ෦け・ࡍࠃ開ൃۜ行け・取ཱ未ࡁखܗ・

未決ࡁ取引・そのଞの資産（ݻ定資産等）等がؚまれます。
　　ç５ɽ「クϨジοτ・デリバティブ」とは、第三者（ࢀ照組織）の信用リスクを対に、信用リスクをճආしたい者（プロテクγϣンのങいख）と信用リスクを取得

したい者（プロテクγϣンのചりख）とのؒで契約を݁び、ࢀ照組織に信用事༝（延滞・破なͲ）がൃ生した合にプロテクγϣンのങいखがചりखから
契約にجづ͘Ұ定金額をडྖする取引をいいます。

４ɽ生商品取引および期決ࡁ期ؒ取引のリスクに関する事項

■ 生商品取引および期決ࡁ期ؒ取引の取引૬खのリスクに関する�
リスク管理の方針およびखଓの概要

　「生商品取引」とは、その価֨（ݱ在価）がଞの証券・商品（原資産）の価֨にґଘして決定される金融商品（ઌ
、Φプγϣン、スϫοプ等）にかかる取引です。
　「期決ࡁ期ؒ取引」とは、有価証券等のडしまたは決ࡁを行う取引であͬて、約定からड（決ࡁ）ま
での期ؒが５営業またはࢢ׳行による期ؒをえることが約定され、取引૬खに対する有価証券等の引しまた
は資金のࢧいをその対取引にઌཱͬて行う取引です。
　当会では、生商品取引および期決ࡁ期ؒ取引に関して、以下の方針にجづき管理を行ͬています。

˓生商品取引
　「余༟金運用方針」および「運用ج準」において、ઌ、Φプγϣン取引の運用および１ճのߪೖݶ度額、ロスΧο
τج準等をઃ定し、保有有価証券の価֨下མリスクϔοジ、取得༧定有価証券の価֨上ঢリスクϔοジ等の目తで実
施しています。

˓期決ࡁ期ؒ取引
　原則行いまͤΜ。
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ïø）生商品取引および期決ࡁ期ؒ取引の内༁
該当する取引はありまͤΜ。

ïù）༩信૬当額算出の対となるクϨジοτ・デリバティブ
該当する取引はありまͤΜ。

ïú）信用リスク減ख法のޮՌをצҊするために用いているクϨジοτ・デリバティブ
該当する取引はありまͤΜ。

５ɽ証券化Τクスϙージャーに関する事項

■ リスク管理の方針およびリスク特性の概要

　「証券化Τクスϙージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを༏ઌྼޙ構のあるೋ以上のΤクスϙージャーに
֊化し、そのҰ෦またはશ෦を第三者にҠసする性࣭を有する取引にかかるΤクスϙージャーのことです。「࠶証
券化Τクスϙージャー」とは、原資産のҰ෦またはશ෦が証券化Τクスϙージャーである取引にかかるΤクスϙー
ジャーのことです。
　当会では、適切なリスク管理のもと、証券化取引を運用खஈのҰつとしてܧଓతな活用を図ͬています。なお、当
会は、証券をߪೖする資Ոの役ׂであり、ଞの役ׂ（Φリジωーλー、αーϏαー信用補のఏڙ者等）を୲うこ
とはありまͤΜ。また、証券化取引は、信用リスク、金利リスク、ならびに証券化Τクスϙージャーݻ有の構上の
特性ཪけ資産等にىҼするリスクを有しており、証券の保有額は、当会が֨ごとにݸผに定める保有ݶ度額内
で管理しています。

■ 体制のඋおよびその運用状況の概要

　証券化Τクスϙージャーについてのリスク特性および構上の特性、ならびに証券化Τクスϙージャーのཪけ資
産についてのリスク特性およびその状況をܧଓతにѲするためにඞ要な体制をඋしています。また、資決定時
にࢢڥおよび資Ҋ件にかかるଥ当性の分ੳ・評価を行うとともに、資期ؒ中には定期తなϞχλリングを実
施し、資Ҋ件の時価評価、֨状況ならびにཪけ資産の内容等をѲし、リスク管理委員会に報ࠂしています。

■ 信用リスク・アηοτ額算出方法の名称

　証券化Τクスϙージャーにかかる信用リスク・アηοτの額の算出については、֎෦֨準ڌ方ࣜ、標準తख法準
用しており、いずれにも該当しない合は࠾方ࣜをڌ 1250ˋのリスク・Σイτを適用しています。

■ 証券化取引に関する会計方針

　証券化取引については、「金融商品にかかる会計ج準」および「金融商品会計に関する実務指針」にجづき会計処
理を行ͬています。
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■ 証券化Τクスϙージャーのछྨごとのリスク・Σイτ定に用する適֨֨
機関の名称

　証券化Τクスϙージャーのリスク・Σイτの定にあたり用する֨は、以下の適֨֨機関による所要の要
件を満たしたґཔ֨のみ用し、ඇґཔ֨は用しないこととしています。

ద֨֨ؔػ

会ࣾ֨資情報ηンλー（3�*）ࣜג
所（J$3）ڀݚ会ࣾ本֨ࣜג
Ϝーディーζ・インϕスλーζ・αーϏス・インク（.PPEZ`T）
4�1 グローバル・Ϩーティング 	4�1

ϑィονϨーティングスリϛテου（'JUDI）

■ 内෦評価方ࣜの概要

　当会は内෦֨ख法を࠾用していないため該当しまͤΜ。

■ 当会がΦリジωーλーである合における信用リスク・アηοτの算出対と
なる証券化Τクスϙージャーに関する事項

　該当する取引はありまͤΜ。

■ 当会が資Ոである合における信用リスク・アηοτの算出対となる証券
化Τクスϙージャーに関する事項

ïø）保有する証券化Τクスϙージャーの額 （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ূ݊ԽΤΫ
εϙʔδϟʔ

ԽΤΫ݊ূ࠶
εϙʔδϟʔ

ূ݊ԽΤΫ
εϙʔδϟʔ

ԽΤΫ݊ূ࠶
εϙʔδϟʔ

Φン・バランス

クϨジοτΧーυ༩信 ʵ ʵ ʵ ʵ
ॅ  ロ ー ン ʵ ʵ ʵ ʵ
自 ಈ ं ロ ー ン 2,573 ʵ 1,546 ʵ
そ の ଞ 931 ʵ 810 ʵ
合 計 3,505 ʵ 2,356 ʵ

Φϑ・バランス

クϨジοτΧーυ༩信 ʵ ʵ ʵ ʵ
ॅ  ロ ー ン ʵ ʵ ʵ ʵ
自 ಈ ं ロ ー ン ʵ ʵ ʵ ʵ
そ の ଞ ʵ ʵ ʵ ʵ
合 計 ʵ ʵ ʵ ʵ

（）証券化Τクスϙージャーは࠶証券化Τクスϙージャーをআいてه載し、証券化Τクスϙージャーと࠶証券化Τクスϙージャーを۠ผしてه載しています。
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ïù）リスク・Σイτ۠分ごとの残高および所要自己資本の額 （単位ɿඦສԁ）

ূ݊ԽΤΫεϙʔδϟʔ ԽΤΫεϙʔδϟʔ݊ূ࠶
ϦεΫɾΣΠτ

۠ ߴ ॴཁࣗݾ
ຊֹࢿ

ϦεΫɾΣΠτ
۠ ߴ ॴཁࣗݾ

ຊֹࢿ

ྩ̏

Φン・バランス

0～15ˋ未満 ʵ ʵ 0～100ˋ未満 ʵ ʵ
15～50ˋ未満 3,505 28 100～250ˋ未満 ʵ ʵ
50～100ˋ未満 ʵ ʵ 250～400ˋ未満 ʵ ʵ
100～250ˋ未満 ʵ ʵ 400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
250～400ˋ未満 ʵ ʵ 1250� ʵ ʵ
400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
1250� ʵ ʵ

合　　計 3,505 28 合　　計 ʵ ʵ

Φϑ・バランス

0～15ˋ未満 ʵ ʵ 0～100ˋ未満 ʵ ʵ
15～50ˋ未満 ʵ ʵ 100～250ˋ未満 ʵ ʵ
50～100ˋ未満 ʵ ʵ 250～400ˋ未満 ʵ ʵ
100～250ˋ未満 ʵ ʵ 400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
250～400ˋ未満 ʵ ʵ 1250� ʵ ʵ
400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
1250� ʵ ʵ

合　　計 ʵ ʵ 合　　計 ʵ ʵ

ྩ̐

Φン・バランス

0～15ˋ未満 ʵ ʵ 0～100ˋ未満 ʵ ʵ
15～50ˋ未満 2,356 18 100～250ˋ未満 ʵ ʵ
50～100ˋ未満 ʵ ʵ 250～400ˋ未満 ʵ ʵ
100～250ˋ未満 ʵ ʵ 400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
250～400ˋ未満 ʵ ʵ 1250� ʵ ʵ
400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
1250� ʵ ʵ

合　　計 2,356 18 合　　計 ʵ ʵ

Φϑ・バランス

0～15ˋ未満 ʵ ʵ 0～100ˋ未満 ʵ ʵ
15～50ˋ未満 ʵ ʵ 100～250ˋ未満 ʵ ʵ
50～100ˋ未満 ʵ ʵ 250～400ˋ未満 ʵ ʵ
100～250ˋ未満 ʵ ʵ 400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
250～400ˋ未満 ʵ ʵ 1250� ʵ ʵ
400～1250ˋ未満 ʵ ʵ
1250� ʵ ʵ

合　　計 ʵ ʵ 合　　計 ʵ ʵ
（）証券化Τクスϙージャーは࠶証券化Τクスϙージャーをআいてه載し、証券化Τクスϙージャーと࠶証券化Τクスϙージャーを۠ผしてه載しています。

ïú）自己資本比率ࠂ示第 224条ฒびに第 224条の 4第 1項第 1߸および第 2߸の規定により
リスク・Σイτ 1250�を適用した証券化Τクスϙージャーの額�
該当する取引はありまͤΜ。
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ïû）保有する࠶証券化Τクスϙージャーに対する信用リスク減ख法の適用の有ແおよび保証
人に適用されるリスク・Σイτの۠分ごとの内༁�
該当する取引はありまͤΜ。

６ɽΦペϨーγϣφル・リスクに関する事項

■ リスク管理の方針およびखଓの概要

　「ΦペϨーγϣφル・リスク」とは、業務のաఔ、役職員の活ಈもし͘は、γステϜがෆ適切であることまたはࡂ
等により損失をඃるリスクのことです。当会では、ΦペϨーγϣφル・リスクにؚまれるछʑのリスクのうͪ、と
りΘけॏ要である事務リスク管理について、事務ϛスൃ生時にかに経営までൃ生状況・原Ҽ等を報ࠂし、ൃ࠶
ࡦࢭを͡ߨる取り組み事務処理ݎ確化のҰॿとなる各छ要ྖ・Ϛχϡアル等のඋをਐめ、事務ϛスൃ生の未વ
ࢭを図る取り組みを行ͬています。

■ ΦペϨーγϣφル・リスク૬当額の算出に用するख法の名称

　当会では、自己資本比率算出におけるΦペϨーγϣφル・リスク૬当額の算出にあたり、「ૅجతख法」を࠾用し
ています。
తख法とは、1年ؒのૈ利益にૅج　 0�15 を͡た額の直近 3年ؒのฏۉによりΦペϨーγϣφル・リスク૬当
額を算出する方法です。なお、1年ؒのૈ利益は、経常利益からࠃ債等債券ച却益・償ؐ益およびそのଞ経常収益を
合අ用ݟ債等債券ച却損・償ؐ損・償却、経අ、そのଞ経常අ用および金銭の信託運用ࠃ、আし、役務取引等අ用߇
をՃ算して算出します。

７ɽ出資そのଞこれにྨするΤクスϙージャーに関する事項

■ 出資そのଞこれにྨするΤクスϙʕジャーに関するリスク管理の方針
およびखଓの概要

　「出資そのଞこれにྨするΤクスϙージャー」とは、貸借対照表上の有価証券צ定および֎෦出資צ定のࣜגまた
は出資として計上されているものです。
　当会で保有する出資そのଞこれにྨするΤクスϙージャーは、そのଞ有価証券として۠分されるࣜגおよび֎෦出
資צ定のࣜגまたは出資として計上されているものです。

˓そのଞ有価証券として۠分されるࣜג
　そのଞ有価証券として۠分されるࣜגについては、ࢢリスク管理の組みの中で適切にリスク管理を行ͬていま
す。

˓֎෦出資צ定のࣜגまたは出資
　֎෦出資צ定のࣜגまたは出資については、ݸผに出資ઌ等の財務状況、当会との関Θり合い等をྀߟしたうえで、
適切にリスク管理を行ͬています。
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ïø）出資そのଞこれにྨするΤクスϙージャーの貸借対照表計上額および時価 　（単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ିआରরද্ֹܭ ՁධՁֹ࣌ ିआରরද্ֹܭ ՁධՁֹ࣌

上　　　 12,578 12,578 13,884 13,884
ඇ　上　 89,145 89,145 89,145 89,145
合　計 101,724 101,724 103,030 103,030

（）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

ïù）出資そのଞこれにྨするΤクスϙージャーのച却および償却にともなう損益� （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ച٫ӹ ച٫ଛ ঈ٫ֹ ച٫ӹ ച٫ଛ ঈ٫ֹ

249 83 0 149 27 0

ïú）貸借対照表でೝࣝされ損益計算書でೝࣝされない評価損益の額
（保有目త۠分をそのଞ有価証券としているࣜג・出資の評価損益等） （単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐
ධՁӹ ධՁଛ ධՁӹ ධՁଛ

1,885 729 2,857 442

ïû）貸借対照表および損益計算書でೝࣝされない評価損益の額
（子会ࣾ・関連会ࣾࣜגの評価損益等）

　ç　該当する評価損益の額はありまͤΜ。

８ɽリスク・Σイτのみなし計算が適用されるΤクスϙージャーに関する事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位ɿඦສԁ）

ྩ̏ ྩ̐

ルοクスルー方ࣜを適用するΤクスϙージャー 76,180 80,046
Ϛンデーτ方ࣜを適用するΤクスϙージャー 㽎 㽎
֖વ性方ࣜ（250ˋ）を適用するΤクスϙージャー 㽎 㽎
֖વ性方ࣜ（400ˋ）を適用するΤクスϙージャー 㽎 㽎
ϑΥールバοク方ࣜ（1250ˋ）を適用するΤクスϙージャー 㽎 㽎
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９ɽ金利リスクに関する事項

■ 金利リスクに関するリスク管理の方針およびखଓの概要

　「金利リスク」とは、金融機関の保有する資産・ෛ債のうͪ、ࢢ金利にӨڹをडけるもの（ྫえ貸出金、有価証券、
貯金等）が、金利มಈにい損失をඃるリスクのことで、۩体తには資産とෛ債の金利または期ؒのϛスϚονがଘ
在している中で金利がมಈすることにより、利益が下ないし損失をඃるリスクです。
　当会におけるリスク管理方針およびखଓきについては以下のとおりです。

˓リスク管理および計ଌの対とする金利リスクのߟえ方およびൣғに関するઆ໌
　当会では、金利リスクをॏ要なリスクのҰつとしてೝࣝし、適切な管理体制のもとでଞのࢢリスクとҰ体తに管
理をしています。

˓リスク管理およびリスクの減の方針に関するઆ໌
　当会は、リスク管理委員会のもと自己資本に対する *33## の比率の管理を行ͬています。また、収ࢧγϛϡϨーγϣ
ンの分ੳを行いリスク減にめています。

˓金利リスク計ଌのස度
　ຖ月末をج準として、月次で *33## を計ଌしており、当݁Ռをリスク管理委員会、理事会および経営管理委員会
に報ࠂしております。

■ 金利リスクの算定ख法の概要

　当会では、経ࡁ価ϕースの金利リスクྔ（᷎&7&）については、金利ײԠϙジγϣンにかかるج準時のイー
ルυΧーブにجづき計算されたωοτݱ在価と、標準తな金利γϣοクを༩えたイールυΧーブにجづき計算され
たωοτݱ在価のࠩにより算出しており、金利γϣοクの෯は、上方ύラϨルγϑτ、下方ύラϨルγϑτ、スティー
プ化の3γφリΦによる金利γϣοク（௨՟ごとにҟなるγϣοク෯）を適用しております。

˓ྲྀಈ性貯金にׂり当てられた金利改定のฏۉ満期
　ྲྀಈ性貯金にׂり当てられた金利改定のฏۉ満期は0�96年です。

˓ྲྀಈ性貯金にׂり当てられた࠷の金利改定満期
　ྲྀಈ性貯金にׂり当てられた࠷の金利改定満期は5年です。

˓ྲྀಈ性貯金への満期のׂり当て方法	コア貯金Ϟデル等
およびそのલఏ
　ྲྀಈ性貯金への満期のׂり当て方法については、金融ிが定める保守తなલఏを࠾用しています。

定期貯金のૣ期解約に関するલఏࡁલฦݶ定金利貸出の期ݻ˓
。していまͤΜྀߟ定期貯金のૣ期解約についてࡁલฦݶ定金利貸出の期ݻ　

˓ෳ数の௨՟のू計方法およびそのલఏ
　௨՟ผに算出した金利リスクの正を合算しています。௨՟ؒの૬関等はྀߟしていまͤΜ。
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˓スプϨουに関するલఏ	計算にあたͬてׂ引金利Ωャογϡ・ϑローにؚめるかͲうか

　Ұ定のલఏを置いたスプϨουをྀߟしてΩャογϡ・ϑローをల開しています。なお、当該スプϨουは金利ม
ಈγϣοクのઃ定上はෆมとしています。

˓内෦Ϟデルの用等、᷎&7&および᷎/**にॏେなӨڹをٴ΅すそのଞのલఏ
　内෦Ϟデルは用しておりまͤΜ。

˓લ事業年度末の開示からのมಈに関するઆ໌
　᷎&7&のલ事業年度末からのมಈ要Ҽは、運用資産の残高減গによるものです。

˓計ଌの解ऍॏ要性に関するそのଞのઆ໌
　該当ありまͤΜ。

■ ᷎&7&および᷎/**以֎の金利リスクを計ଌしている合における、当該金利リ
スクに関する事項

˓金利γϣοクに関するઆ໌
　リスク資本配ො管理として7B3で計ଌするࢢリスクྔを算定しています。

˓金利リスク計ଌのલఏおよびそのҙຯ（特に、農協法自己資本開示ࠂ示にجづ͘定ྔత開示の対となる᷎&7&およ
び᷎/**とେき͘ҟなる）
　特ஈありまͤΜ。

■ 金利リスクに関する事項
　　（単位ɿඦສԁ）

*33##�ɿۚརϦεΫ
᷎&7& ᷎/ᶗᶗ

ྩ̏ ྩ̐ ྩ̏ ྩ̐

上方ύラϨルγϑτ 62,581 50,353 4,486 4,938
下方ύラϨルγϑτ 0 0 3 2
スティープ化 44,261 33,324
ϑラοτ化
期金利上ঢ
期金利下
େ࠷ 62,581 50,353 4,486 4,938

ྩ̏ ྩ̐
自己資本の額 128,804 129,250

（）１ɽ「᷎&7&」とは、金利リスクのうͪ、金利γϣοクに対する経ࡁత価の減গ額として計ଌされるものをいいます。
　　ç２ɽ「᷎/ⅠⅠ」とは、金利リスクのうͪ、金利γϣοクに対する算出ج準から12か月を経աするまでのؒの金利収益の減গ額として計ଌされるものをいいます。
　　ç３ɽ「上方ύラϨルγϑτ」とは、௨՟およびকདྷの期ؒごとに、当該௨՟および当該কདྷの期ؒにԠ͡た算出ج準時のリスクϑリー・Ϩーτに、ผに定める

ύラϨルγϑτに関する金利มಈ෯をՃえる金利γϣοクをいいます。
　　ç４ɽ「下方ύラϨルγϑτ」とは、௨՟およびকདྷの期ؒごとに、当該௨՟および当該কདྷの期ؒにԠ͡た算出ج準時のリスクϑリー・Ϩーτに、ผに定める

ύラϨルγϑτに関する金利มಈ෯にϚイφス 1を͡て得た数をՃえる金利γϣοクをいいます。
　　ç５ɽ「スティープ化」とは、௨՟およびকདྷの期ؒごとに、当該௨՟および当該কདྷの期ؒにԠ͡た算出ج準時のリスクϑリー・Ϩーτに、ผに定める算ࣜを

用いて得た金利มಈ෯をՃえる金利γϣοクをいいます。
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１ɽ役員
ïø）対役員
　開示の対となる報酬ࠂ示に規定されている「対役員」は、経営管理委員、理事および監事をいいます。

ïù）役員報酬等のछྨ、ࢧ総額およびࢧ方法
　役員に対する報酬等のछྨは、ج本報酬とୀ職Қ࿑金の２छྨで、令和４年度における対役員に対する報酬等の
。総額は、次のとおりですࢧ
　なお、ج本報酬はຖ月所定に指定口࠲への振りࠐみの方法によるݱ金څࢧのみであり、ୀ職Қ࿑金は、そのڅࢧ
に関する総会決ٞޙ、所定のखଓきを経て、ج本報酬に準͡た方法でࢧͬています。

（単位ɿඦສԁ）

૯ֹʢ�ʣڅࢧ

ຊใुج ୀ৬Қ࿑ۚ

対役員（1）に対する報酬等 76 11
（１）対役員は、経営管理委員６名、理事５名、監事４名です。（期中にୀした者をؚΉ。）
（２）ୀ職Қ࿑金については、当年度に実ࡍにڅࢧした額ではな͘、当年度のඅ用としてೝࣝされる෦分の金額（引当金への܁ೖ額とڅࢧ額のうͪ当年度のෛ୲

にଐする金額）によͬています。

ïú）対役員の報酬等の決定等
①　役員報酬（ج本報酬）
　役員報酬は、経営管理委員、理事および監事のผに各役員にڅࢧする報酬総額の࠷高ݶ度額を総会において決定し、
そのൣғ内において、経営管理委員各人ผの報酬額については経営管理委員会において、理事各人ผの報酬額につい
ては理事会において決定し、監事各人ผの報酬額については監事の協ٞによͬて定めています。なお、業績連ಈܕの
報酬体系とはなͬていまͤΜ。
　この合の役員各人ผの報酬額の決定にあたͬては、各人の役職・務在年数等をצҊして決定していますが、
そのج準等については、役員報酬৹ٞ会（構成 � 三ॏݝ等からબ出された委員５人）にࢾをし、そのਃを౿まえ
て決定しています。また、上هのڅࢧする報酬総額の࠷高ݶ度額もこのج準をもとに決定しています。

②　役員ୀ職Қ࿑金
　役員ୀ職Қ࿑金については、役員報酬に役員在職年数にԠ͡た数を͡て算定し、総会で経営管理委員、理事お
よび監事のผに各役員にڅࢧするୀ職Қ࿑金の総額のঝೝをडけたޙ、役員ୀ職Қ࿑金規ఔにجづき、経営管理委員
については経営管理委員会、理事については理事会、監事については監事の協ٞによͬて各人ผのڅࢧ額とڅࢧ時期・
方法を決定し、その決定にجづきڅࢧしています。
　なお、この役員ୀ職Қ࿑金のڅࢧにඋえてެ正ଥ当なる会計׳行にଈして引当金を計上しています。
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２ɽ職員等
・対職員等
　開示の対となる報酬ࠂ示に規定されている「対職員等（1）」のൣғは、当会の職員であͬて、常ۈ役員がड
ける報酬等と同等額（2）以上の報酬等をडける者（3）のうͪ、当会の業務および財産の状況にॏ要なӨڹを༩える
者をいいます。
　　なお、令和４年度において、対職員等に該当する者はいまͤΜ。

　　（１）対職員等には、期中にୀ職した者もؚめています。
　　（２）「同等額」は、令和４年度に当会の常ۈ役員にࢧͬた報酬額等のฏۉ額としています。
　　（３）令和４年度において当会の常ۈ役員がडける報酬等と同等額以上の報酬等をडける者はいまͤΜ。

３ɽそのଞ
　当会の対役員および対職員等の報酬等の体系は、上ه開示のとおりա度なリスクテークをऒىするおそれのあ
る要ૉはありまͤΜ。したがͬて、報酬ࠂ示のうͪ、「対役員および対職員等の報酬等の体系とリスク管理の
合性ならびに対役員および対職員等の報酬等と業績の連ಈに関する事項」そのଞ「報酬等の体系に関しߟࢀとな
るき事項」として、ه載する内容はありまͤΜ。

81 82

資
料
編

ᶜ


һ

ͷ
ใ
ु
ମ
ܥ



■本　　店	 〒５１４-０００４　三重県津市栄町一丁目９６０番地
ＴＥＬ　０５９-２２９-９０２３　ＦＡＸ　０５９-２２６-３１２８
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https://www.jamie.or.jp/shinren/

https://www.jamie.or.jp/jabanking/

　当会の概要や取扱商品・サービスをはじめ、採用情報などの各種情報が
ホームページでご覧いただけます。

取扱商品・サービスをはじめ、各種情報がホームページでご覧いただけます。
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～JA三ॏ信連ϗーϜページのごҊ内～

～JAバンク三ॏϗーϜページのごҊ内～



■ 法定開示項目（単体）農業協同組合法施行規則　第204条、第207条

Ⅰ　概況および組織に関する事項
　１　業務の運営の組織���������������29

　２　理事、経営管理委員および監事の氏名および役職名��29

　３　事務所の名称および所在地�����������30

　４　特定信用事業代理業者に関する事項�������30

Ⅱ　主要な業務の内容
　１　主要な業務の内容���������������26

Ⅲ　主要な業務に関する事項
　１　直近の事業年度における事業の概況����� 7～ 8

　２　直近の５事業年度における主要な業務の状況を示す指標
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